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河川法第24、
26条に関する
河川占用条件
の緩和

河川法第
24条、第
26条第1項
河川敷地
の占用許
可につい
て（平成11
年8月5日
建河政発
第67号建
設事務次
官通達）
工作物設
置許可基
準につい
て（平成6
年9月22日
建河治発
第72号建
設省河川
局治水課
長通達）

工作物設置許可基準について（平
成6年9月22日建河治第72号河川
局治水課長通達）中第1章総則に
おいて、河川法第26条第1項に基
づく工作物の新築、改築、又は除
却の許可に際して、工作物の設置
位置等について河川管理上必要
とされる一般的基準を規定してい
ます。
また、同基準第17において、管類
等を縦断方向へ設置しないことを
基本とする旨規定しています。
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河川区域内に管類等を設置する場合は、縦断方向に設置しないことを原
則としています。これは、堤防付近に管類等を設置するとその後の横過工
作物の構造及び施工法等に制約を与えたり、管類等の亀裂破損により内
容物が流出するおそれがあること、また、杭打ちや土砂掘削等の水防活
動の支障となること、さらに、河川の堤防は将来にわたって逐次堤防の補
強やかさ上げを行っていくことが予想されることなどの理由によるもので
す。ただし、掘込河道等における工作物の縦断占用については、周辺地
域の土地利用形態、河川の整備状況等を勘案し堤防断面外や治水上支
障のない対策を講じるなどの措置により、管類の縦断占用を例外として認
めております。個別箇所の対応において、不明な点があれば相談して下
さい。
　なお、これら管類等の設置事例については、すでに国土交通省河川局
ホームページ（http://www.mlit.go.jp/river/index.html）百科事典のなか
で、「河川流水の占用許可及び工作物設置に関する事例集」として公表し
ているので参考として下さい。

「工作物設置許可基準」については、あくまでも一般
的な技術的な助言のために標準となるものを示して
いるのみであり、法令や当該基準が定められた趣旨
を逸脱しない限りにおいては、当該基準の原則どお
りで無い場合であっても、河川管理者が総合的に判
断して許可を行うことが出来ると理解してよろしい
か。
また、右提案主体の意見についても回答されたい。

本市の提案は、１級河川等の大規模河川ではなく、２級河川以下の規
模の河川堤防を想定しています。市内の河川においては、河川堤防内
に公道が敷設されており、その道路を民家への進入道路として使用し
ている状況であり、河川区域内の公道は河川境界＝官民境界となって
おり、河川堤防且つ公道に面した宅地等へ公共下水道の整備を行うに
当たっては、公道内へしか汚水管を布設することができない状況となっ
ていることから、公共下水道の整備が出来ない地区として残ることとな
ります（別添資料参照）。
公開されている事例により河川占用を受けられるものもありますが、大
半はこの事例にあてはまるものではありません。河川規模等などの細
かな条件に対処することで、河川占用を受けられるよう検討願います。

河川区域内に管類等を設置する場合は、縦断方向に設置しないことを原則
としている旨、すでにその理由を付し回答したところです。
一方、河川形状や周辺地域の土地利用形態、河川の整備状況等は、各河
川・各箇所それぞれ異なっており、一般的な基準に照らし統一的に対処出
来るものではなく、個別箇所ごとに判断されるべきものと認識しております。
堀込河道等においては、実際これらの河川特性を勘案し、各河川管理者が
総合的に判断して、縦断占用を例外として認めております。
よって、本提案において想定されている河川の河川管理者である愛媛県と
ご相談していただき、対処すべきものと判断しております。
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河川法第２４，２６条に関する河川占用条件
について、河川堤防を防護する工法を持って
縦断占用を許可されるよう地域限定で緩和
する措置を講じる。

公共下水道の普及率が全国平均と比較して低い水
準となっており、今後益々普及率の向上に努めなけ
ればならない。普及率向上のためには、河川縦断占
用が必要であるものもあることから、河川法第２４条
及び第２６条の河川占用に条件を付して許可される
よう緩和する措置を講じる。

愛媛県
新居浜
市
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河川の一部に
蓋がけをし、
駐車場、駐輪
場の設置を可
能とするため
の河川占用及
び河川敷地許
可準則の緩和

河川法第
24条、第
26条第1項
河川敷地
の占用許
可につい
て（平成11
年8月5日
建河政発
第67号建
設事務次
官通達）
工作物設
置許可基
準につい
て（平成6
年9月22日
建河治発
第72号建
設省河川
局治水課
長通達）

工作物設置許可基準について（平
成6年9月22日建河治第72号河川
局治水課長通達）中第1章総則に
おいて、河川法第26条第1項に基
づく工作物の新築、改築、又は除
却の許可に際して、工作物の設置
位置等について河川管理上必要
とされる一般的基準を規定してい
ます。
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　河川は洪水を安全に流下させるとともに、周辺地域における貴重なオー
プンスペースであり、安易に河川を蓋かけ等すべきではないと考えます。
また、河川の蓋掛け等は、今後の河川改修や維持管理上にも支障となる
ものであることから、河川の蓋かけ等による駐車場等の設置を認めてい
ないところです。
　本提案の目的は呑川の水質浄化ということですが、水質浄化のための
施策は他にもいろいろとあり、また水質浄化への取り組みは、水質汚濁の
原因が都民の生活や企業の事業活動等幅広く関わっていることから、東
京都、大田区、都民、企業がそれぞれ責務を負って進めていくべきものと
考えます。なお、従来から流域が一体となりさまざまな取り組みが行って
きている結果として、高度成長期に悪化した水質は大幅な改善傾向
（BOD値：S46～S55平均31.9→H5～H14平均4.7）にあります。また、現在
大田区では具体的な呑川の悪臭対策として、①河川に空気を入れるため
の施設を設置した浄化策②ごみ取り用フェンスの設置③河川浚渫④下水
道の高度処理水の放流などを行っているとも聞いております。

右提案主体の意見について検討の上回答された
い。

呑川の水に空気をいくら混入しても、現在の呑み側では、水質が悪す
ぎて、溶け込まない。泡がでるだけだ。浄化されていると言っても、実際
はきれいになっていないのである。そして、水が非常にすくないのも気
になることだ。汚水処理後の水をながしているだけに過ぎない。行政に
任せていては、現状はかわらないのではないか。海も川も汚れてい
る。蓋がけについては、蒲田駅周辺だけで、違法な自転車の駐輪をな
くすためにも、また、その上に太陽光発電ができるようにし、温暖化を
防ぐためにも必要である。また、呑川の緑化といわれているが、人家の
位置をさげて間で、徹底してやらなければ、効果はないと考える。今の
状況は、呑川の汚れた水を東京湾に垂れ流しているのだ。海もよごれ
ていく。硫化水素を発生させている川を早急に甦らすことが、必要だ。

水質浄化への取り組みは、水質汚濁の原因が都民の生活や企業の事業活
動等幅広く関わっていることから、東京都、大田区、都民、企業がそれぞれ
責務を負って進めていくべきものと考えます。呑川においても、従来から流
域が一体となりさまざまな取り組みが実施されてきており、結果として、高度
成長期に悪化した水質は大幅な改善傾向（BOD値：S46～S55平均31.9→
H5～H14平均4.7）にあります。また、現在も大田区では具体的な呑川の悪
臭対策として、①河川に空気を入れるための施設を設置した浄化策②ごみ
取り用フェンスの設置③河川浚渫④下水道の高度処理水の放流などを実
施しており、今後も継続的な取り組みが行われると聞いております。
さらに、呑川では河川の持つ貴重な水と緑のオープンスペースを活かした
緑道整備が大田区により計画されており、他のまちづくり施策である緑の
ネットワークづくりや蒲田駅周辺を拠点とした景観整備計画等との連携を図
りつつ、現実に整備を進めていると聞いているところです。
よって、本提案は対応不可能と判断しています。

右提案主体の意見について検討の上回答されたい。

水を綺麗にすることは、東京運河の水を綺麗に
する事につながる。何でこのような事が国土交
通省の役人に分からないのか？環境というもの
は人が守っていかなければ、今のままではとて
も地球を綺麗にすることは出来ない。もう少し国
民の方をみて仕事をしてもらいたい。何だかん
だと言っても国土交通省が絡んで災害が起こっ
ている。もう少し国民の方を見て欲しい。洪水や
河川の氾濫を防げるはずだ。事務所にいて指
図しても国民は動けない。どう行動してよいの
か分からないのだから。まだ新潟のほうは復旧
もできなくて、避難場所に住んでいる人もいる。
こういう人をまず自立させなければ村も市町村
も立ち上がる事は出来ない。もう少し住民たち
が自立出来るように指導して欲しい。環境は町
ぐるみ、市ぐるみで守って行かないと自分だけ
良いということがあまりにも多すぎる。この様な
状態では日本の将来は真っ暗闇だ。環境にもっ
と力を入れて住民と一緒に環境を守って行く様
な将来を作り出さなければならない。

　河川は公共用物であり、その保全、利用その
他の管理においては、水質面のみならず、洪
水、高潮等による災害の発生が防止され、流水
の正常な機能が維持され、併せて河川環境の
整備と保全がされるよう、総合的に行われるべ
きものです。
　河川に対し蓋がけすることは、すでに回答させ
て頂いたとおり、洪水時において災害発生への
対処などの治水上、流水の正常な機能（水量・
水質など）維持などの河川環境上、日常の維持
管理上など、さまざまな支障が生じるため認め
ていないところです。
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規制を撤廃する提案である。河川法２４条２
６条、河川敷地許可準則第２章第６、第７一
項三号及び五号では現在河川の利用につき
民間では参入できないが、これを民間で参
入を可能とし、なおかつ第三セクター方式で
運営すれば、公益的な事業を運営する事が
出来る。

２級河川呑川、内川の一部に蓋がけをして駐車場、
駐輪場を作りその利益で河川汚染の浄化の費用とす
る。これにより同時に蒲田駅周辺の無断駐輪を排除
し通行の安全を確保するという、公共的な事業であ
る。私と区、または都の第三セクター方式とし、２段階
の浄水、汚濁の除去によって、河川の汚染をなくし、
湾の汚れも綺麗になりかつ蒲田駅周辺の通行の安
全を確保する。過去、河川敷地専用許可について
は、河川法２４条、同２６条、河川敷地許可準則第２
章第６、第７１項三号及び五号の基準に適合せず、不
許可処分。

個人
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河川法24条及
び河川敷地占
用許可準則の
弾力化

河川法第
２４条（河
川敷地の
占用許可）
河川法第
２６条（工
作物の新
設等の許
可）
河川敷地
占用許可
準則（事務
次官通達）

　河川区域内の土地（河川管理者
以外の者がその権限に基づき管
理する土地を除く。）を占用しようと
する者は、河川管理者の許可を受
けなければならない。
河川区域内の土地において、工作
物を新築し、改築し、又は除去しよ
うとする者及び掘削、盛土若しくは
切土その他土地の形状を変更す
る行為、又は竹木の植栽若しくは
伐採をしようとする者は、河川管理
者の許可を受けなければならな
い。

D
-
1

  河川敷地における占用施設については、河川管理上の支障を及ぼさな
いよう適切な維持管理及び占用終了時における占用施設の撤去等を将
来にわたって担保することが不可欠であることから、原則として、公的な
主体（第３セクターを含む。）による設置・管理によるものとされ、これ以外
の主体による占用は認められるものではありません。
　花壇、市民農園等を公共的耕作地として一般の利用に供することは、公
的な主体が占用許可を受け、当該公共的耕作地の適正且つ公平な利用
が担保できる仕組みにより使用させることで、現状でも実現可能と考えま
す。また、河川の除草、清掃等の環境美化活動に関しては、従来より地域
住民の方々と協働して取り組んでいるところと認識しております。
　個別具体な内容についてご相談等ございましたら、当職までお問い合わ
せ下さい。

右提案主体の意見について検討の上回答された
い。

・現状認められる占用の主体は、「公的主体（第３セクター含む）」との
ご回答をいただきましたが、
　公的主体とは、「国・都道府県・市町村・公益法人及び国・地方公共
団体が出資する株式会社等」と考えてよろしいか。

・県が占用に関する許可権を有している１級河川の指定区間等におい
ては、道路や橋梁工事のように河川管理者でない県の部局が占用許
可を受け、公共的耕作地として一般の利用に供することができると考
えるがいかがか。

・ＮＰＯや民間企業は、占用終了時の撤去等の担保がないことが、占
用の主体になり得ない理由と推察するが、ＮＰＯ等が、保険又は保証
金などにより、原状復旧等を担保する仕組みを導入することを条件に、
ＮＰＯ等を占用の主体とすることはできないか。また、当該団体が撤去
等行わないときは、県（公共的耕作地の設置者）が撤去等を行うことが
確実である場合に限り、直接ＮＰＯ等に許可を与えることはできない
か。

・公的主体とは、「国・都道府県・市町村・公益法人及び国・地方公共団体
が出資する株式会社等」と考えて頂いて差し支えありません。

・県が占用に関する許可権を有している１級河川の指定区間等において、
河川管理者でない県の部局が占用許可を受け、公共的耕作地として一般
の利用に供することは可能と考えます。その際には、当該公共的耕作地が
適正且つ公平な利用が担保できる仕組みにより使用されるようご留意下さ
い。

・占用主体は占用終了時の撤去等だけでなく、出水時の迅速かつ責任を
持った対応等の適切な維持管理をして頂くことが必要であり、そのような観
点から占用主体は公的主体に限られます。
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　市町村・民間企業・ＮＰＯ法人等が花畑や
市民農園等の公共耕作地として河川敷を利
用する際に、河川敷の占用を認める。

市町村等の公的主体とともに、公益性、非収益性等
の一定の基準を満たしたＮＰＯ法人等に、花畑や市
民農園などの公共的耕作地として河川敷の占用を認
め、河川敷を有効に活用しつつ、占用部分を含む一
定区域の清掃、除草作業や、日ごろの河川監視、通
報などの管理業務を実施してもらう。

山形県
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河川占用許可
主体の要件弾
力化

河川法第
２４条（河
川敷地の
占用許可）
河川法第
２６条（工
作物の新
設等の許
可）
河川敷地
占用許可
準則（事務
次官通達）

　河川区域内の土地（河川管理者
以外の者がその権限に基づき管
理する土地を除く。）を占用しようと
する者は、河川管理者の許可を受
けなければならない。
河川区域内の土地において、工作
物を新築し、改築し、又は除去しよ
うとする者及び掘削、盛土若しくは
切土その他土地の形状を変更す
る行為、又は竹木の植栽若しくは
伐採をしようとする者は、河川管理
者の許可を受けなければならな
い。
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　河川敷地における占用施設については、河川管理上の支障を及ぼさな
いよう適切な維持管理及び占用終了時における占用施設の撤去等を将
来にわたって担保することが不可欠であることから、原則として、公的な
主体（第３セクターを含む。）による設置・管理によるものとされ、これ以外
の主体による占用は認められるものではありません。
　今回のご提案は琵琶湖の自然や環境学習の場として洗い場の復元を
図りたいというご提案ですが、適正な維持管理等を担保できる地元市町
村等の公的な主体による設置・管理とするのであれば、実現可能なものと
考えます。
　なお、洗い場の設置については、当該区域を管理している河川管理者
が個別に、治水上利水上その他の河川管理上の支障を判断することにな
ります。

・本提案内容について、市町村が包括占用を受ける
ことにより実施可能であるかを確認されたい。

・提案の洗い場は小規模かつ容易に撤去可能な構
造となっている。一定の基準を定め、占用許可を不
要とする運用ができないか検討されたい。

・港湾においては民間企業等への占用が認められ
ているが、同じ公共物である河川においてはなぜ認
められないのか。併せて今までに民間企業やNPO
へ河川占用を認めた事例があれば提示願いたい。

・包括占用は、公的主体を原則とする占用主体が、占用施設の配置を自由
に行え又公的主体を原則とする他の占用主体に施設の設置を目的に使用
させることができるものとする仕組みであり、市町村等が直接占用主体とな
る場合以外、今回の提案は実現できません。

・洗い場の設置は工作物の新築等に該当するものと考えます。工作物の新
築等にあたっては河川法第２４条、第２６条の許可手続きが必要となりま
す。工作物の新築等の許可に関しては、治水上・利水上等の河川管理上の
支障が生じないよう、各河川管理者が個別に判断することになります。

・河川敷地は河川の流路を形成し、洪水の際には安全にこれを流下させ、
洪水による被害を除却し、又は軽減させるためのものであり、また、公共用
物として、河川環境に配慮しつつ、他の利用に支障のない範囲で一般公衆
の多様な利用に供すべきとの基本的な考え方にたっており、河川に設置す
ることが必要やむを得ないものに限り、民間企業への占用が認められること
になっています。
　なお、河川法施行前より許可されているものを除き、民間企業やＮＰＯ法
人の河川占用を認めた事例はないものと認識しております。

現行の包括占用の仕組みは、包括占用の許可を
受けた市町村が施設の配置を自由に行え、また
「他の占用主体」に施設の設置を目的に使用させ
ることが出来る仕組みであるが、「他の占用主体」
は、そもそも準則で占用の許可を行うことが出来る
公的な主体に限定されている。包括占用の制度の
趣旨が、市町村が当該河川の一部について包括
的な占用の許可を受け、当該占用に起因する一切
の責任を負うが故に自由な施設配置を行え、また
他の占用主体に利用させることができるとの考え
方に立っているのであるならば、「他の占用主体」
の範囲は、必ずしも公的な団体等に限定すること
なく、市町村の責任において判断できることとすべ
きではないか。

　包括占用とは、地方公共団体、公益法人その他これらに準ず
る者（以下「地方公共団体等」という。）が、治水上、環境の保全
上等の河川管理上の支障が生じるおそれが少ない河川敷地に
ついて、包括占用の許可後に、その許可の範囲内で、河川敷地
の具体的利用方法を決定することができるものであり、包括占
用の許可を受けた地方公共団体等が当該占用に起因する一切
の責任を負うものではなく、包括占用区域内に設置された施設
は、当該施設を設置した者がその管理運営の責任を負うことに
なります。従って、包括占用区域において使用契約が可能な主
体も公的主体に限られています。
　包括占用の許可後に河川敷地の具体的利用方法を決定でき
ることとしたのは、地方公共団体等が地先の河川敷地の利用に
ついて主体的に判断できるようにするためであり、これにより、
創意工夫を活かした地域づくりに寄与するものと考えます。
  なお、河川敷地は河川の流路を形成し、洪水の際には安全に
これを流下させ、洪水による被害を除却し、又は軽減させるため
のものであり、また、公共用物として、河川環境に配慮しつつ、
他の利用に支障のない範囲で一般公衆の多様な利用に供すべ
きとの基本的な考え方にたっており、河川に設置することが必要
やむを得ないものに限り、民間企業への占用が認められること
になっています。
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琵琶湖は一級河川であり、河川法の適用を
受けるものであるが、民間企業等が実施す
る新規の占用は認められないため、この規
制を撤廃し、洗い場（橋げた）を復元しようと
するものです。

訪れた方々が「ほっ」とする琵琶湖畔の原風景の再
現を目指し、洗い場（橋げた）の復元を行い、これを琵
琶湖の自然や環境学習の場としても利用することに
より、当地域が以前の賑わいを取り戻し、地域経済の
活性化が期待できると考えます。

滋賀県
高島市
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河川敷地占用
許可準則の包
括占用の特例
にかかる規制
の緩和

河川法第
２４条（河
川敷地の
占用許可）
河川法第
２６条（工
作物の新
設等の許
可）
河川敷地
占用許可
準則（事務
次官通達）

　河川区域内の土地（河川管理者
以外の者がその権限に基づき管
理する土地を除く。）を占用しようと
する者は、河川管理者の許可を受
けなければならない。
河川区域内の土地において、工作
物を新築し、改築し、又は除去しよ
うとする者及び掘削、盛土若しくは
切土その他土地の形状を変更す
る行為、又は竹木の植栽若しくは
伐採をしようとする者は、河川管理
者の許可を受けなければならな
い。
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  包括占用の特例の適用を促進するため、平成１７年３月に河川敷地占
用許可準則を一部改正し、包括占用許可の対象を市町村から地方公共
団体及び公益法人その他これらに準ずる者（当面は第三セクターが考え
られる）に拡大したところです。
  また、地域活性化等の観点からイベント施設やオープンカフェの設置等
水辺空間を活かした賑わいの創出や魅力あるまちづくりに寄与し、地域の
ニーズに対応した河川敷地の多様な利用を可能とするための取り組み
を、平成１６年３月２３日付け「都市及び地域の再生等のために利用する
施設に係る河川敷地占用許可準則の特例措置について」（国河政第９８
号事務次官通達）により、当面、社会実験として実施できるよう措置したと
ころです。
　この社会実験を実施するためには、地域の合意形成や公平性の確保等
が要件となっており、民間事業者を含む地域住民の声を十分反映できる
仕組みになっています。

提案は民間事業者等への包括占用許可を求める者
である。このため民間事業者等への占用許可及び
包括占用許可が認められない理由について回答さ
れたい。
また、回答の特例措置において、提案のようなイベ
ント施設等であっても、河川敷地の利用調整に関す
る協議会によって認められた事業者が占用許可を
受けることが可能という理解でよろしいか。
右提案主体の意見について回答されたい。

私どもとしては、あくまで、包括占用許可の対象に民間事業者やNPO
法人、地方公共団体からなる地域協議会等を追加いただきたいと考え
ております。追加できない理由は何ですか？なお、質問ですが、貴省
より示されたいわゆる社会実験についてですが、そもそも、この特例制
度を活用する場合は、その前提として、地域再生計画等の認定が必要
なのではないですか？また、包括占用を受けた場合の適用関係につ
いてもご教示下さい。

・河川敷地における占用施設については、治水上・利水上等の河川管理上
の支障を及ぼさないよう適切な維持管理及び占用終了時における占用施
設の撤去等を将来にわたって担保することが不可欠であるとともに出水時
における迅速かつ責任を持った対応をして頂く必要があること等から、包括
占用許可を受けられる者及び包括占用許可により使用契約者となり得る者
は、基本的には公的主体を原則とする占用主体とされています。
・特例措置によって民間事業者が河川敷をオープンカフェ等に利用できる
のは、特例措置として市町村等の公的主体が、イベント施設、広場等の占
用許可を受けた後に、当該区域で事業を行うことを河川敷地の利用調整に
関する協議会により認められた場合です。
・河川は公共用物であるため、地域住民が自由に利用できる空間とする必
要があります。そのため占用許可準則を定め、占用主体・占用施設等につ
いて具体的に取り決めをしているところです。その特例として行う社会実験
では、河川敷を民間利用することについての地域の合意形成を要件として
います。また、河川敷地を活用することにより地域活性化を図ろうとする地
域の計画である地域再生計画その他これらに類する計画に係る地区内を
特例措置の対象地区としています。なお、ご提案のプロジェクト想定地域
は、都市再生プロジェクト「琵琶湖・淀川流域圏の再生」区域内と思われま
すので、特例措置の対象地区になり得るものと認識しています。

現行の包括占用の仕組みは、包括占用の許可を
受けた市町村が施設の配置を自由に行え、また
「他の占用主体」に施設の設置を目的に使用させ
ることが出来る仕組みであるが、「他の占用主体」
は、そもそも準則で占用の許可を行うことが出来る
公的な主体に限定されている。包括占用の制度の
趣旨が、市町村が当該河川の一部について包括
的な占用の許可を受け、当該占用に起因する一切
の責任を負うが故に自由な施設配置を行え、また
他の占用主体に利用させることができるとの考え
方に立っているのであるならば、「他の占用主体」
の範囲は、必ずしも公的な団体等に限定すること
なく、市町村の責任において判断できることとすべ
きではないか。

　包括占用とは、地方公共団体、公益法人その他これらに準ず
る者（以下「地方公共団体等」という。）が、治水上、環境の保全
上等の河川管理上の支障が生じるおそれが少ない河川敷地に
ついて、包括占用の許可後に、その許可の範囲内で、河川敷地
の具体的利用方法を決定することができるものであり、包括占
用の許可を受けた地方公共団体等が当該占用に起因する一切
の責任を負うものではなく、包括占用区域内に設置された施設
は、当該施設を設置した者がその管理運営の責任を負うことに
なります。従って、包括占用区域において使用契約が可能な主
体も公的主体に限られています。
　包括占用の許可後に河川敷地の具体的利用方法を決定でき
ることとしたのは、地方公共団体等が地先の河川敷地の利用に
ついて主体的に判断できるようにするためであり、これにより、
創意工夫を活かした地域づくりに寄与するものと考えます。
  なお、河川敷地は河川の流路を形成し、洪水の際には安全に
これを流下させ、洪水による被害を除却し、又は軽減させるため
のものであり、また、公共用物として、河川環境に配慮しつつ、
他の利用に支障のない範囲で一般公衆の多様な利用に供すべ
きとの基本的な考え方にたっており、河川に設置することが必要
やむを得ないものに限り、民間企業への占用が認められること
になっています。
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河川敷地占用許可準則の第三章で規定され
ている包括占用の特例について、当該河川
敷地の民間主導による柔軟かつ計画的な活
用が、著しく地域の活性化等に資すると認め
られる場合には、１）包括占用の許可を受け
る主体として、民間事業者、NPO法人や地方
公共団体等による地域参加型の協議会を追
加すること、２）又は、市町村が包括許可を
受けた後の具体的な利用に関して、市町村
は、民間事業者、NPO法人等による地域参
加型の協議会と協議の上、決定しなければ
ならないとすること

プロムナードの整備による屋外イベント空間、オープ
ンカフェ、水上カフェ等の整備・屋外イベント空間にお
ける通年計画による各種イベント事業の創出（びわこ
音楽祭など）・琵琶湖の水環境保全のシンボルとして
の琵琶湖ビオトープの設置

浜大津
観光協
会
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措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
ェ

規
制
特
例

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名
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道路法第32条
の道路占用許
可の緩和

道路法第
32条

道路に一定の工作物、物件又は
施設を設け、継続して道路を使用
しようとする場合においては、道路
管理者の許可を受けなければなら
ない。
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道路管理者と掲示板の設置位置等を事前に協議することにより、選挙決
定後の道路占用許可が速やかに行われることは可能である。

・提案は一度許可を得た選挙掲示板について、設置
場所、規模等が同様の物が設置される点を考慮し、
２回目以降の許可申請に伴う書類や図面を簡易化
できないかというものである。この点について検討さ
れたい。

・回答では「事前に協議することにより許可が速や
かに行われる」とあるが、どのくらい前に相談すれば
どのくらいの期間で許可が下りるのか。標準処理期
間等は定めていないのか。

　次回選挙時における道路占用許可の申請に伴う添付書類については、占
用物件、占用物件の設置場所等に変更がない場合には前回申請時に用い
た書類と同一の書類を添付して行うことは可能であると思われる。
　また、どれくらい前に相談すればどのくらいの期間で許可が下りるのかに
ついては個別に判断する必要があることから一慨には言えないが前回回答
のとおり、選挙が近々開催されると想定された時期に設置場所となる道路
の道路管理者と事前協議をしておくことにより速やかな道路占用の許可が
可能と考える。（特に占用物件、占用の場所等が同一である場合には、より
速やかな許可が可能であると考えられる。）
　なお、標準処理期間については平成１０年８月５日付け道路局路政課長
通知により原則として２～３週間とされている。
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道路法第３２条第１項及び第５項の道路の占
用の許可及び管轄する警察署長との協議の
規定を地域限定で緩和する措置を講じる。

公職選挙法で規定される選挙ポスターの掲示板につ
いて、道路法第３２条第１項の道路の占用の許可及
び第５項の管轄する警察署長との協議の規定を地域
限定で緩和する措置を講じる。

愛媛県
新居浜
市
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道路上への民
間駐輪場の設
置

道路法第
32条

道路に一定の工作物、物件又は
施設を設け、継続して道路を使用
しようとする場合においては、道路
管理者の許可を受けなければなら
ない。

Ｃ －

前回の第６次特区提案における同内容の提案に対して既に回答している
とおり、道路の占用は、一般の通行の用に供するという道路の本来目的
を阻害しない範囲内で認められるべきであるところ、歩道上への占用によ
る自転車駐車場の設置は、歩道の有効幅員を狭めたり、通行に支障を与
えるおそれはあるが、放置自転車の減少により、通行を円滑にする効果も
期待できることから、道路占用制度の趣旨を踏まえて、自転車駐車場の
設置について検討し、平成１７年度中に結論を得るとしているところであ
る。

現在検討中の内容について、その内容と、今後のス
ケジュールについて詳細を提示願いたい。

  歩道上への占用による自転車駐車場の設置については、今年度内に結
論を得るべく、占用物件としての位置付け、占用料単価の設定等の法令へ
の規定のあり方や占用主体、占用の場所に関する基準等について検討し
ているところである。

検討結果に基づく措置の適用は、いつ頃を目指しているの
か。 平成１８年度中に対応する予定である。
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都心の人口増加に伴い駅前の放置自転車
対策は深刻化し、駐輪場整備の用地確保に
困難をきたし全国的な社会問題となってい
る。道路上の自転車駐車場は、第4次の特区
提案に対し本年度中に道路帰属物と位置づ
ける対応が示されており、道路管理者が道
路上に自転車駐輪場を設置し放置自転車対
策が図られることとなる。しかし、放置自転車
の本質は、駅を利用する地域住民の問題で
あり、「地域で出来ることは地域で」解決する
ことに意義がある。そこで、商店・自転車利
用者・市民活動が一体となった活動として、
道路管理者以外が設置する道路上の自転
車駐輪場に対し、道路管理者が設置を必要
と判断し公益性が認められているものに関し
て、ＮＰＯ法人等民間団体による設置条件の
整備をお願いしたい。なお団体は機械式の
精算機から地域通貨を発行し商店で利用す
ることで地域経済の活性化も図る。

放置自転車は自治体にとって、用地確保と施設整備
や管理運営など、負担額が発生し費用効果に矛盾を
感じる政策である。また、迷惑を感じている商店や自
転車利用者に共感を得にくい対策となっている。そこ
で、ＮＰＯ法人など民間が道路上に自転車駐輪場の
設置を行なうことは、自治体の負担を軽減でき、地域
通貨を発行することで商店の協力が得られ、自転車
利用者の利便性の向上にもつながる。何より、市民
が一体となった活動で放置自転車対策が行なわれる
ことが大切で、地域に対する自治体の支援の構図が
形成できる。一定の期間の設置を前提に、コミュニ
ティの活性化や地域経済の活性化を同時に図ること
は、現在の社会状況に即した施策の展開となる。な
お、市民活動としての放置自転車対策はボランティア
の参加など波及効果が期待できる。

特定非
営利活
動法人
青少年
地域
ネット
２１

1
2
3
0
0
8
0

道路使用料の
帰属

道路法第
32条

道路に一定の工作物、物件又は
施設を設け、継続して道路を使用
しようとする場合においては、道路
管理者の許可を受けなければなら
ない。

Ｃ －

前回の第６次特区提案における同内容の提案に対して既に回答している
とおり、例えば、ＮＰＯ法人が、占用許可を受けて自転車駐車場を設置・運
営する場合には、当該自転車駐車場において個々の利用者から徴収す
る駐車料金の帰属は、ＮＰＯ法人となる。

貴省の回答は、1230070が実現した場合には、本提
案内容について現行法で対応可能と理解してよろし
いか。

　貴見のとおりである。
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0
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ＮＰＯ法人等民間団体が道路上に自転車駐
輪場を設置し、機械式の精算機から地域通
貨を発生し運営することで、放置自転車の対
策と地域経済の活性化が期待できる。自治
体は道路占有の許可を設置者に認可し占有
料の可否の判断を行なう。自治体は設置に
対する費用負担が発生しなく放置自転車対
策が図れ、発行される地域通貨により商店
の売上が増加する地域経済対策も併せて実
現でき、自転車利用者の利便性を向上でき
ることで放置者の大幅な削減が期待できる。
公共の道路上で民間団体が使用料の徴収
を行い運営する上で、使用料の帰属につい
ての条件整備をお願いしたい。

ＮＰＯ法人等民間団体により、道路上に機械式精算
機を備えた自転車駐輪場を設置し、一定時間に満た
ない利用者に返金の代わりとして地域通貨を発行す
る。一定時間を超えた利用者にも一部を地域通貨と
して発行し、地元商店街で利用できるようにすること
で、違法な駐輪の削減と商店街の売上増加による地
域経済の活性化を図るもの。現在、疲弊している商
店街に必然的需要効果を生み出すことができ、商店
街自らの創意工夫を引き出し、公助に頼ることから、
自動の向上と地域との公助を図り自治体と市民との
役割分担を図るものである。自治体主義のコミュニ
ティから地域主導のコミュニティへの転換が図れ、自
治体の財政構造のスリム化を図り市民福祉サービス
の向上を実現できる。

特定非
営利活
動法人
青少年
地域
ネット
２１

1
2
3
0
0
9
0

駐車場法に於
ける駐車施設
の設置条件緩
和

駐車場法
２０条１
項、２項

建築物の用途、規模、立地場所等
に応じて、条例で、建築主に対して
駐車施設を附置する義務を課すこ
とができる。

D
-
1
―

標準駐車場条例の改正について（平成１６年７月２日付け技術的助言）に
より、
○交通の安全及び円滑化又は土地の有効利用に資するものとして地方
公共団体の長の認定により隔地駐車施設を設けたときは、敷地内に駐車
施設を設けたものとみなす
○交通の安全及び円滑化又は土地の有効利用に資すると認めるときは、
地方公共団体の長は附置義務者に対し、隔地に駐車施設を設けるべきこ
と勧告できる
旨を示し、附置義務制度の柔軟な運用を図ったところである。

1
1
3
5

1
1
3
5
1
0
1
0

駐車場法の特定用途のうちうち大規模小売
り店舗については、条例で定める台数から荷
捌き関係車両の駐車台数を減じた規模以上
の駐車施設を隣接する街区又は同等の隔地
に設ける事を可能にする。

隣接する街区に必要な駐車台数を収容する駐車施
設を建設する。

株式会
社　巽
エンジ
ニアリ
ング、
株式会
社　白
土建築
設計事
務所

1
2
3
0
1
0
0

駐車場法と大
規模小売店舗
立地法の駐車
台数算定基準
の統合

駐車場法
２０条１
項、２項

建築物の用途、規模、立地場所等
に応じて、条例で、建築主に対して
駐車施設を附置する義務を課すこ
とができる。

D
-
1
―
駐車場法２０条１項、２項は、地方公共団体が附置義務に関する条例を制
定する権限を認めたものであるに過ぎない。
附置義務台数等の具体的な規制内容は、条例で定めるところによる。
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駐車場法と大規模小売り店舗立地法の両方
に駐車台数の規定があり、大規模小売り店
舗立地法が適用される場合は駐車台数算定
基準を統合する。

隣接する街区に必要な駐車台数を収容する駐車施
設を建設する。

株式会
社　巽
エンジ
ニアリ
ング、
株式会
社　白
土建築
設計事
務所

1
2
3
0
1
1
0

道路管理者が
設置する有料
道路駐車場を
自動車車庫と
して利用する
特例

道路整備
特別措置
法第８条

道路整備特別措置法に基づく駐
車場において料金を設定する場合
には、国土交通大臣の許可が必
要

D
-
1
－
道路整備特別措置法第８条に基づく許可において、一定期間・一定の料
金で駐車場を利用することができる定期料金を設けることで、駐車場の利
用実態等に応じ、対応可能な場合もあると考える。

・「利用実態に応じ対応可能な場合」とはどのような
場合か。本提案のような場合はこれにあたるか。

・道路整備特別措置法に基づく駐車場について、定
期契約があれば車庫証明を発行できると理解してよ
ろしいか。
　可能な場合、どのような場合に車庫証明取得が可
能であるかを明確にし、その内容を道路管理者へ周
知することにより、駐車場の有効利用を図られた
い。
　また、右提案主体の意見について回答されたい。

　駐車場が自動車車庫として認められるためには、特定の利用者が優
先的独占的に使用できることが求められます。しかし、行政財産であ
り、公共駐車場である市営駐車場については、地方自治法や駐車場
法の規定により、一般公共の用に供する施設と定められております。
そのため、道路整備特別措置法第8条に基づく変更許可を得て定期料
金を設けても自動車車庫としては認められません。
　本市の公共駐車場においては既に定期券を販売しており、一定の期
間・一定の料金で駐車場を利用させています。また、駐車場利用の実
態として、時間極めの利用者のみで満車となることは無く、一定の区画
を区切って、特定の利用者に優先的独占的に使用させることは可能と
考えられます。なお、自動車車庫としての台数設定にあたっては、一般
の利用者の利便性を損なわないよう留意し、路上駐車や渋滞を発生さ
せないよう考慮するものとします。
　そのため、地方自治法及び駐車場法の規制を緩和し、公共駐車場の
一部を自動車車庫として活用できるよう要望します。

　「道路整備特別措置法」第８条の許可に基づき定期料金を設定している
駐車場において、自動車車庫として利用されている例はある。但し、自動車
車庫の要件は「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令」第１条に
規定されており、所轄の警察署長が自動車の保管場所を確保していること
を証する書面を交付する（「自動車の保管場所の確保等に関する法律」第４
条）ものであることから、「利用実態に応じ対応可能な場合もある」と回答し
たもの。
　同じ理由から、本提案の場合が対応可能であるか、定期契約があれば車
庫証明取得が可能であるか、どのような場合に車庫証明取得が可能である
かについては警察署長の判断によるものと思料。

右提案主体の意見について、検討の上回答されたい。

①「駐車場法解説(編集：財団法人駐車場整備
推進機構、発行：株式会社ぎょうせい)」による
と、駐車場法第2条で定める路外駐車場とは一
般公共の用に供する施設であり、定期利用の
方法により長時間の利用を認めることは一般公
共の用とみなせるが、一定の区画を特定者に
独占的な使用権を設定する場合には自家用車
庫と同様になるため、一般公共の用とは言えな
いとある。今回の回答のように、警察署長の判
断によって特定利用者の自動車車庫として認め
られた場合にあっては、一般公共の用に供して
いるとは言えないと考えられるが、この点につい
て貴省の見解をご教示願いたい。
②既に自動車の保管場所として認めている公
共駐車場について、具体的な管理主体名や駐
車場名をご教示願いたい。

①について
　駐車場法２条２号は、路外駐車場の定義をす
るにとどまるのであり、駐車場の利用形態を規
制するものではない。いわゆる定期貸し契約
（駐車場所を特定することなく、一定期間、当該
駐車場のいずれかの駐車場所に駐車できる契
約）であれば、一般公共の用に供していると解
しているので、なお駐車場法の路外駐車場であ
ることを失わないと考える。（ただし、そのような
契約形態でも自動車の保管場所として警察署
が認めるか否かは車庫法の問題であって、駐
車場法が関与するところではない。）
②について
　例としては、「山形駅西口駐車場（管理者：山
形県道路公社）」、「練馬駅北口地下駐車場（管
理者：東京都道路公社）」、「本町明里線地下駐
車場（管理者：福井市）」がある。
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　本市の中心市街地では、再開発事業の進
展に伴い商業集積が進み、駐車場整備台数
も増加傾向にありますが、小規模駐車場が
多く、自家用車や社用車を保管するための
車庫が不足しております。その結果、社用車
を分散して保管しなければならず、業務の非
効率化を招く状況も見られます。市が有料道
路整備事業で設置した駐車場は530台の収
容台数を有しますが、特定個人に優先的か
つ独占的に車室を利用させることができない
ため、自動車車庫として認められません。
　具体的には、地方自治法第238条の4第1
項の規定により、行政財産の貸付けや私権
の設定が制限されており、施設の一部を民
間事業者や個人に貸付することは認められ
ず、同条第4項の規定により目的外使用を許
可したとしても、第5項の規定により、私権を
設定できないため車庫証明を受けることはで
きません。また、駐車場法第2条第2号の規
定により、路外駐車場は一般の用に供する
施設とされており、特定の車室を占有させる
ことが認められません。
　これらの規制を撤廃し、市営駐車場を自動
車車庫として活用することが、地域の利便性
向上、経済活動の効率化及び路上駐停車の
削減に寄与すると考えられます。

事業の内容：市営駐車場の一部を自動車車庫として
活用する。

事業による効果：
・自動車車庫の確保による路上駐停車の予防
・周辺事業者の社用車管理効率化
・市営駐車場の利用率向上

福島県
郡山市
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該当法令
等

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
ェ

規
制
特
例

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

1
2
3
0
1
2
0

周辺環境に調
和した道路標
識設置を可能
とするための
緩和

「道路標
識、区画
線及び道
路標示に
関する命
令」（昭和
35年総理
府・建設省
令第３号）

別表第２
（第３条関
係）備考
　１　本標
識板　（２）
寸法　９
　３　柱
（２）色彩
　４　その
他　（１）取
付け方等
５、７

別表第二（第三条関係）
備考
一　本標識板
（二）寸法
９　規制標識及び指示標識につい
ては、道路の設計速度、道路の形
状又は交通の状況により特別の
必要がある場合にあつては、図示
の寸法の二倍まで拡大し、又は図
示の寸法の二分の一まで縮小す
ることができる。
三　柱
（二）色彩
　原則として、灰色又は白色とす
る。
四その他
（一）取付け方等
５　区域を定めて行う交通の規制
を表示する道路標識（以下「区域
規制標識」という。）を設置する場
合には、当該区域規制標識に白
色又は灰色の長方形の背板を設
けることができる。
７　可変式の道路標識を設置する
場合には、当該道路標識に白色
又は灰色の正方形又は長方形の
背板を設けることができる。

1.
A
-
1

2.
D
-
1

3.
(1
)
C

3.
(2
)
D
-
1

1.
Ⅲ

2.
－

3.
(1
)
－

3.
(2
)
－

１．寸法
・案内標識及び警戒標識の縮小については、交通の安全と円滑が図られ
ていることを継続的に確認することを条件に、特区対応とする。なお文字
の大きさについても、同様の条件を付して縮小規定を追加することは可
能。
・縮小規定における「特別の必要がある場合」についても、地域特性に応
じた運用が可能となるよう対応する。

２．柱の色彩
・現行の規定により対応可能。

３．（１）背板の色彩及び形状
・背板の色彩、形状が地域毎に異なる場合、「背板付き標識であること」を
識別できなくなることから、対応不可。

３．（２）背板の裏面の色彩
・裏面の色彩については現行特に規定がないため、対応可能。

特区対応へ向けた具体的なスケジュールを示して
頂きたい。

一次回答において「背板の裏面の色彩については、現行、特に規定が
ないため、対応可能」とされている。
本市の提案は、「道路標識全般の裏面の色彩」であるが、背板の裏面
と同様、「現行、特に規定がないため対応可能」であるなら、そのように
追加していただきたい。

　今後、交通の安全と円滑が図られていることを確認するために必要な具
体的条件など省令を定めるために必要な事項について検討を行い、平成１
７年度内には省令を定める予定。
　なお、標識板の裏面の色彩については現行特に規定がないため、対応可
能。

1
1
9
0

1
1
9
0
1
0
1
0

　道路標識については、「道路標識、区画線
及び道路標示に関する命令」により、標識板
の寸法、柱の色彩および背板の色彩等に関
して、全国一律に規定されている。道路標識
の表示機能には影響を及ぼさない範囲にお
いて、安全かつ円滑な交通を確保できること
を前提として、当該命令のうち、道路標識の
標識板の寸法、柱の色彩、標識の背面の色
彩等に関しては、地域特性に応じた柔軟な
運用をできるようにする。

１，寸法
○現行では、道路標識のうち、規制標識及び指示標
識については、特別な必要がある場合、規定の寸法
の２分の１まで縮小できることとしているが、この対象
を道路標識全般に拡大する。
○「特別な必要がある場合」を、安全かつ円滑な交通
を確保することを前提として地域の特性および事情
に応じて変更可能とする。
２，柱の色彩
○現行では「原則として、白色又は灰色」としていると
ころ、地域の特性に応じた適切な色彩を選定すること
が可能とする。
３，背板の色彩及び形状・裏面の色彩
○現行では、色彩は「白色又は灰色」、形状は「正方
形又は長方形」としているところ、地域の特性に応じ
た適切な色彩および形状を選定することが可能とす
る。また、裏面の色彩についても、選定することを可
能とする。

金沢市

1
2
3
0
1
3
0

道路構造令第
23条の舗装条
件の緩和

道路構造
令第23条

第二十三条　車道、中央帯（分離
帯を除く。）、車道に接続する路
肩、自転車道等及び歩道は、舗装
するものとする。ただし、交通量が
きわめて少ない等特別の理由が
ある場合においては、この限りで
ない。

Ｄ
-
１
－

・車道の緑化については、道路構造令第２３条において、車道は舗装する
ものとし、ただし、交通量がきわめて少ない等特別の理由がある場合にお
いては、この限りではないとされているところであり、現行の規定により対
応可能。なお、街のイメージ向上に係る取組みについては、地域の住民
の意見を踏まえつつ、公安委員会、道路管理者との調整を行った上で、
実施されたい。

1
1
9
5

1
1
9
5
1
0
1
0

道路の車路部分において、緑化が行えるよ
う規制緩和を要求

横浜市中区にある寿町の路面緑化により地域の廃
車・粗大ゴミの不法投棄の防止、治安向上、イメージ
の向上を図る。

Funny
bee株
式会社

1
2
3
0
1
4
0

アーケード下
の車両通行規
制の緩和

道路法第
32条

道路に一定の工作物、物件又は
施設を設け、継続して道路を使用
しようとする場合においては、道路
管理者の許可を受けなければなら
ない。

Ｄ
-
１
－

ご提案のプロジェクトに関し、アーケード下の道路における車両の通行つ
いて、道路法では、特段の規制を設けているものではない。また、イベント
時における道路占用許可についてであるが、例年実施されるようなイベン
ト等で、占用の期間、場所、物件の数量等が年間計画等によりあらかじめ
明らかであるものは、将来行われるものを含めて占用の申請をまとめて
行うことは可能である。

1
2
2
2

1
2
2
2
1
0
1
0

商店街の上部に全開閉式のアーケードがあ
りますが、この下を車両が通行できるように
します。

アーケードの下を車両が通行できるようにすること
で、人手のない商店街の寂れた雰囲気を取り除き、さ
らには、人の往来を呼び起こし、昔の活気ある商店街
を取り戻します。

今治市
本町１
丁目商
店街
（町内
会）

1
2
3
0
1
5
0

商店街におけ
る車両通行禁
止区域の解除
（歩行者天国
制度の廃止）

道路法第
32条

道路に一定の工作物、物件又は
施設を設け、継続して道路を使用
しようとする場合においては、道路
管理者の許可を受けなければなら
ない。

Ｄ
-
１
－

ご提案のプロジェクトに関し、アーケード下の道路における車両の通行つ
いて、道路法では、特段の規制を設けているものではない。また、イベント
時における道路占用許可についてであるが、例年実施されるようなイベン
ト等で、占用の期間、場所、物件の数量等が年間計画等によりあらかじめ
明らかであるものは、将来行われるものを含めて占用の申請をまとめて
行うことは可能である。

1
2
2
2

1
2
2
2
1
0
2
0

商店街にかかっている車両通行禁止の規制
を解除し、車両通行出来る様にします。

商店街内を車両が通行できるようにすることで、人手
のない商店街の寂れた雰囲気を取り除き、さらには、
人の往来を呼び起こし、昔の活気ある商店街を取り
戻します。

今治市
本町１
丁目商
店街
（町内
会）

1
2
3
0
1
6
0

現在の路面を
そのまま活用
した車両通行
の許可

道路法第
32条

道路に一定の工作物、物件又は
施設を設け、継続して道路を使用
しようとする場合においては、道路
管理者の許可を受けなければなら
ない。

Ｄ
-
１
－

ご提案のプロジェクトに関し、アーケード下の道路における車両の通行つ
いて、道路法では、特段の規制を設けているものではない。また、イベント
時における道路占用許可についてであるが、例年実施されるようなイベン
ト等で、占用の期間、場所、物件の数量等が年間計画等によりあらかじめ
明らかであるものは、将来行われるものを含めて占用の申請をまとめて
行うことは可能である。

1
2
2
2

1
2
2
2
1
0
3
0

現在の路面は歩行者天国となっているため
御影石を使って整備しています。この路面を
そのまま活用して車両通行ができるようにし
ます。

商店街内を車両が通行できるようにすることで、人手
のない商店街の寂れた雰囲気を取り除き、さらには、
人の往来を呼び起こし、昔の活気ある商店街を取り
戻します。

今治市
本町１
丁目商
店街
（町内
会）

1
2
3
0
1
7
0

イベント時に
おける道路占
用許可の緩和
（上記提案が
認められた場
合）

道路法第
32条

道路に一定の工作物、物件又は
施設を設け、継続して道路を使用
しようとする場合においては、道路
管理者の許可を受けなければなら
ない。

Ｄ
-
１
－

ご提案のプロジェクトに関し、アーケード下の道路における車両の通行つ
いて、道路法では、特段の規制を設けているものではない。また、イベント
時における道路占用許可についてであるが、例年実施されるようなイベン
ト等で、占用の期間、場所、物件の数量等が年間計画等によりあらかじめ
明らかであるものは、将来行われるものを含めて占用の申請をまとめて
行うことは可能である。

1
2
2
2

1
2
2
2
1
0
4
0

イベント時における道路使用・占用許可の緩
和

えびすぎれ（２月上旬）、春まつり（５月上旬）、土曜夜
市（７～８月毎週土曜日、夜）、商人まつり（１０月上
旬）、おんまく（８月上旬）といった、毎年開催される年
５～６回イベントの実施に際して、数回分をまとめて
協議できるようにしてください。

今治市
本町１
丁目商
店街
（町内
会）
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管
理
コ
ー

規制の特例事
項名

該当法令
等

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
ェ

規
制
特
例

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

1
2
3
0
1
8
0

高速自動車国
道を軽車両で
通行可能とす
る

高速自動
車国道法
第17条

特例事項の規定等はなく、高速自
動車国道においては、条文どおり
軽車両などの自動車以外での通
行はできない。

Ｃ －

高速自動車国道は、自動車の高速交通を確保するために適切な道路構
造を有している道路であり、低速走行の自転車等の軽車両が混在して走
行することは、交通安全上、極めて危険な状況と認識している。提案の実
現には、自動車と自転車等の軽車両とを確実に分離することができ、かつ
双方の安全を十分に確保することができる分離施設の設置等が不可欠
であるが、現状において、一時的に設置できるそのような施設の確保は、
極めて困難と認識している。
また、安全を確保するため、一時的に自動車の通行を禁止することも代替
措置として提案されているが、高速自動車国道は、自動車の高速交通の
用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成しているも
のであり、通行止めの影響は、その公益性・公共性から、道路利用者の
みならず、経済的社会的に大きな損失を与えることとなり、提案の実現の
ための同等の高いサービス速度を提供できる代替道路の確保が極めて
困難であると認識しており、対応は困難である。

交通量の少ない区間や時間帯において、自動車の
通行を制限し、イベント等への活用ができないか、
右提案主体の意見を踏まえて検討されたい。

・高速自動車国道を通行止めにすることで、社会的経済的な影響があ
ることは想像できるが、通行止めにしてイベントを実施することで、地域
への社会的経済的な効果があることも想像できるところである。「損失
を与える」ということが認められない理由であれば、通行止めにするこ
とによる利益が、通行止めにすることによる損失より大きいと言えれば
問題がないのか。伊勢自動車道を自転車で走ってお伊勢参りを実現
するイベントを開催すれば、相当数の誘客があり、地域にもたらされる
社会的経済的な利益は大きいと思われる。また、イベント実施のため
には半日程度の通行止め（しかも片側路線のみ）が実現すれば良いと
思われる。利用状況は季節、曜日、時間帯によって異なるはずなの
で、損失が小さくなる時間帯で設定することも考えられる。
・伊勢自動車道における日平均利用台数は約４万台であるが、路線に
よっては数百台、数千台のところもある。そういった路線では、通行止
めにすることによる損失はより小さいと考えられるので、全国一律に認
められないとする理由はなく、たとえ伊勢自動車道による実現は不可
能であっても、特定地域であれば可能ではないか。

　高速自動車国道は、自動車の高速交通の確保を図るため必要な道路で
あり、イベント等への活用により自動車の高速交通を一時的に制限する際、
代替する同等の高いサービス速度を提供できる道路の確保が極めて困難
であると認識しており、対応は困難である。

１．高速道路を通行止めにする場合、その根拠規定は高速
自動車国道法で道路法を準用することにより措置されてい
ると理解してよろしいか。（違う場合には通行止めを行う場
合の根拠規定を明示されたい）
2．上記理解が正しいとすれば、道路法第四十六条第１項
第１号では、通行止めにできる場合として、「道路の破損、
決壊その他の事由に因り交通が危険であると認められる場
合」とされており、高速道路をイベント等により一時通行止
めにする場合も道路管理者の判断により現行の規定で可
能になっているのではないか。
３．提案主体がイベントとして利用したい区間は伊勢ICから
西伊勢ICの部分であり、当該区間は８月を除けば日交通量
が3千台に満たない区間であるとともに、通行止めにした場
合でも迂回する国県道が存在する。イベント開催に伴う経
済的な効果等と、当該区間を一時通行止めにした場合の弊
害や経済的損失との比較において、イベントを行うことに意
義がある場合には、当該高速道路を一時通行止めにしてイ
ベントに活用する道路管理者の判断も十分にあり得るので
はないか。
４．道路管理者の判断において、イベント等のため一時通
行止めできないということであれば、道路交通法の使用許
可によるべきとの理解でよいか。

・イベント活用で通行止めにした場合、高速自動車
国道によって提供されているものと同等の高いサー
ビス速度を代替する手段はないが、目的地へ到達
するための他の道路は存在しており、通行止めに
よって利用者に多少の不便を強いることにはなる
が、目的地へ到達できないという根本的な問題は生
じない。
・高速自動車国道が自動車の高速交通の確保のた
めの施設であることは理解できるが、それだけの目
的に限定して存在させる理由がどこにあるのか？既
存の社会資本を有効活用するという観点から、イベ
ントなどで地域活性化のための活用を認めることが
必要であり、それはまた、高速自動車国道の価値を
高めることにもつながることだと考える。
・また、伊勢自動車道においても季節・区間によって
交通量に差があることは、日本道路公団へ問い合
わせた断面交通量のデータ（別添資料）のとおり。８
月は全線で断面交通量が多く、区間別で見れば、関
JCT～勢和多気の区間では上下線それぞれで
10,000～15,000台／日が通行しているのに対して、
勢和多気～伊勢までの区間は、上下線それぞれで
10,000台／日に満たない。お伊勢参りを中心にした
自転車イベントであれば、この断面交通量が比較的
少ない区間を通行止めにすることで実施可能であ
る。さらに時間的なデータも加味すれば、区間・季
節・時間帯によっては、イベントに伴う通行止めによ
る経済的社会的損失を小さくすることは可能と考え
るので、こういった路線ごとの実情も踏まえた上で検
討していただきたい。

１．について
　根拠規定は、高速自動車国道法第２５条第１項によって高速
自動車国道においても適用される道路法第４６条第１項である。
２．３．について
　道路法第４６条第１項第１号は、道路管理者が通行の禁止又
は制限をすることができる旨を規定しているが、道路管理権に
基づいて道路本来の目的を全うさせるために行使されるもので
ある以上、第１号に基づいて通行の禁止又は制限を行う場合に
おいては、例えば、災害により道路が崩壊した場合、長期降雨
により道路が軟弱になった場合など、客観的に交通の危険状態
が生じていることが必要である。
  従って、道路法において、道路管理者がイベント等開催のため
に高速自動車国道を一時通行止めにする規定はない。
　なお、前回回答のとおり、高速自動車国道は、自動車の高速
交通の確保を図るため必要な道路であり、イベント等への活用
により自動車の高速交通を一時的に制限する際、代替する同等
の高いサービス速度を提供できる道路の確保が極めて困難で
あると認識しており、対応は困難である。
４．について
イベント等による道路使用に関しては道路交通法に基づく道路
使用許可が必要であると思われるが、道路交通法に関しては、
警察庁に確認されたい。

1
1
0
0

1
1
0
0
1
0
1
0

自動車に限定されている高速自動車国道の
通行を、軽車両でも可能とする。

自動車に限定されている高速自動車国道の通行を
軽車両でも可能とすることで、自転車を利用した国内
旅行の新しい形を提案することができるとともに、環
境配慮型の観光スタイルを普及させられる。
伊勢自動車道を自転車で通行できるようにすること
で、自転車によるお伊勢参りを実現し、日本全国から
の誘客と、自転車文化が根付いている欧州からの旅
行客の誘客を目指す。
常時での通行は不可能でも、自転車で伊勢自動車道
を伊勢まで走るイベントを実施することで、自転車に
よるお伊勢参りを実現する。

伊勢自
転車愛
好会

１．今回の提案については、貴見のとおり、万が一債務不履行や倒産等の事
態が発生した際の旅行者の保護を図る必要がある点、及び、旅行商品の販
売に係る料金収受の形態において、事業者が報酬を得ているかどうかが明ら
かでない点を問題点と考えている。
２．「報酬」とは、当該旅行に係る対価とされており、具体的には旅行者の募集
費、通信連絡費、添乗員の交通費、宿泊費及び日当等並びに旅行者、運輸
事業者、ホテル旅館業者等から収受する割戻、手数料等実質的に旅行業務
の対価と認められるものを得ている場合は報酬に該当することとされている。
旅行商品の取引においては、旅行者は旅行業者が提供するサービス内容に
ついて具体的に確認できない状態で契約を締結して、当該サービスに係る対
価（＝報酬）の支払いを行うことになる。たとえ、旅行者が旅行業者に対して直
接に対価を支払わず、当該サービス内容の提供主体である運送宿泊事業者
から旅行業者に対して手数料等の形態で対価の授受が行われている場合で
あっても、その対価は結果的に旅行者が運送宿泊事業者へ支払う代金に転
嫁されるものであるため、旅行者は旅行業者に対して当該サービスに係る対
価を支払っていることになる。そのため、旅行者が享受すべき旅行サービスに
ついて適切な催行を確保するとともに、債務不履行が発生した場合の損害賠
償の支払いや旅行中の適切な旅程管理等を確保して旅行者の保護を図る必
要がある。
　また、事業体として報酬を得て事業を営む場合、事業の反復継続性の意図
が認められるため、当該事業に係る取引の安定性及び継続性を確保し、旅行
者の信頼の確保と旅行者の保護を図る必要があるため、旅行業法に基づく規
制の対象として公正な取引の維持及び旅行者の利便の増進が図られなけれ
ばならない。
 地方公共団体等公的主体が旅行を主催する場合であっても、直接に（旅行
者からの旅行取扱代金等）又は間接に（観光関係事業者からの賛助金、負担
金、税収等）、その対価を得ることが一般的であるところ、上記の民間事業者
が行う場合と同じ理由により、旅行業法に定められたルールに基づき、旅行
者の信頼の確保と旅行者の保護を着実に図っていく必要がある。
営業保証金についても、民間事業者と同様の債務履行の確実性・簡便性を担
保することで、旅行者の立場から、契約相手が民間事業者か、地方公共団体
かを問わず、安心して旅行契約を締結できる環境を整える必要があるもので
ある。
また、地方公共団体と民間事業者が同一のルールに従うことは、上記の旅行
者保護の観点のみならず、事業環境のイコールフッティングを確保し、旅行業
における公正な競争環境を維持する観点からも重要である。

1
2
3
0
2
0
0

第3種旅行業
業者による特
定地域の募集
旅行の許可

旅行業法第
旅行業又は旅行業者代理業を営
むためには、国土交通大臣の行う
登録を受けなければならない。

Ｃ －

手配旅行は個別具体の旅行者のオーダーに応え、宿泊機関、交通機関
等の手配を別々に行っていくものであり、手配終了と同時に債務履行も終
了する。一方、旅行者を募集して行う企画旅行（以下「募集型企画旅行」と
いう。）は、旅行需要を見込んで旅行サービスを仕入れ、１つの旅行商品
として組み立て、広告宣伝等を活用して旅行者を募集するため、取引関
係が複雑かつ広範で、取引件数、取引額とも大きいものとなる。と同時
に、多数の取引の対象となる旅行それぞれについて、旅行中のトラブル
や事件、事故等不測の事態が発生した際の柔軟な対応、旅行終了後の
苦情対応等、旅行業者は旅行全般にわたり債務を負うこととなる。そこ
で、特に強い営業基盤を持続的に有することが求められる。
以上のような、旅行者、旅行サービス提供者の複数主体との契約関係の
必要性、責任の重大性に鑑み、旅行者保護の観点から、募集型企画旅行
を実施することのできる第１種旅行業、第２種旅行業については、登録時
に必要最低限かつ不可欠となる財産的要件を要求している。
また、旅行商品を構成する素材の対象地域が限定されていても、当該旅
行商品への参加者を全国的に広く募集し、その取引件数、取引額とも大
きくなる可能性がある以上、上記の旅行者保護の必要性に変わりはな
い。以上により、旅行業法上の登録制度の要件緩和は困難である。

２種の業務をさらに限定し、小規模なツアーに特化
したような企画を行える免許が制度化できないか。

旅行商品を構成する個々の素材の対象地域の範囲にかかわらず、あ
らかじめ旅行需要を見込んで輸送サービス等を仕入れ、１つの旅行
商品として組み立て、広告宣伝等を活用して参加者を全国的に広く
募集する以上、その取引額や取引件数は必然的に大きくなる。この
場合の不特定、かつ、多数の旅行者の保護を図る観点からは、契約
内容の適切な履行が可能となる継続的な経営体力に加え、事件・事
故等による債務不履行や倒産等の不測の事態に陥った場合における
旅行者等への補償金、損害賠償の支払い能力を担保する必要性がで
てくる。
　そのために必要となる基準資産額や営業保証金の額は、旅行商品
を構成する素材の対象地域が限られていない場合と変わるところは
なく、そのため、業務範囲を限定した第２種旅行業の類型を設定す
る必要性は乏しいと考えている。
　なお、基準資産額については、過去の旅行業者の事業実態等を勘
案して、事業を継続するために最低限確保しておくべき額を定めて
いるところである。また、営業保証金の額については、過去の旅行
業者の取扱額と倒産件数の相関、その際における旅行者への還付実
績等を勘案して、必要最低限の額を定めているものである。

1
2
5
8

1
2
5
8
1
0
1
0

現行では、第３種旅行業者は、募集旅行を
企画することはできない。そこで、当該事業
所のある市町村、及び境界を接する市町村
の範囲内で企画する旅行については、第３
種旅行業者にも認めることとする。

第３種旅行業者に当該事業所のある市町村及び境
界を隣接する市町村内を周遊まやは訪問する旅行に
ついて企画・募集することを認める。

日本
ニュー
ビジネ
ス協議
会連合
会、
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ス協議
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地元認定ガイ
ドの催行義務
化

該当法令
なし

－ E －

どのような旅行サービスを享受するかについては、一義的には旅行者の
判断によるところであり、国が一律に全ての団体旅行にガイドの同行を義
務付けるのは過剰な規制である。
地域においてご提案のようなニーズが認められる場合には、各地方公共
団体の条例等にて対応されたい。
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ガイド認定制度を設けている市町村では、10
人以上の団体旅行、観光に際して地元ガイ
ド認定資格者を必ず催行させるよう義務化す
る。

市町村で地元ガイド認定制度を確立させ、一定レベ
ル以上のサービスと人員の確保が可能となった場合
には、登録することにより、10人以上の団体旅行、観
光には、必ず地元認定ガイドを催行することを義務づ
ける。

日本
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ス協議
会連合
会、
（社）
21世
紀
ニュー
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ス協議
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流通業務団地
造成事業の施
行者に関する
規制の緩和

流通業務
市街地の
整備に関
する法律
第二条、
第十条

流通業務団地造成事業は、都市
計画で定められた流通業務団地
について、都市計画法及び流通業
務市街地の整備に関する法律で
定めるところに従って行われる流
通業務施設の全部又は一部の敷
地の造成、造成された敷地の処分
並びにそれらの敷地と併せて整備
されるべき公共施設及び公益的施
設に敷地の造成又はそれらの施
設の整備に関する事業並びにこれ
に付帯する事業であり、地方公共
団体又は独立行政法人都市再生
機構が施行するものと規定されて
いる。
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都市施設として都市計画に定められた流通業務団地の造成については、
最終的には都市計画事業として流通業務団地造成事業により行われるも
のであるが、都市計画の実現は、必ずしも都市計画事業によってのみ実
現されることを要するものではない。従って、民間事業者によって流通業
務団地の都市計画に適合した施設整備を行うことは、現行制度上も可能
である。

右提案主体の質問について回答されたい。

ご回答ありがとうございました。
都市計画の実現は必ずしも都市計画事業によってのみ実現されること
を要するものではなく、従って、民間事業者による流通業務団地の都
市計画に適合した施設整備を行うことは、現行制度上も可能である、と
の事ですが、では、都市計画事業（流通業務団地造成事業）以外で、
大規模流通業務市街地の整備という都市計画の実現を図ることがで
きる現行制度上の方法とはどのようなものなのか、またそれを民間事
業者が行えるという根拠を合わせまして具体的に、ご提示していただき
ますようお願い致します。

　都市計画に定められた流通業務団地の区域の整備について、流通業務
団地造成事業により行われなければならないとする法令の規定はありませ
んので、当該流通業務団地の区域の全部又は一部において、事業者が土
地を取得し、当該土地を造成して都市計画に適合する流通業務施設を整備
することは可能です。
　この場合、都市計画法第５３条の規定により、建築物の建築について都道
府県知事等の許可が必要とされますが、都市計画施設（流通業務団地）を
管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行うも
のについては、都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として許
可が不要とされています（同法施行令第３７条の２）。仮に許可が必要な場
合においても、当該建築が都市計画施設（流通業務団地）に関する都市計
画のうち建築物について定めるもの（参照：流通業務市街地の整備に関す
る法律（以下「流市法」という。）第７条第３項）に適合するものであれば許可
をしなければならないものとされています（都市計画法第５４条第１号）。実
際の運用にあたっては、当該許可の担当部局と十分ご相談ください。
　なお、仮に地方公共団体等により流通業務団地造成事業として敷地の造
成が行われる場合であっても、流通業務施設を建設し、当該施設を賃貸し、
又は譲渡する事業を営むことを主たる目的とする法人で、当該事業の経営
に必要な資力、信用を有するものに対しては、敷地の用途、位置及び規模
を流通業務団地に関する都市計画において定めることにより、施行者が造
成敷地を公募によらず分譲することができ（流市法施行令第６条第１項第２
号）、これにより造成敷地等の譲受人として特定される者については、施行
者が施行計画又は処分計画を決定し、又は変更する際に協議することとさ
れており（流市法第２９条及び同法施行令第５条第１号）、このような制度に
より民間事業者主体の流通業務市街地の整備を行うことも可能です。これ
についても、実際の運用にあたっては、流通業務団地を担当する部局と十
分ご相談ください。

右提案主体の意見について、検討の上回答されたい。

ご回答ありがとうございました。
ご回答前半部分についてですが、地域の都市計画におい
て、流通業務団地という区域の指定要件さえ整えば、担当
部局（地方公共団体）との調整（施行者の決定）を経て当
該区域において、民間事業者が自由にその全部又は一
部の土地を取得して造成し、流通業務施設を整備、賃貸、
分譲、あるいは管理・運営を行うことができると解釈して宜
しいのでしょうか。　また、ご指摘の都市計画法施行令第３
７条の２に定める「当該都市計画施設を管理することとな
る者」について、民間事業者がこの資格を得るための要件
（例えば事業発案によるＰＦＩ等による認定等が必要である
等）は特別何も必要ないと解釈して宜しいのでしょうか。
また、ご回答後半部分の「流市法」による造成敷地の譲受
人として流通業務団地造成事業の施行者から特定される
ことによって民間事業者が、物流拠点の整備主体と成り
得るということは、選択肢の一つとして考えられますが、物
流拠点創設の成否はその事業に係るコストを可能な限り
低く抑えることにあり、既に地方公共団体等によって造成
された敷地を譲り受けて、施設を建設、賃貸し、あるいは
管理・運営をすることが、初期投資を抑えたい民間事業者
にとってはコスト増に繋がる可能性があり、コストをより低
く抑えるためには事業の開発，造成の段階から一貫して
民間事業者が参加できる制度が必要であると思われま
す。従って、もし「流市法」を使った物流拠点の整備を推進
されるのであれば、改めて現状に合致した「流市法」の弾
力的運用をご考慮いただきたいと思います。また、今国会
で成立しました貴省所管の「流通業務の総合化及び効率
化の促進に関する法律」はそういう意味において上記「流
市法」を補完する新法とはなり得ないのでしょうか、宜しく
ご回答頂きますようお願い致します。

都市計画に定められた流通業務団地の区域においては、都市
計画法第53条のほか流通業務市街地の整備に関する法律第５
条による流通業務地区内（※流通業務団地は、流通業務地区
内の一定の区域を都市計画に定める）の規制の適用を受けるこ
とになりますが、これらの規定の要件を満たす限り、当該区域に
おいて民間事業者が土地を取得して造成し、流通業務施設を整
備、賃貸、分譲、あるいは管理・運営を行うことも可能です。実際
の運用にあたっては各自治体の担当部局と十分ご相談くださ
い。
　なお、流通業務団地又は流通業務地区に関する都市計画が
決定されている土地以外の土地の区域において、民間事業者
が物流拠点を整備しようとする場合にあっては、これらの規定に
よる規制を受けることはないことにご留意ください。
  都市計画法施行令第37条の２に規定する「当該都市計画施設
を管理することとなる者」の要件については、法令上の規定は特
にありませんが、実際の運用にあたっては各自治体の担当部局
と十分ご相談ください。
  なお、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律で
は、流通業務総合効率化事業の実施に必要な流通業務施設の
整備を行う事業についても、一体的に認定・支援することとして
おります。
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流通業務市街地の整備を民間事業者が行
えるようにする。

民間事業者の能力と資金を活用し、アジア太平洋地
域で最も利便性が高く魅力的なサービスを産業立地
競争力の阻害要因とならない水準のコストで提供で
きる国際総合物流拠点を整備し、地域経済の活性化
並びに国内経済の発展に寄与する。

株式会
社カ
ヨー

○事業の具体例
非営利目的の任意団体等が、一般参加者を募集し、
旅館が所有する当該宿泊客送迎専用バスを使用し
て、観光ガイドを行いながら鳥取市内の観光地、文化
施設などを周遊（昼食付き）する。参加者からは、運
賃、食事代、ガイド料、案内先資料代等一括して○○
円（徴収した参加料ではバスの借り代も出ない程度）
徴収する。

○効果
地域の観光振興と旅行者の利便向上

鳥取県

1
2
0
4

1
2
0
4
1
0
1
0

まちおこしグループや地域の観光ガイド団体
等が、宿泊を伴わない簡易な旅行事業を単
発的かつ非営利目的で実施する場合は、旅
行業の登録（形体によっては、一般旅客自動
車運送事業の許可も）を不要とする。

〔特例事業となるための要件案〕
○実施主体が、公益目的又は非営利目的で
組織された団体であること。
○企画された事業の内容が「宿泊」を伴わな
いこと。
○同一主体による事業の実施が年数回程度
であること。
○当該事業の参加者から徴収する料金が実
費の範囲内であること。

旅行業又は旅行業者代理業を営
むためには、国土交通大臣の行う
登録を受けなければならない。

Ｃ －

旅行業務に関する取引については、通常、旅行業者が提供する無形の
サービスについて、旅行者はあらかじめその内容を具体的に確認できな
いまま契約を締結する。そこで、情報の質・量等の点において、旅行業務
に関するプロである旅行業者との関係では不利な立場に置かれる旅行者
の保護に万全を期すため、適正な契約の締結と確実なサービスの履行を
確保する観点から、必要最低限度の規制を設けている。このうち、旅行業
の登録制度は、旅行業務を営もうとする者の適格性を、一定の財産的基
礎の確保、適正な管理・監督体制の維持、旅行業務に関する取引準則の
遵守性の確保等の観点から判定するものであり、旅行者の保護を図る上
で最も基本的かつ重要な制度である。
 旅行業務の実施主体が公益又は非営利目的の任意団体等の場合にお
いても、あるいは宿泊を伴わない旅行を年に数回程度実施するとはいえ、
旅行商品を企画し、旅行者との間で旅行契約を締結して、報酬が含まれ
ていないことが明白でない一括料金の形で、料金を収受してこれを販売
する以上、上記の旅行者保護の必要性に変わりはない。
 以上により、当該団体等が、旅行業法上に規定される旅行業（あらかじ
め旅行計画を策定し、旅行代金を設定した上で広告等を用いて広く参加
する旅行者を募集する企画旅行、及び、宿泊、運送等各種旅行サービス
の手配等）を営もうとする場合は、法が規定する要件を満たし登録を取得
することが必要となり、法の適用除外は困難である。
なお、「事業の具体例」で示される事業をバス事業者が行う場合は、旅行
業法施行要領（平成１７年国総旅振第３８６号）において規定する行為で
あれば実施が可能である。
旅行業法施行要領　第１　定義　１旅行業　３）　（３）（例）②（抄）
運送事業者が行う日帰り旅行等、運送サービスを自ら提供し、これに運
送、宿泊以外のサービスの手配を付加して販売する場合
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旅行業の登録
等が必要とな
る対象事業範
囲の緩和

旅行業法第

ご提案の事業は「公益目的又は非営利目的で組織された団体」に
よって行われるとのことであるが、ご提案のとおり、当該事業の遂
行による直接的な収益をあげない場合であっても、継続的に事業を
営もうとする際には出資者からの出資や構成員からの年会費等の何
らかの経済的収入を得ることが必要である。これら出資者や構成員
に運輸機関や宿泊施設が含まれ、これらの者が提供するサービスか
ら構成される旅行商品の企画・募集・販売を行っている場合には、
出資や年会費等が事実上「報酬」としての性格を帯びていると考え
られる。なお、「旅行業法施行要領」（平成１７年２月２８日付け
国総旅振第３８６号）では、「報酬」について、「行為と収入との
間には直接的な対価関係がなくても、・・・相当の関係があれば報
酬を得ていると認められる」としている。
　また、ご提案のように、「宿泊」を伴わない日帰り旅行のみを取
り扱い、その実施回数が限定される場合であっても、あらかじめ旅
行需要を見込んで輸送サービス等を仕入れ、１つの旅行商品として
組み立て、広告宣伝等を活用して参加者を全国的に広く募集する以
上、取引額や取引件数も必然的に大きくなる。この場合の不特定、
かつ、多数の旅行者の保護を図る観点からは、契約内容の適切な履
行が可能となる継続的な経営体力に加え、事件・事故等による債務
不履行や倒産等の不測の事態に陥った場合における旅行者等への補
償金、損害賠償の支払い能力を担保する必要性がでてくる。この必
要性は、「宿泊」を伴う旅行を多数取り扱う場合と大きく変わるも
のではない。
　なお、基準資産額については、過去の旅行業者の事業実態等を勘
案して、事業を継続するために最低限確保しておくべき額を定めて
いるところである。また、営業保証金の額については、過去の旅行
業者の取扱額と倒産件数の相関、その際における旅行者への還付実
績等を勘案して、必要最低限の額を定めているものである。

１．貴省の主張する主な問題点としては、募集した旅
行が催行されない場合等の旅行者の保護と、旅行を企
画するものが報酬を得るかどうかの点であると理解す
るが、それでよろしいか。

２．だとすれば、旅行を主催する者が地方公共団体の
場合には、旅行業法の適用を除外するか、もしくは営
業保証金を不要とすることが可能であると考えるが、
検討如何。

現行の登録基準は旅行者の保護に万全を期すための必要最低限度
の規制との観点から対応不可との回答であるが、今回提案のような場
合も、事業者は最低１，８００万円（弁済業務保証金分担金活用の場合
は９２０万円）の自己資金を確保しなければ旅行業の登録を受けること
はできない。本提案のような事業形態の場合もこの基準が最低基準と
して金額的に相当なのか、その根拠について回答されたい。（消費者
保護の観点を持ってしても本件のような場合に対する規制としては過
大と考えている。）

同一市町村内など限られた地域内において行われ
るツアーで、有名な観光地ではなく、グリーンツーリ
ズム等の地域の特性に応じた日帰りの内容のもの
を非営利で企画・運営し、ツアーに要した実費は終
了時に支払う等の措置を講ずるなどの場合におい
ては、貴省の懸念する取引額の拡大、旅行者の保
護、割戻しを含めた報酬の存在等の懸念がなくな
る。このような場合は、旅行業法の免許を不要とす
ることができないか検討されたい。
また、右提案主体の意見について検討し回答された
い。
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1
2
3
0
2
3
0

公園緑地内で
の営業行為の
制限解除特区

都市公園
法第１２
条、第１８
条

都市公園法においては、地方公共
団体の設置に係る都市公園内に
おける物品の販売について特段の
規定を設けておらず、公園管理者
が条例において必要な事項を定め
ることとされている。なお、国の設
置に係る都市公園内においては、
公園管理者の許可を受ければ物
品の販売は可能。
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都市公園法においては、地方公共団体の設置に係る都市公園内におけ
る物品の販売について特段の規定を設けておらず、公園管理者が条例に
おいて必要な事項を定めることとされている。
都市公園の管理上支障を及ぼす恐れのある行為については、住民が屋
外における休息、鑑賞、遊戯、運動等を行う場所であるとともに、都市の
貴重なオープンスペースである都市公園の効用を確保する必要から、適
正な管理を行う必要がある。このような観点から、国の設置に係る都市公
園内での物品の販売は、公園管理者の許可を受ければ可能としていると
ころであるが、地方公共団体の設置に係る都市公園内における物品の販
売については、都市公園法第１８条に基づき、公園管理者が条例で定め
るところによる。

1
2
5
6

1
2
5
6
1
0
1
0

公園緑地で物品等を販売しない、という規制
を緩和し、通常、営業行為で行っている商品
販売を行えるようにする。

公園緑地で提供できる商品の制限を緩和することに
より、より多様性ある商品の販売が可能になり、公園
緑地での活用の幅を広げ、公園エリアの活性化を図
ることができます。そこにヒトとモノの流れが活性化す
れば、公園が一大消費ゾーンになり、自然と調和した
新しい商店街ゾーンのモデルにもなります。

新潟
ニュー
ビジネ
ス協議
会、日
本
ニュー
ビジネ
ス協議
会連合
会

1
2
3
0
2
4
0

サーマルリサ
イクルに向け
た木質バイオ
マス有効利用
のための規制
強化

建設工事
に係る資
材の再資
源化等に
関する法
律

建設工事
に係る資
材の再資
源化等に
関する施
行規則

法第17条において、都道府県は、
特定建設資材廃棄物の再資源化
による減量を図るため必要と認め
るときは、条例で距離に関する基
準に代えて適用すべき距離に関
する基準を定めることができること
と規定。

D
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ー
法第17条において、都道府県の条例により、距離に関する基準を上乗せ
することができることを規定しているため、本件については同条により検
討されるべきものである。

1
1
7
5

1
1
7
5
2
0
2
0

建設リサイクル法第16条において「再資源化
施設が50km以内にない場合は縮減も可」と
なっているが、「隣県を含む100km以内にｻｰ
ﾏﾙﾘｻｲｸﾙ施設がない場合」という規制の追
加を義務づけてほしい。

福島県の場合は面積も広いことから規制範囲を広め
ることで,より多くの木くず単純焼却せずを有効利用し
たい。

日本樹
木リサ
イクル
協会、
㈱ミツ
ヤマグ
リーン
プロ
ジェク
ト

1
2
3
0
2
5
0

市街化調整区
域における小
規模多機能型
居宅介護施設
の設置

都市計画
法第２９条
第１項第３
号、３４条

市街化調整区域で開発行為の許
可を受けるためには、都市計画法
第３４条各号のいずれかに該当し
なければならないが、例えば同条
第１０号ロでは、開発区域の周辺
における市街化を促進するおそれ
がないと認められ、かつ、市街化
区域内で行うことが困難又は著し
く不適当と認められる開発行為に
ついて、都道府県知事等が開発審
査会の議を経て個別に許可できる
こととなっている。
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市街化調整区域で開発行為の許可を受けるためには、都市計画法第３４
条各号のいずれかに該当しなければならないが、例えば同条第１０号ロ
では、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認めら
れ、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められる
開発行為について、都道府県知事等が開発審査会の議を経て個別に許
可できることとなっている。
　なお、平成１８年４月１日施行の改正老人福祉法により、小規模多機能
型居宅介護事業が位置づけられることになると見込まれるが、具体の施
設が社会福祉施設に該当するか否かについては、個々の施設ごとにその
公的な位置づけ、施設管理に対する公的な関与等を踏まえ、福祉部局と
の緊密な連携のもと、開発許可権者の適切な判断がなされることになる。

平成１８年４月１日施行の改正老人福祉法により、
小規模多機能型居宅介護事業が位置づけられれ
ば、小規模多機能型居宅介護施設は、都市計画法
29条1項第3号の社会福祉施設とみなし、開発許可
不要と考えて宜しいか。

平成１８年４月１日施行予定の改正老人福祉法は事業について規定してお
り、「小規模多機能型居宅介護施設」について直接の規定を置いているも
のではない。よって、「小規模多機能型居宅介護施設」が小規模多機能型
居宅介護事業と関連する場合においては、個々の施設ごとに福祉部局と緊
密に連携し、開発許可権者の適切な判断がなされることになる。

1
1
8
5

1
1
8
5
1
0
1
0

市街化調整区域における小規模多機能型居
宅介護施設を都市計画法29条1項3号による
適用外施設として認めていただくよう規制の
緩和を求めます。これまで、「社会福祉施設」
が適用外施設として認められてきましたが、
小規模多機能型居宅介護施設は、これま
で、どの法律にも位置付けがなく、当然、都
市計画法における「社会福祉施設」としても
認められていません。平成18年度4月施行の
介護保険法で老人福祉法の改正により老人
居宅生活支援事業に位置づけられることに
なっており、介護保険法を根拠に、社会福祉
施設の解釈を広げていただくよう求めます。

　市街化調整区域で小規模多機能型居宅介護施設
を開設します。
　小規模・多機能サービスとは、「介護を必要とする
状態になっても、住み慣れた地域でこれまでの生活
を維持し、尊厳を持って自分らしく暮らしたい」という
高齢者の思いに応える平成18年度4月の介護保険法
の改正のなかで位置付けられることになっている
サービスです。これまでは、制度として位置付けられ
ていない中で、日中そこに通ったり、一時的に泊まっ
たり、緊急時や夜間にそこから自宅に訪問してもらっ
たり、自宅での生活が難しくなった場合にはそこに住
んだりと、利用者や家族の状態に応じて、さまざまな
介護サービスが切れ目なく在宅に届けられ、「365日・
24時間の安心」が提供されてきました。
　これまで、都市計画法において「社会福祉施設」が
適用外施設として認められてきました。小規模多機能
型居中介護施設は、これまでどの法律にも位置付け
がされていなかったため、「社会福祉施設」としても当
然位置付けられておらず、市街化調整区域に開設す
ることが困難と成っています。しかし、小規模・多機能
型サービスは、地域の生活にできるだけ近い形で
サービスを行われることが望ましい形となります。

特定非
営利活
動法人
菜の花

1
2
3
0
2
6
0

市街化調整区
域における開
発面積の許可
基準の緩和

都市計画
法第２９条
第１項、３
４条

市街化調整区域で開発行為の許
可を受けるためには、都市計画法
第34条各号のいずれかに該当し
なければならないが、例えば同条
第１０号イの規定において、２０ha
以上（条例で５ha以上まで引き下
げ可）の計画的な開発は許可対象
とされているところであるが、同条
第８号の２では、地区整備計画が
定められている地区計画等の区域
内において当該地区計画等の内
容に適合する建築物の建築の用
に供する目的で行う開発行為につ
いて、開発区域の面積を問わず許
可できることとなっている。
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仮にご要望の趣旨が、都市計画法第３４条１０号イに規定する規模要件
の引き下げであるとすると、同条に基づく大規模開発の許可のあり方等に
ついて、現在、中心市街地活性化等の観点から、各方面で議論がなされ
ているところであり、慎重な検討が必要である。
　なお、市街化調整区域における開発行為は、地区整備計画が定められ
ている地区計画等の区域内において当該地区計画等の内容に適合する
建築物の建築の用に供する目的で行うもの等は現行制度上許可できるこ
ととなっている。
　また、国土交通省では、開発許可制度の市街化調整区域における弾力
的な運用の情報提供を全国の開発許可権者に対し実施したところであ
る。

貴省の回答では、『開発許可制度の市街化調整区
域における弾力的な運用の情報提供を全国の開発
許可権者に対し実施したところ』とあるが、地区計画
等を活用して、５ｈａ未満の開発を行ったものも含ま
れているか。また、その実例をご教示頂きたい。

地区計画等の内容に適合する開発行為として、５ha未満のものに対しても
許可している。例えば、居住用の施設として約１haの開発行為を許可してい
る実例がある。

1
3
1
1

1
3
1
1
1
0
1
0

市街化調整区域における開発面積を１ha以
上から許可できるようにする。

市街化調整区域内での開発面積を１ha以上から許可
できるようにすることによって，多くの企業誘致を可能
とする。

茨城県
守谷市

民卸事業における建築条件付き宅地分譲につ
いて、新たに全国的な対応するもの（対応時期・
対応策が明確でないもの）として、検討中であ
る。

民卸し制度を検討し必要な措置を行うとの回答であるが、
その検討内容及びスケジュールについて、現段階で可能な
範囲で具体的にご教示頂きたい。
また、右提案主体の意見について回答されたい。

今回の回答において、「措置の分類の見直し Ｃ
（特区として対応不可能であるもの）」と示されて
いるところでありますが、新たに全国的な対応
するもの（対応時期、対応策が明確でないもの）
としてを検討を進めていると考えてよろしいか。
また、「前回、回答した方針に従って検討中であ
る。」との回答でありますが、民卸事業における
建築条件付き宅地分譲が早期に実施できるよ
う調整をお願いします。

大阪府

1
2
9
2
1
0
1
0

  新住宅市街地開発法において、民間住宅
分譲事業者がエンドユーザーに販売する手
法として、建築条件付き宅地分譲も可能とす
る。

  民卸について、自分の好みに合う住宅を取得したい
という住宅需要者の多様なニーズに対応できるよう、
建売住宅に加えて、建築条件付き宅地分譲も行うこ
とにより、民間のノウハウを活用して阪南スカイタウン
での良好なまちづくりの推進を着実に達成する。

1
2
3
0
2
7
0

新住宅市街地
開発法におけ
るいわゆる
「民間卸し」後
の建築条件付
き宅地分譲の
容認

新住宅市
街地開発
法第２３
条、
同施行令
第４条第１
項第３号
の２

集団住宅を建設し、公正な方法で
住宅及びその敷地の譲受人を選
定する民卸し制度

Ｐ Ｐ
民卸し制度を引き続き検討し、必要な措置を行う。

1
2
9
2

提案主体者からの提案である、民間住宅分譲事業
者がエンドユーザーに販売する手法として、建築条
件付き宅地分譲を可能とすることが実現できるよう、
右提案主体の意見を踏まえ検討の上回答された
い。
併せて、対応可能である場合は、今後の検討スケ
ジュールを回答されたい。
仮に、対応不可である場合は、その具体的な理由を
明確にされたい。

検討にあたっては、民卸事業が促進できる実行性のあるものとされた
い。
また、民卸事業が早期に実施できるよう調整をお願いします。

C 前回、回答した方針に従って検討中である。

5 / 17 ページ



  12　国土交通省（特区）再々検討要請

管
理
コ
ー

規制の特例事
項名

該当法令
等

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
ェ

規
制
特
例

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

1
2
3
0
2
8
0

音楽分野の専
門教育におけ
る建築基準法
の緩和

建築基準
法第28条
第1項、建
築基準法
施行令第
19条第3項

成長過程にある者や高齢者等が
利用する施設について、自然光を
確保するため、居室に対して一定
基準を満たす採光に有効な開口
部を設けることを義務付けている。
ただし、用途上やむを得ない居室
については、この限りでないとして
いる。
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　建築基準法は、国民の生命、健康、財産を保護するため、安全上及び
衛生上の観点から、建築物の用途、規模等に応じて、建築物の構造及び
衛生等に関する最低限の基準を定めているものである。
　法第２８条は、自然光が人間にもたらす身体的な効果を勘案し、成長過
程にある者や高齢者等が長期間反復・継続的に利用する蓋然性が高い
居室について所要の自然光を確保するために設けられた基準であり、健
康の保護等の観点から原則として規定を満たす必要がある。
　しかし、今回御要望頂いた音楽分野の専門学校におけるレコーディング
スタジオ等については、音響等が配慮された聴音環境が不可欠であり、
防音や遮音に配慮する必要がある場合には、用途上十分な採光を確保
することは困難であり、建築基準法第２８条第１項の「用途上やむを得な
い居室」として扱って差し支えない。

1
0
6
9

1
0
6
9
1
0
1
0

　音楽分野での専門教育を行う学校につい
ては建築基準法第２８条によって定められ
た、学校の居室について採光を確保するた
め一定の基準を満たす採光に有効な窓その
他の開口部を設けることの義務付けから除
外することとする。

音楽教育に於いて、さらなる教育内容の充実を実現
し、学生や社会のニーズに的確に応えた教育サービ
スを提供します。

専門学
校
ミュー
ズ・
モード
音楽院

1
2
3
0
2
9
0

建築基準法の
用途制限の緩
和

建築基準
法第48条
第1項

法別表第2
（い）

令130条の
3

各用途地域ごとに建築可能な建
築物の範囲又は建築してはならな
い建築物の範囲が定められてい

る。
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第１種低層住居専用地域は、低層住居に係る良好な住居の環境を保護
するために定める地域であり、宿泊施設の立地を一律に緩和することは
適当ではない。なお、個別の建築物について当該用途地域の環境を害す
るおそれがないもの等として特定行政庁が認めて許可した場合は建築す
ることが可能である。

貴省が発出している「農家民宿等に係る建築基準
法上の取扱いについて」（平成17年1月17日）では、
住宅の一部を農家民宿等として利用するもののう
ち、一定の要件をクリアした建築物は、建築基準法
上旅館に該当しないとされているが、提案のような
住宅の一部を宿泊施設とする場合、通知と同様の
要件をクリアした建築物については、農家民宿等と
して取り扱うことは可能か。その際、用途変更の要
否についても回答されたい。
また、取り扱うことが不可である場合、貴省の回答
では『特定行政庁が認めて許可した場合は建築す
ることが可能である』とのことだが、提案について
は、特定行政庁の独自の判断で実施可能ということ
で宜しいか。
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「農家民宿等に係る建築基準法上の取扱いについて」（平成１７年１月１７日
建築指導課長通知）においては、農林漁業者が農山漁村滞在型余暇活動
のための基盤整備の促進に関する法律第2条第5項に規定する農林漁業体
験民宿業を営む施設について、建築基準法上の取扱いを技術的助言とし
て示しているところ。
一方、第１種低層住居専用地域における建築物の用途規制については、低
層住居に係る良好な住居の環境を保護する観点から定められているもので
あり、宿泊施設の立地を一律に緩和することは適切ではない。
なお、個別の建築物について当該用途地域の環境を害するおそれがないも
の等として特定行政庁が認めて許可する場合は、建築基準法第４８条第１
３項の規定により、建築審査会の同意を得ることが必要である。

貴省は建築基準法について、国民の生命、健康、財産を保
護するため、安全上及び衛生上の観点から建築物の用途、
規模等に応じて、建築物の構造及び衛生等に関する最低
基準を定めていることから、地域限定の規制緩和は馴染ま
ないとしている。このような背景にも係らず、農家民宿等に
ついては、明確な性能規定を用いず、「農家民宿等に係る
建築基準法上の取扱いについて」において一定の要件をク
リアすることで、建築基準法上の旅館に該当しないものとし
て取り扱っている。
今回の提案は農家民宿等と比し、エリアが第一種低層住居
専用地域との違いこそあれ、事業内容は同様であることか
ら、「農家民宿等に係る建築基準法上の取扱いについて」
の要件をクリアした建築物であった場合は、農家民宿等と
同様の取扱うべきと考えるため、再度検討されたい。

「農家民宿等に係る建築基準法上の取扱いについて」
（平成１７年１月１７日建築指導課長通知）において
は、農林漁業者が農山漁村滞在型余暇活動のための
基盤整備の促進に関する法律第2条第5項に規定する
農林漁業体験民宿業を営む施設について、建築基準
法上の取扱いを技術的助言として示しているところ。
　今回の提案は、住宅の一部を宿泊施設とするもので
あり、農林漁業者が農山漁村滞在型余暇活動のため
の基盤整備の促進に関する法律第2条第5項に規定す
る農林漁業体験民宿業を営む施設に該当しないため、
技術的助言が対象としている施設とはならない。
　また、第１種低層住居専用地域における建築物の用
途規制については、低層住居に係る良好な住居の環
境を保護する観点から定められているものであり、宿
泊施設の立地を一律に緩和することは適切ではない。
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第１種低層住居専用地域で旅館建設の許可

亡くなった両親や独立した子供の部屋を観光客の宿
泊施設に改装して家具調度を揃えＢ＆Ｂ形式の個人
宿を営業が出来る様にすれば、ミニ開発による住宅
環境と文化の破壊が少なくなり、定年退職者の就労
と内装業者への経済効果が生まれる。

個人
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ＮＰＯ法人立
学校施設の建
築基準の緩和

建築基準
法第2条第
2号

　学校について、成長過程にある
者等が利用するという用途の特性
に応じて、安全上及び衛生上の観
点から、建築物の構造及び衛生等
に関する最低限の基準を定めてい
る。

C

　建築基準法は、国民の生命、健康、財産を保護するため、安全上及び
衛生上の観点から、建築物の用途、規模等に応じて、建築物の構造及び
衛生等に関する最低限の基準を定めているものである。
　学校については、成長過程にある者等が利用するという用途の特性に
応じて、３階建て以上の場合に耐火建築物とすること、十分な採光を確保
すること、２方向避難の確保など避難施設等の設置に関すること、内装の
仕上げを準不燃材料とすること等の配慮を求めている。
　ＮＰＯ法人が設置する学校であっても、それが学校であれば、学校として
の最低限の安全上及び衛生上の観点から、その用途の特性に応じた配
慮が必要であり、ご要望の実現は困難である。
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建築基準法における学校の基準の判断を、
各申請自治体の長に全て委譲する。特区長
は施設の現状を判断し、安全面を重視しな
がら独自の基準を設定する。

新たにＮＰＯ法人立学校を設立し運営する場合にお
いて、既に活動の拠点としている施設を中心にして、
申請自治体の長が独自に判断し、「学校」としての活
動することの可能性が確認できれば、用途変更がで
きるものとする。

ＮＰＯ
法人
京田辺
シュタ
イナー
学校
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木造建築物の
防火安全基準
の緩和

建築基準
法第27条
第1項

一定規模以上の特殊建築物は、
倒壊防止、延焼防止、避難安全等
の観点から、耐火建築物とするこ
とが必要である。木造建築物で
あっても、耐火性能検証法を用い
ることにより、耐火建築物とするこ
とが可能である。

C

　御要望の提案に関しては、現在までに耐火性能検証法により、耐火性
能を検証して建築された木造建築物はほとんど実例がなく、一般的な仕
様を位置づけるための十分な技術的知見が蓄積されていないため、木造
の耐火建築物を仕様規定に追加することは困難である。

木造建築物の普及促進のため、どのような方策を
考えているか。これまでの取組み、今後の方針を回
答されたい。
また、右提案主体の意見について回答されたい。

　耐火性能を検証して建築された木造建築物はほとんど実例がなく、
技術的知見が蓄積されていないとのことであるが、地方公共団体や中
小企業等が普遍的に耐火性能を確保できる木造部材等を検証するこ
とは困難であり、検証法により認められた事例に限らず、国の試験研
究機関においても独自に研究を行っていただき、仕様規定への緩和検
討を願う。

C

　従来は、例えば、過去の市街地大火や建築物火災の教訓を踏まえ、大規
模な建築物が火災により倒壊すると隣接する建築物に延焼等を生じる危険
性が高いことから、延べ面積が３０００㎡を超える建築物の柱や梁を木造と
することが一律に禁止されており、また、３階以上の階を不特定多数の人が
利用する特殊建築物等については、避難安全の確保や倒壊防止の観点か
ら、その柱や梁を鉄筋コンクリート造などの耐火構造とすることとされてい
た。これらについて、その後の技術開発の進展を踏まえ、平成１２年６月に
施行された改正建築基準法により性能規定化が行われ、木造であっても耐
火性能を有するものであれば、延べ面積が３０００㎡を超えるものを建築し
たり、３階以上の特殊建築物を建築したりできるように措置されたところであ
る。今後も、木造の性能を適切に評価することにより、建築物における木材
の利用の拡大に努めてまいりたい。
　また、木造建築物については、現段階では汎用性の高い仕様が認められ
ないので、構造上、意匠上の工夫を促す観点から、国土交通省において仕
様を定めることは予定していない。
　なお、壁、柱等の主要構造部に対する耐火構造の仕様については、民間
において着々と大臣認定の実績が積み重ねられている状況にあり、民間の
技術開発を促す観点から、現段階においては国土交通省において仕様を
定めることは予定していない。

右提案主体の意見について回答されたい。

　国土交通省におかれては、木材利用推進連
絡会議を設置し、官庁営繕については木材活
用モデル工事や木材活用事例集の作成・普
及、また、住宅については木造公営住宅等の建
設を推進するなど、木材利用を積極的に推進さ
れているところです。さらに、平成１２年６月の改
正建築基準法に性能規定を盛り込み、木造でも
耐火性能を有すれば建築できるよう措置されま
した。
　しかしながら、耐火性能検証法により検証して
建築された木造建築物はほとんど実例がないと
いう実態に鑑みますと、民間主導による構造上
の工夫や技術開発のみを待っていたのでは、
木造化の推進は困難な状況であると推測され、
国において、さらに強力な対応がなされなけれ
ば、木造化の取組はなかなか進まないと思わ
れます。
　このような観点から、ご回答にあった「民間の
技術開発を促す」ためという受身の姿勢ではな
く、民間の技術開発と並行して国においても技
術開発を進め、そのモデル地区として特区制度
を活用するといった木材利用の促進に取り組ん
でいただくことをお願いします。

　耐火性能検証法では、建築物の主要構造部及び外
壁の開口部で延焼のおそれのある部分が一定の性能
を有するかどうかを検証しており、こうして検証された
建築物全体の仕様については、現段階では汎用性の
高い仕様が認められないので、構造上、意匠上の工夫
を促す観点から、国土交通省において仕様を定めるこ
とは予定していない。
　また、壁、柱等の主要構造部に対する耐火構造の仕
様については、民間において着々と大臣認定の実績
が積み重ねられている状況にあり、民間の技術開発を
促す観点から、現段階においては国土交通省におい
て仕様を定めることは予定していない。
　国土交通省と致しましては、木造の性能を適切に評
価すること等により、今後とも、建築物における木材の
利用の拡大に努めてまいる所存。
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　建築基準法では、学校や公営住宅等、特
殊建築物は防火安全対策のため木造化を
規制しているが、耐火性能検証法により木造
化が可能であるとなっている。
　しかし、この検証法では、設計・施工に大き
な時間と経費を要し、現実的には困難な状
況にある。
　このため、建築基準法における特殊建築物
の仕様規定について、過去の耐火性能検証
法認定事例等から、普遍的に性能が確保で
きる木造部材等を追加することを検討しても
らい、仕様規定の緩和を行うことで公共施設
の木造化を推進する。

　建築基準法では、学校や公営住宅等は防火安全の
ため木造化を規制しているが、３，０００㎡以下、３階
建て以下の場合は、木造化が可能となるよう仕様規
定の改正を要望する。

愛媛県
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都市計画法に
おける農業用
施設の設置の
緩和

建築基準
法第５１
条、都市
計画法第
１１条

産業廃棄物処理施設等は、①都
市計画においてその敷地の位置
が決定しているもの、②特定行政
庁が都道府県都市計画審議会の
議を経て許可したもの又は③一定
規模の範囲内において新築若しく
は増築するものでなければ建築し
てはならない。

Ｃ

廃棄物処理施設については、都市の中になくてはならない重要な施設で
あると同時に、周辺の環境に大きな影響を及ぼすおそれがあるため、一
定規模以上の施設については、施設の配置について、都市計画で定める
ことを原則としているが、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその
敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合には、都市
計画で定めていないものについても、例外的に施設の配置を認めてい
る。
なお、小規模な施設については、一日あたりの処理能力が５トン未満の一
般廃棄物処理施設、または、廃棄物処理法施行令第７条第１号から第１３
号の２までに掲げる処理施設ごとに定めた処理能力未満の産業廃棄物
処理施設であれば、許可手続きは不要である。
バイオマス資源化施設であっても、一定規模以上のものであれば、周囲
の環境に大きな影響を及ぼすおそれがあり、その立地について都市計画
で位置が決定しているものであるか、又は都市計画上支障がないかどう
かを判断する必要があることから、緩和をすることは適当ではない。

貴省の回答では、『小規模な施設については、一日
あたりの処理能力が５トン未満の一般廃棄物処理
施設、または、廃棄物処理法施行令第７条第１号か
ら第１３号の２までに掲げる処理施設ごとに定めた
処理能力未満の産業廃棄物処理施設であれば、許
可手続きは不要である。』とのことであるが、一般廃
棄物処理施設においては、処理能力が５トン未満と
定めた根拠（５トン未満は許可が不要とできる根拠）
についてご教示頂きたい。
また、廃棄物処理法施行令第７条第１号から第１３
号の２についても同様にご教示頂きたい。
さらに、右提案主体の意見について回答されたい。

地球温暖化を受け地球温暖化ガスである炭酸ガスを削減する事が京
都議定書で決められました。日本政府も京都議定書を批准し国際的に
も発効している事は全ての日本人が知っていると言っても過言ではあ
りません｡食品廃棄物の処理方法もローテクがリニューアルされて非常
に進んでおります｡都市計画法が施行された時代の技術より非常に進
歩しているのです｡バイオマス資源化施設は地域農業への肥料供給施
設の側面と都市生ごみの資源化処理の両面があります。どちらの場合
も地域との共存は大切な使命です｡地域農業法人が運営する為、再生
利用が確実な施設である事は言うまでもありません｡バイオマス資源
化施設は地方都市だから出来る施設であるともいえます｡農業が新た
な社会的責任を担い持続型農業になる為にも必要な事業であると考
えます｡バイオマス資源という地方行政の創意工夫・監視が確実に出
来る廃棄物については地方に合った条件緩和措置を求めます｡

Ｃ

　１日あたりの処理能力が５トン以上のごみ処理施設、または、廃棄物処理
法施行令第７条第１号から第１３号の２までに掲げる産業廃棄物の処理施
設は、周辺の環境に大きな影響を及ぼすおそれがあるものとして、廃棄物
処理法の設置の許可を必要とする施設であり、建築基準法においても、原
則として都市計画でその位置を決定したものでなければならないとしてい
る。
　本規定は、周辺の環境に及ぼす影響によって対象となる施設を定めてい
るものであり、再生利用の有無によって対象に差を設けることは適当ではな
い。

１　「１日当たりの処理能力が５トン未満の一般廃棄物処理施設」
は、貴省のどこの法令に明記されているのか明らかにされたい。
２　上記法令を定めた年月日、５トンと定めた考え方と定量的な
データを示されたい。
　※特に、どのような施設を念頭に５トンが定められたのか、現在
の生ゴミ処理技術に照らしても当該基準はなお妥当であるのか、
との視点を含めてご回答願いたい。
３　貴省の回答では、「１日当たりの処理能力が５トン以上のごみ
処理施設は、"周辺の環境に大きな影響を及ぼすおそれがあるも
のとして"廃棄物処理法の設置許可を必要とする施設」としている
が、廃棄物処理法は本当にそのような考え方に立脚して設置許
可を必要とする施設を定めているのか。特に、５トンを越えると周
辺の環境への影響が大きくなることが立証されているのか。（当
室から環境省への質問に対して、環境省は５トンの根拠について
明確にしていない。仮に貴省が５トンを定めた根拠を廃棄物処理
法に求めるとするなら、廃棄物処理法が規定する考え方と建築
基準法で適用除外するかしないかの考え方とが合致していること
が必要であり、その挙証責任は貴省にあるものと思慮。）
４　いずれにしても、生ゴミ処理施設などは、悪臭や騒音といった
影響が施設の内容により千差万別であるため、処理能力だけで
規定するのは不合理である。提案にあるような都市と農村をつな
ぐような役割のリサイクル施設の許可不要範囲については、性能
規定化すべきである。

１、２について、建築基準法第５１条の対象となる処理施設を定める「建築基
準法施行令の一部を改正する政令」が、平成１６年７月１日より施行され、同
法施行令第１３０条の２の２において、
１）廃棄物処理法施行令第５条第１項のごみ処理施設（ごみ焼却場を除く）
２）次に掲げる処理施設（工場その他の建築物に附属するもので、当該建築
物において生じた産業廃棄物のみの処理を行うものを除く。）
①廃棄物処理法施行令第７条第１号から第１３号の２までに掲げる産業廃棄
物の処理施設
②海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第３条第１４号に掲げる廃油
処理施設
として、廃棄物処理法施行令第５条第１項により、１日当たりの処理能力が５ト
ン以上のごみ処理施設と規定している。なお、廃棄物処理法の対象施設が変
更されれば、法第５１条の対象施設もそれに合わせて変わることとなる。
３について、１日あたりの処理能力が５トン以上のごみ処理施設、または、廃
棄物処理法施行令第７条第１号から第１３号の２までに掲げる産業廃棄物の
処理施設は、周辺の環境に大きな影響を及ぼすおそれがあるものとして、廃
棄物処理法の設置の許可を必要とする施設であり、建築基準法においても同
様の趣旨により、処理施設についてより多くの知見に基づく廃棄物処理法が
設置の許可を必要としている施設について、原則として都市計画でその位置
を決定したものでなければならないとしているものである。
４について、廃棄物処理施設については、都市の中になくてはならない重要な
施設であると同時に、周辺の環境に大きな影響を及ぼすおそれがあるため、
一定規模以上の施設については、施設の配置について、都市計画で定めるこ
とを原則としているが、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の
位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合には、都市計画で定め
ていないものについても施設の配置が可能であり、個別の施設ごとに都市計
画上の支障の有無を判断して設置を認めているものである。

1
2
2
3

1
2
2
3
1
0
1
0

農業法人または営農組合が環境保全循環
型農業システムを構築する為にバイオマス
資源化施設の建設を行う場合は５トン未満を
１０トン未満とする規制緩和を行う。

農業が目指す方向は環境保全循環型農業です｡地
域から排出される生ゴミ(動植物性残渣の一般・産業
廃棄物)は廃棄物として処理されてきましたが、資源
として捉える必要があります。政府はバイオマス日本
という政策目標を掲げておりますが建築基準法・廃棄
物処理法など、未だに古い考え方の法律で規制され
ております。新たな政策を実施するには新たな法律
が古い法律の規制を受けない仕組みが必要です｡農
業者自らが責任を持って地域で必要とする有機物系
肥料生産の為の生ゴミ(動植物性残渣の一般・産業
廃棄物)の再資源化施設の建設運営を行い、新たな
社会的責任を担いながら消費者に信頼される環境保
全循環型農業システムを実現しなければなりませ
ん。

(有)
ジェイ・
ウィン
グ
ファー
ム、
(有)
フォレ
スト
ファー
ム、Ｎ
ＰＯ法
人ＴＩＥ
Ｓ２１
えひめ
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管
理
コ
ー

規制の特例事
項名

該当法令
等

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
ェ

規
制
特
例

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

1
2
3
0
3
3
0

建築基準法第
４条第２項の
規定に基づく
建築主事の設
置

建築基準
法第４条
第２項及
び第３項

法第4条第3項では、従来、建築主
事を置いていない市町村が建築
主事を置こうとする場合に、都道
府県から市町村への事務の移管
が円滑に行われることを確保する
ため、あらかじめ、その設置につい
て、都道府県知事に協議し、同意
を得ることとしている。

C

　御要望の案件は、制度上は建築主事の設置が可能となっているもので
あり、建築基準法上の規制が障害となっているものではないため、特区と
して対応することは不適切である。また、御提案の内容では、法第４条第
３項の趣旨である事務移管後の建築行政の円滑な実施を担保することは
できないと思われることから、御要望の実現は困難である。

右提案主体の意見について回答されたい。

１　制度上は可能であり、規制が障害となっているものではないため、
特区には不適切との回答について
　　東京都知事が協議に応じないために設置することができない現状
は、制度上も可能とはいえない。建築基準法第４条第３項の規定によ
る設置規制が障害となっており、特区による対応が適切である。
２　提案の内容では事務移管後の建築行政の円滑が担保できないと
の回答について
　　設置することになれば、その時点で東京都との間において法制上、
財政上、人事管理上その他広範な事項について周到な協議が必要で
ある。これらの協議により事務移管後の建築行政の円滑は、十分に担
保される。

C

法第４条第２項及び第３項にあるとおり、制度上は建築主事の設置が可能
である。なお、事務移管後の建築行政の円滑な実施が可能かどうか不明な
状況で建築主事を設置することとすると、事務移管後に建築行政が円滑に
実施されないおそれがあることから、御要望の実現は困難である。

1
2
2
9

1
2
2
9
1
0
1
0

建築基準法第４条第2項の規定に基づく建築
主事の設置の際における東京都知事との協
議を行い、同意を得ることを要する旨を定め
る同条第３項の規定を、提案主体には適用
しない。

現在は建築物の延べ床面積１万㎡以下に制限され
ている提案主体の特定行政庁及び建築主事の建築
確認、建築許可、中間検査、完了検査、特殊建築物
定期調査報告書調査、建築設備定期検査報告書調
査及び違反建築物取締等の事務処理の権限の制限
を撤廃するとともに、現在は東京都知事の権限とされ
ている中間検査特定工程指定及び特例容積率適用
区域内における特例容積率の限度の指定等の事務
処理の権限を提案主体の権限とすることにより、無制
限な建築基準法に基づく事務処理の権限と現在提案
主体が特別区の事務処理の特例に関する条例（平
成１１年東京都条例第１０６号）により東京都知事か
ら権限委譲を受けている都市計画法、都市再開発法
及び土地区画整理事業法等に基づく許認可権限とを
合わせて有機的に行使することにより、提案主体の
各自が主体的かつ総合的なまちづくりを推進する。

東京都
千代田
区

1
2
3
0
3
4
0

合掌造り家屋
の劇場への転
用における内
装制限の緩和

建築基準
法第35条
の2、別表
第1、建築
基準法施
行令第128
条の4第１
項、第129
条第１項

劇場等の不特定多数が利用する
一定規模以上の建築物の居室等
について、着火防止や避難安全上
の観点から、内装の仕上げに用い
る材料を制限している。

C

　建築基準法は、国民の生命、健康、財産を保護するため、安全上及び
衛生上の観点から、建築物の用途、規模等に応じて、建築物の構造及び
衛生等に関する最低限の基準を定めているものである。
　法第３５条は、着火を防止するとともに、初期火災の拡大を遅延させるこ
とで火災初期の避難安全を確保し、火災が拡大しても、煙の発生を少なく
することで避難を妨げないようにするために設けられた規定であり、着火
防止や避難安全上の観点から御要望の実現は困難である。

提案主体者が劇場に転用を希望している合掌造り
の建築物は、客席が１階のみ且つ面積が150㎡と小
規模であり、簡明な経路により避難口以外にも直接
外部に避難できる開口部がある特殊なものである。
特に、非常時には、雨戸を蹴破れば開口部が増え、
排煙及び避難安全上の支障が生じないのではない
か。更に、建築物は立地上、屋外への避難後におい
ても、誘導・待機には十分に安全な場所が確保され
ていること等の建築物の特殊性から、内装制限の緩
和が可能か検討されたい。

C

　再検討要請の中に記載のある、当該建築物に不慣れな多数の人が集合
する劇場において、非常時に雨戸を蹴破ることを前提として避難計画を行う
ことは不適当である。
　客席の床面積が小規模であれば内装制限の対象外であり、設計上や運
用上の工夫により、本件については、現行法の枠内で内装制限を適用しな
いことも可能となるものと考えている。
　一方、本建築物のような伝統的な木造建築物等については、避難上有効
な十分な開口部を有する、避難経路が明快である、避難距離が短いなど避
難安全上有利な条件を有しており、必要な知見を蓄え、規制の合理化を図
ることについては、当方の課題として認識している。

1
2
5
1

1
2
5
1
1
0
2
0

　合掌造りを劇場に転用する場合、一定規模
以下の建築物であれば内装制限に係る基準
を適用しないことができる。

要件：
1､ 客席が1階のみであり、150㎡以下
2､ 居室（客席）の主たる出入り口以外に直
接外部に避難できる開口部があり、容易に
避難･救助が可能な構造である
3､ 建物に不案内な観客であっても迷うことな
く外部に避難できる簡明な構造である
4､ 十分な敷地の上に建ち、屋外に避難した
観客を安全に誘導・待機させる場所が確保さ
れる

　合掌造りをそのまま舞台芸術空間として活かし劇場
に転用する。
　これにより合掌造りの伝統文化を保存継承しながら
劇場として活用すること可能となる。
　また、利賀を訪れる国内外の舞台芸術家及び観客
に、日本独特の伝統的な合掌造りと融合した質の高
い舞台芸術を提供することができる。

富山
県、南
砺市

1
2
3
0
3
5
0

合掌造り家屋
の劇場への転
用における排
煙設備基準の
緩和

建築基準
法第35
条、別表
第1、建築
基準法施
行令第126
条の2第１
項、第126
条の3第１
項、第116
条の2第１
項、平12
告示第
1436号第
4号

排煙に有効な開口部を有しない居
室等については、避難安全上の観
点から、排煙設備を設けなければ
ならない。

C

　建築基準法は、国民の生命、健康、財産を保護するため、安全上及び
衛生上の観点から、建築物の用途、規模等に応じて、建築物の構造及び
衛生等に関する最低限の基準を定めているものである。
　建築基準法施行令第１２６条の２第１項は、火災時に建築物の天井、壁
などや室内可燃物から発生する煙やガスが避難行動を妨げ、一酸化炭
素中毒などの死傷事故を引き起こす可能性があることから、排煙に有効
な開口部を有しない居室等について排煙設備の設置を義務付けた規定
であり、避難安全上の支障が生じないかどうか十分に検証したうえで慎重
に判断する必要がある。

１．本提案の対象となっている建築物は、そもそも排
煙設備を設けなければならない規制があるのか。

２．貴省の回答では、『排煙に有効な開口部を有し
ない居室等について排煙設備の設置を義務付けた
規定であり、避難安全上の支障が生じないかどうか
十分に検証したうえで慎重に判断する必要がある』
とあるが、提案主体者が劇場に転用を希望している
合掌造りの建築物は茅葺屋根であり、床から天井ま
での広い空間もあることから十分な蓄煙空間が確保
されるとともに、簡明な経路により避難口以外にも
直接外部に避難できる開口部がある特殊な建築物
である。特に、非常時には、雨戸を蹴破れば開口部
が増え、排煙及び避難安全上の支障が生じない等
の特殊性から、排煙設備の設置を不要とすることが
可能か検討されたい。
また、右提案主体の意見について回答されたい。

　「排煙に有効な開口部を有しない居室等について排煙設備の設置を
義務付けた規定」との回答であるが、今回の提案は、「容易に排煙に
有効な開口部分を確保できる居室」を客席とする、茅葺の合掌造り家
屋を改修した劇場用途の小規模な建築物について、以下の条件等を
満たす場合に限定しての提案であることから、避難安全上の支障がな
いものと考えられるので再検討をお願いしたい。

①客席である居室が１階のみであり、客床面積が１５０㎡以下であるこ
と
②居室（客席）の主たる出入り口以外に、直接屋外に避難できる開口
部を容易に確保できる構造であること
③客席である居室において、排煙に有効な、居室の床面積の１／５０
を超える面積を有する開口部分を容易に確保できる構造であること
④客席の各部分から出入り口を容易に見通し、かつ識別でき、屋外へ
の出入り口に至る歩行距離が２０ｍ以下であること
⑤屋外に避難した客が、当該建物の開口部分から３ｍ以内を通ること
なく安全な場所へ避難できるだけの十分な広さの敷地に建っているこ
と

　なお、回答の「避難安全上の支障」については、貴省のＨ１２告示第１
４３６号において、「延べ面積が２００㎡以下の住宅等の居室において
は、居室の床面積の１／２０以上の換気上有効な窓その他の開口部を
有する場合、排煙設備を設けたものと同等と認められる。」としているこ
とと比較して、合掌造り家屋の場合、雨戸を開放して有効な開口部分
を確保することが困難とは考えがたいことからも、支障はないと考えて
いる。

C

　提案者の要望内容から、建築基準法施行令第１２６条の２第１項の規定
により、同第１１６条の２第１項第２号に該当する窓その他の開口部を有し
ないので、排煙設備を設けなければならないとしているのではないかと考え
る。
　再検討要請の中に記載のある、当該建築物に不慣れな多数の人が集合
する劇場において、非常時に雨戸を蹴破ることを前提として避難計画を行う
ことは不適当である。
　提案主体からの意見中の限定条件③にあるように、天井又は天井から下
方８０ｃｍ以内の距離にある部分で開放できる部分の面積の合計が、当該
居室の床面積の１／５０以上の面積である窓その他の開口部を有してお
り、排煙上有効な開口部を確保できるのであれば、排煙設備を設ける必要
はない。
　合掌造りは一般的に妻側上部に開口部が設けられており、そこから煙を
排出することが可能である。本案件のように劇場の用途として利用するため
に当該部分を塞いでいる場合には、火災時に開放できるようにすべきであ
る。
　一方、本建築物のような伝統的な木造建築物等については、避難上有効
な十分な開口部を有する、避難経路が明快である、避難距離が短いなど避
難安全上有利な条件を有しており、必要な知見を蓄え、規制の合理化を図
ることについては、当方の課題として認識している。

貴省の回答において、『規制の合理化を図ることについて
は、当方の課題として認識している。』とあるが、課題として
認識しているならば、早急に対応すべきではないか。

仮に、今年度中に対応できないとするならば、その理由を
明確にされたい。
併せて、今後の検討内容やスケジュール、措置時期の見通
し等について、可能な限り具体的に回答願いたい。
また、右提案主体からの意見いついて回答されたい。

　再回答では、伝統的な木造建築物等について
は、避難安全上有利な条件を有しているとされ
ているが、とりわけ合掌造りを活用した劇場用
途の建築物については、一般的に大きな蓄煙
空間を有し、かつ１階に避難上有効で大きな開
口部分を確保できる雨戸等の部分を有すること
から、特に有利であると考えている。
　本県では、１８年度から国際的な舞台芸術人
材育成事業等を行う「舞台芸術特区ＴＯＧＡ構
想」に本格的に取り組むこととしており、これに
あわせて規制の合理化が図られるようお願いす
る。

　合掌造りは一般的に妻側上部に開口部が設けられ
ており、そこから煙を排出することが可能である。本案
件のように劇場の用途として利用するために当該部分
を塞いでいる場合には、火災時に開放できるようにす
べきだと考える。
　一方、合掌造りのような伝統的な木造建築物等につ
いては、避難上有効な十分な開口部を有する、避難経
路が明快である、避難距離が短いなど避難安全上有
利な条件を有しており、必要な知見を蓄え、頂いた提
案の内容を踏まえ、政令改正等規制の合理化を図る
ことについての検討に着手する。
　なお、当該排煙設備の規定は、火災時に建築物の天
井、壁などや室内可燃物から発生する煙やガスが避
難行動を妨げ、一酸化炭素中毒などの死傷事故を引
き起こす可能性があることから、排煙に有効な開口部
を有しない居室等について排煙設備の設置を義務付
けた規定であり、避難安全上の支障が生じないかどう
か十分に検証したうえで慎重に判断する必要があるの
で、現時点で時期は明確にできない。
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　合掌造りを劇場に転用する場合、排煙設備
に係る基準を適用しないことができる。

（要件）
１、 客席が1階のみであり、150㎡以下
２、 客席避難口以外に客席から直接外部に
避難できる開口部があるなど、容易に避難・
救助が可能な構造である
３、 建物に不案内な観客であっても容易に
避難口に到達できる構造である
４、 屋外に避難した観客を安全に誘導・待機
させる場所が確保される。
５、居室に天井が無く、十分な蓄煙空間が確
保されるとともに、茅葺屋根にトタン覆いがさ
れていないこと

　合掌造りをそのまま舞台芸術空間として活かし劇場
に転用する。
　これにより合掌造りの伝統文化を保存継承しながら
劇場として活用すること可能となる。
　また、利賀を訪れる国内外の舞台芸術家及び観客
に、日本独特の伝統的な合掌造りと融合した質の高
い舞台芸術を提供することができる。

富山
県、南
砺市

【砂防】
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７
号）については、前回お答えしたとおりであり、都道府県知事の判断になり
ます。
・当局では、急傾斜地において建築物を建築している事例は把握しておりま
せん。
【建築】
　提案にある建築物を急傾斜地に建築することについて、国は規制を行っ
ておらず、鹿児島県が独自に判断すれば実施可能である。急傾斜地におい
て建築物を建築している類似の事例は把握していない。
　建築基準法は適時適切に改正をしてきており、法第３９条の「地方公共団
体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区
域として指定することができる。災害危険区域内における住居の用に供す
る建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必
要なものは、前項の条例で定める。」との規定は時勢に合わないとは考えて
いない。
　鹿児島県建築基準法施行条例で「特定行政庁が・・・被害をうけるおそれ
がないと認める場合」と規定されているので、国が認定することはできな
い。

昭和４４年施行の急傾斜地法を一部改正
鹿児島県建築基準法施行条例の一部改正
シラス地盤における斜面地建築物技術指針
及び施行マニアルを産学官連携で新しく作
成する（新しい工法の為現在まだ技術指針
がない）

シラス地盤の急傾斜地に土留擁壁的役目をする防災
を兼ねた建築物を構築する。本来、利用価値がなく
急傾斜地崩壊防止工事を国、県、市がすべき箇所に
生産性の高い建築物を造ることにより民間で実施で
きるので公共工事としての財政負担が大幅に軽減さ
れる。また国は財政負担が軽減された幾分かを地域
再生資金的意味で急傾斜地に崩壊防止工事を兼ね
た建築物の民間事業主に対し支援して頂きたい

リード
建築設
計株式
会社

シラス地盤の
急傾斜地にお
ける防災兼用
型建築物設置
の容認

【砂防】
（行為の制
限）
第七条
急傾斜地
崩壊危険
区域内に
おいては、
次の各号
に掲げる
行為は、
都道府県
知事の許
可を受け
なければ、
してはなら
ない。ただ
し、非常災
害のため
に必要な
応急 措置
として行な
う行為、当
該急傾斜
地崩壊危
険区域の
指定の際
すでに着
手している
行為及び
政令で定
めるその
他の行為
について
は、この限
りでない。
二 　ため
池、用水
路その他
の急傾斜
地崩壊防

【建築】
建築基準法第39条において、災害
危険区域に関する事項について
条例に委任しており、鹿児島県建
築基準法施行条例第２７条で、「災
害危険区域においては住宅の用
に供する建築物は、建築してはな
らない。ただし、特定行政庁が建
築物の構造若しくは敷地の状況又
は急傾斜地崩壊防止工事の施工
により被害をうけるおそれがないと
認める場合は、この限りではな
い。」と規定されている。
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【
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】
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【
建
築
】
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【砂防】
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７
号）第７条第１項は、急傾斜地崩壊危険区域内における特定の行為につ
いて、急傾斜地の崩壊を防止する観点から都道府県知事の許可を要する
こととしております。ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外
の施設又は工作物の設置又は改造について、急傾斜地の崩壊を助長し、
又は誘発するおそれのない行為については、許可を行っている。

【建築】
　シラス地盤の急傾斜地における防災兼用型建築物の設置について、国
では特別の規制は設けていない。
　まずは、鹿児島県において、御提案の防災兼用型建築物の設置にあた
り障害となっている、鹿児島県建築基準法施行条例の「被害をうけるおそ
れがないと認める場合」の具体的な運用を示したうえで、必要に応じてそ
の運用のマニュアル化を検討すべきである。マニュアル化にあたり、鹿児
島県より国に対して要請があれば、必要な協力をさせて頂くこととしたい。

貴省の回答を要約すれば、提案にある建築物を急
傾斜地に建築することについて、国は規制を行って
いないため、鹿児島県が独自に判断すれば実施可
能であると理解してよろしいか。
また、提案にあるような急傾斜地において建築物を
建築している類似の事例があれば、ご教示願いた
い。
さらに、右提案主体の意見について回答されたい。

回答は国土交通省の砂防と建築の担当係りが法令集と照合して現行
法の枠内で出来るか否かを判断しただけの通り一遍の回答に感じられ
る。これでは構造改革特区提案募集の本来の趣旨を満たしていない
のではないだろうか。なぜなら時勢に合わない法律の大綱に基づき積
み重なってできた条例や規則を合理化や簡素化し地域活性や経済活
性化につなげようと言うのも特区趣旨の一つのはずである。斜面地の
所有者や近隣関係者から数多くの相談を受け、県や市の関係窓口に
相談に行ってもまず、出来ない条文を色々と提示されあげく、それから
先は審査基準がない、マニアルがないなどの理由で窓口で毎回却下
される有様である。あらゆる手を尽くしても前進しない斜面地建築の相
談案件を抱え、鹿児島で斜面地建築を唱える事はタブーなのかと諦め
かけていた時に今回の提案募集は天から降りてきた一糸の光明と受
けて応募した。昭和４４年に国が定めた急傾斜地法という法律の大綱
に基づき鹿児島県や市の規則や条例が複雑に絡み合ってできており、
私の提案する防災兼用型斜面建築物（添付資料４，５，６）はまだ全国
でも前例が無く法律の但し書きを引用しても県や市の特定行政庁のレ
ベルではなかなか一歩踏み出した対応がしにくいと思われる。回答で
「防災兼用型建築物の設置について、国では特別の規制は設けてい
ない」とのことであるが県や市でははっきりこのような斜面地への建築
は出来ないと言われている。また回答で「被害をうけるおそれがないと
認める場合の具体的な運用を示せ」とあるが鹿児島市田上一丁目の
シラス崖地（添付資料１５）のように具体的場所、用途、工法などを示し
て相談に行っても受理さえしてもらえない。「必要に応じてその運用の
マニアル化を検討すべきである。マニアル化にあたり、鹿児島県より国
に対して要請があれば必要な協力をさせて頂く」とあるが、これだけあ
ちこちの具体的な事例を持って相談に行っているのだから、もうすでに
県からマニアル化や審査基準作りの相談要請が国にあってもよいはず
だが未だにそれが無いと言う事は、また県市の窓口で斜面地建築を拒
否されている以上、今後も永遠にないと思われる。私の意見としては
前例の無い事には余り積極的でない地方行政の方々に国がA-1,A-
2,D-2、D-3のいずれかの措置分類で鹿児島市田上一丁目のシラス急
傾斜地に実際に防災兼用型建築物を造ってよいという大枠を認定して
頂き、その後に事業主、当社、大学、行政が相互に協力しながら具体
的事例で構造、防災、環境、景観など考慮した詳細設計を実施する中で
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  12　国土交通省（特区）再々検討要請

管
理
コ
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規制の特例事
項名

該当法令
等

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
ェ

規
制
特
例

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

1
2
3
0
3
7
0

公共用地（未
利用の県道敷
き）の民間払
い下げの容認

道路法第
18条

道路法第18条の規定により道路
区域の決定・変更は道路管理者
（都道府県道にあっては都道府
県）が行う。

Ｄ
ー
１
－
県道について、道路区域としての必要性の有無は道路管理者である県が
判断することとなり、その判断により対応可能な場合もあると考えられる。

提案者の提案の趣旨に照らし、「対応可能な場合も
あると考えられる」とされた、対応可能な場合の例は
例えばどのような場合か。また、提案にあるような崖
については、「対応可能な場合」に該当すると推測
できるか。
また、右提案主体の意見について回答されたい。

「道路法第１８条の規定により道路区域の決定・変更は道路管理者が
行い県の判断により対応可能な場合もある」との回答であるがそこま
では最初からこちらも解っていたことであり、Ｈ１４・９に民間事業主の
代理で払い下げの申請を県に行った（添付資料１５　）。その回答は次
の通りだった。（添付資料１６）「道路の一部として管理する必要がある
ことから、払い下げることはできません」Ｈ１４・１１・２５（鹿土第５６１
号）県土木事務所長。普通なら全く利用価値の無い場所を、幸運にも
民間で活用したいという事業主がいる。また道路から低い道路敷きで
あれば確かに道路を維持するために必要な路肩であるが今回は道路
から上に高くそびえ立つ崖で道路にとっても近隣住民にとって１００害
あっても一利無い事は誰の目にも明らかである。県は毎回のメンテナ
ンス工事に多額の負担を行っていると思われるが防災兼用型斜面建
築物を造ることによりその負担がかなり軽減できるので払い下げを真
剣に検討してほしい。私の意見として、今回国土交通省の回答は法令
を引用した抽象的表現で終わっており、否決こそされなかったが提案
事項を一歩前進させるきっかけ作りには何ら寄与していない。鹿児島
市田上一丁目のシラス崖地（添付資料１５）の場所で提案の建築が可
能となるような回答、例えば地域再生に係る地域限定の支援策として
対応してもらえないものか。措置分類としてA-1,A-2,D-2,D-3のいずれ
か、措置の内容としては分類Ⅳの訓令又は通達の手当てを頂き民間
事業主の手でモニター的事例を造ることを認める意思表示を国土交通
省の方ではっきりとして頂きたい

　道路管理者である鹿児島県が道路を管理する上で必要な区域を決定す
ることとなるが、「対応可能な場合」とは、本件土地について道路管理上不
必要な土地であると鹿児島県が判断し、道路区域から除外した場合であ
る。
　道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つよう維持し、修繕し、もって
一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない義務があり、本
件土地の必要性等については、鹿児島県において道路の管理状況等を勘
案して判断することとなる。
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鹿児島市田上１丁目の急傾斜地崩壊危険区
域（県道敷き）を平成１４年９月に民間事業
主の代理で当社が県に払い下げ申請を行っ
た結果「道路の一部として管理する必要があ
ることから、払い下げることはできません」H１
４・１１・２５（鹿土第５６１号）県土木事務所長
の回答有り。県道敷きと言えども未利用部分
で道路の為になくてはならないものではない
ので県は内容を検討し地域再生に寄与する
ものであれば払い下げるべきである

本件急傾斜地は一次シラスの軟盤岩的特性を持つ
斜面を活用した建築物を構築するには最適な地盤で
ある。日当たり、眺望、交通の便など居住空間にも最
適な環境である。県はここに分譲型の集合住宅を作
ることを提案します。もし県営での事業が無理なら、
民間事業で行うための行政的協力をお願いしたい。
資料添付　３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料添付
７　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料添付　８

リード
建築設
計株式
会社

1
2
3
0
3
9
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高齢者向け優
良賃貸住宅の
入居者資格の
緩和

高齢者の
居住の安
定確保に
関する法
律施行規
則（平成13
年国土交
通省令第
115号）第
16条第2項
ロ

60歳以上の者であって、単身又は
入居者が配偶者、60歳以上の親
族若しくは都道府県知事が認める
者であること

D
-
1
ー

入居する高齢者の介護を行う者、入居している高齢者が扶養している児
童等、都道府県知事が当該入居者と同居させることが必要であると認め
る場合には入居可能であり、都道府県知事の承認により対応して頂きた
い。

1
2
7
1

1
2
7
1
1
0
1
0

「高齢者の居住の安定確保に関する法律施
行規則」第５条第２項ロに規定する同居する
者が６０歳以上の親族を６０歳以上を撤廃
し、親族のみにする。

入居者資格を緩和することにより、高齢者用に充実し
た施設の利用が促進され、市民サービスにより一層
貢献できる。

愛媛県
松山市

1
2
3
0
4
0
0

国有財産（合
同庁舎）使用
要件の緩和

制度を所
管する財
務省にお
いて回答
することと
なった。

左に同じ

左
に
同
じ

左
に
同
じ

左に同じ

貴省の回答では、『財務省において回答する』とのこ
とであるが、財務省のとしては、『行政財産を管理す
る各省庁の長において法令に基づき、適切に判断
すべき事項である』との回答であった。提案主体者
が計画しているさいたま新都心の２号館について
は、貴省が管理しているものと認識しており、映画や
テレビ等のロケーション場所として利用することの可
否に付き回答されたい。その際、手続き及び要件を
踏まえ、ご教示頂きたい。

Ｄ
-
１
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　財務省通達「国の庁舎等の使用又は収益を許可する場合の取扱いの基
準について」の別添１に使用又は収益の許可をすることができる場合につ
いて例示があり、この中に「地域振興の見地から地方公共団体の要請があ
り、映画ロケ等のため使用」と記載されていることから、提案内容について
は、使用許可は可能である。
　具体的には、使用許可を行うのは、関東地方整備局であるから、関東地
方整備局に申請されたい。

1
1
6
5

1
1
6
5
1
0
1
0

さいたま新都心になる国合同庁舎等の映像
撮影等にかかる使用要件について、一定の
要件を満たしている場合には、使用の許可を
弾力的に認める。

　埼玉県では、映像関連産業の集積・郷土意識の醸
成・観光振興を進めるため、相談窓口（以下「彩の国
ロケーションサービス」という。）を開設し、映画・テレ
ビ等の制作の支援を行っている。彩の国ロケーション
サービスでは撮影場所の相談等を受け付け、積極的
にロケ隊の誘致を進めている。県内での映像制作者
側の関心の高い場所として、国・県・さいたま市・民間
事業者などの様々な都市型施設が集積し、新時代の
様々な価値を育む創造的な都市空間といえる、さい
たま新都心があげられる。しかしながら、国施設であ
る合同庁舎１号館、２号館及び月のひろばについて
は、土・日曜祝祭日においてもなお、その使用が厳格
に制限されている状況である。そこで、撮影希望の多
い、このさいたま新都心での撮影を実現するため、埼
玉県が窓口になり支援している映画・テレビ等の撮影
については、国施設等（執務室を除く）の使用許可に
当たって、弾力的な対応をしていただきたい。

埼玉県

○公営住宅法において入居者資格を定める２３条の規定は入
居時に適用されるものと解している。

○「地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住
宅等の整備等に関する基本的な方針」（平成１７年８月２日国土
交通省告示第７３９号）の「三　公的賃貸住宅等の有効活用、賃
貸の条件その他の管理に関する基本的事項」に示したとおり、
地域における公営住宅及び住宅困窮者等の実情を勘案しつ
つ、期間満了後の入居者の居住の安定確保にも十分配慮した
上で、定期借家制度（期限付き入居）の活用を図られたい。

○公営住宅制度の見直しについては、社会経済情勢の変化を
踏まえ、真に住宅に困窮する低額所得者に対し、より公平かつ
的確に公営住宅を供給することができるよう、収入超過者に係
る割増家賃制度の見直し等について検討しているところである。

貴省は回答において制度上馴染まないと懸念を示
されているが、地方公共団体が判断すれば新規の
入居者に対しては、公営住宅で定期借家制度を導
入することが可能であるということで宜しいか。な
お、貴省の回答では『既存入居者について、不利益
な契約条件となる定期借家契約を取り交わすことは
できないものと考える』とあるが、既存入居者の同意
に基づけば、定期借家の契約を取り交わすことは可
能と考えるが宜しいか。
また、提案主体者によれば、既存入居者のうち収入
超過者等について、公営住宅法上の規定に基づき
明渡し努力義務の周知等を実施しているが、政令で
定める家賃の割増率が低いことから実態上退去を
促すような割増家賃制度となっておらず、根本的な
問題解決とはならないとのことである。自治体の判
断で割増率の基準を設定することができないか検
討されたい。あるいは、政令で定める割増率を上
げ、実効性がある割増率の基準に変更することがで
きないか検討されたい。
さらに、右提案主体の意見について回答されたい。

　当市が提案する「公営住宅における入居許可更新制度の創設」は、
入居希望者と既入居者との入居資格、入居機会の公平を図り、住宅に
困窮する低額所得者層に低廉な家賃で住宅を賃貸するという公営住
宅本来の制度目的を達成することを目的として、公営住宅の入居資格
にそぐわない者が入居し、本来入居すべき者が入居できないという不
公平を解消することに主眼をおいている。
　さて、定期借家契約は既存契約者にとって不利益な契約条件である
とのご指摘であるが、当市が提案する制度が不利益に該当するかが
問題となる。
　この問題につき
・入居条件をみたすことは信義則上当然のことであり、入居者本人もそ
のことについて入居時に了承済みである。当市提案は入居後５年を期
間として再更新するものであり、その時に入居条件をみたしていれば、
入居は当然に継続される。よって、既入居者にとって不利益であるとは
いえないのではないか。
・事業主体サイドとしても、公共住宅は公共投資の対象であることか
ら、納税者に対するアカウンタビリティーの観点から、また収入超過者
に対する措置も十分に考慮する必要性からも、入居資格の明確な
チェックシステムをもつべきであり、この提案は公共の利益にかなうも
のであると考える。
　また、近時の最高裁判決（最判昭５９・１２・１３民集３８・１２・１４１１）
においても、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法であり、民法
及び借地借家法に優先して適用されること、またその契約関係を規律
するについては信頼関係の法理の適用があるとの見解を示しているこ
とから、公営住宅法に本提案を導入し、借地借家法にしばられることな
く、低額所得者層を保護することも可能であると考える。
　仮に、特区として本提案が認められない場合は、高額所得者に該当
する収入基準の３９７，０００円／月(実務上当該金額の判定は所得税
法上の所得金額で行われており、一般的に当該金額は相当の高収入
であり、ゆえに収入超過該当者の人数を増やし、結果として住宅に困
窮する低額所得者に公営住宅が供給されないということが考えれる。）
の引下げを行い、公営住宅法の規定の範囲で明渡し請求をし、低額所
得者層に対し住宅を供給することが望ましいと考えられる。

公営住宅法により入居時の資格審査は厳格である
が、入居後の収入増による収入超過者、同居者の減
少による単身入居者等が生じても現行制度では見直
しができず、一生住み続けることも可能である。当市
においては、入居申込み時の入居基準に該当しない
収入超過者（約320件/Ｈ16.12）、50歳未満の単身入
居者（約320件/Ｈ17.6）など多くの人が長期間使用し
ている状況が見られるため、多数の入居希望者が長
期間待機している状況が続いている。これらの問題
点を解消するため、公営住宅法に捉われることなく契
約更新制度を導入し、新規入居者、既入居者を問わ
ず太田市の公営住宅全入居者に対して5年間の定期
借家契約を取り交わし、契約期間満了時に再入居申
込みを行い、新規申込み時の入居基準で収入基準
や世帯入居等の入居資格を再審査し、入居基準に該
当しない欠格者は住宅を退去してもらうこととする。
  収入超過者については、市内に５ヶ所ある特定優良
賃貸住宅等への住み替え、単身者については雇用
促進住宅等への住み替えを促すことにより、民間賃
貸住宅の需要を拡大するとともに、退去者の居住の
安定を図りながら、入居希望者（約350件/Ｈ17.6）と
既入居者（約2,800戸/Ｈ17.6）の入居資格の公平と、
本来の公営住宅の対象である住宅に困窮する低所
得者の早期入居を促進する。

群馬県
太田市

○公営住宅法においては、条文上
定期借家制度の適用方法につい
て規制しているものではない。

○公営住宅は、住宅に困窮する低
額所得者のために賃貸する住宅
であり、入居者が高額所得者とな
ること等特段の事由がない限り居
住が継続することを前提として制
度が成り立っていることから、事業
主体は、入居者との間で期間の定
めがない賃貸借契約を締結してお
り、定期借家制度にはなじまない
と認識している。（「定期借家権」に
よる混乱と危険性に関する質問に
対する答弁書（平成１２年２月４
日））
　しかしながら、入居を待つ者が多
数存在する立地条件等の優れた
公営住宅に、将来的には自助努
力により住宅困窮事情が解消して
いくと考えられる子育て世帯や事
業再建者など一時的に住宅に困
窮する世帯を一定期間入居させる
場合などのように、地域における
公営住宅及び住宅困窮者等の実
情を勘案しつつ、期間満了後の入
居者の居住の安定確保にも十分
配慮した上で、公営住宅の公平か
つ的確な供給を推進する観点から
その活用を図ることは可能であ
る。

○建物賃貸借契約の更新等の規
定に反する特約で建物の賃借人
に不利なものは、無効とする。（借
地借家法第３０条）

C

○公営住宅法においては、条文上定期借家制度の適用方法について規
制しているものではない。

○その上で、ご提案について検討すると、新規入居者、既存入居者を問
わず、公営住宅に一般的に定期借家制度を導入することは、公営住宅が
住宅に困窮する低額所得者のために賃貸する住宅であり、入居者が高額
所得者となること等特段の事由がない限り居住が継続することを前提とし
て制度が成り立っていることから、制度上なじまないと考える。
　加えて、公営住宅の使用関係については借地借家法の適用があること
から、既存入居者について、不利益な契約条件となる定期借家契約を取
り交わすことはできないものと考える。

○一方、入居後の同居者の減少による単身入居者については、承継承認
にあたり事業主体の判断により、適切な対応が可能な場合もあると考え
る。

○なお、入居後の収入増による収入超過者や同居者の減少による単身
入居者については、「規制改革・民間開放推進３か年計画（改定）」（平成
１７年３月２５日閣議決定）において、
・収入超過者に課される家賃を市場家賃と同水準とし、収入超過者の自
主的退去を促進する
・単身の高齢者世帯が広い住宅に居住するなど、居住状況にミスマッチ
が生じていることについて、住宅の規模と居住人数との関係による便益の
違いを家賃に反映させるなどにより、入居者の自主的な判断に基づく住
替えを促進する方策を検討する
こととされており、平成１７年度中に結論・措置を行うべく検討しているとこ
ろである。
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公営住宅にお
ける入居許可
更新制度の創
設

C

○公営住宅に一般的に定期借家制度を導入することは、公営住宅が住宅
に困窮する低額所得者のために賃貸する住宅であり、入居者が高額所得
者となること等特段の事由がない限り居住が継続することを前提として制度
が成り立っていることから、制度上なじまないと考える。しかしながら、入居
を待つ者が多数存在する立地条件等の優れた公営住宅に、将来的には自
助努力により住宅困窮事情が解消していくと考えられる子育て世帯や事業
再建者など一時的に住宅に困窮する世帯を一定期間入居させる場合など
のように、地域における公営住宅及び住宅困窮者等の実情を勘案しつつ、
期間満了後の入居者の居住の安定確保にも十分配慮した上で、公営住宅
の公平かつ的確な供給を推進する観点からその活用を図ることは可能であ
る。

○公営住宅の使用関係については借地借家法の適用があり、借地借家法
附則第３条において、平成１２年３月１日前に結ばれた居住用の建物の賃
貸借契約については、当事者が合意しても、当分の間、定期借家契約を結
ぶことはできないこととされているため、既存入居者と新たに定期借家契約
を結ぶことはできない。

○収入超過者の割増家賃制度については、「規制改革・民間開放３か年計
画（改定）」（平成１７年３月２５日閣議決定）において、収入超過者に課され
る家賃を市場家賃と同水準とし、収入超過者の自主的退去を促進すること
とされていることを踏まえ、現在検討しているところである。

○なお、高額所得者の収入基準については、社会経済情勢に対応した額と
なるよう今後検討してまいりたい。
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1
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現在検討している内容や方向性について、現在の状況を可
能な限り回答願いたい。
また、右提案主体の意見について回答されたい。

　今回の太田市の提案については、一般的に広く定期借
家制度を導入することは制度上なじまないし、加えて借地
借家法の適用があることから、既存入居者について不利
な契約条件となる定期借家契約を取り交わすことはできな
いとされ、特区での対応については難しいとのことで理解
しましたが、更に下記の２点についてお伺いしたい。
　公営住宅法でいう入居者資格は、新規入居者のみを対
象とし既存入居者は対象外と解してよろしいか。
　また、新規入居者で今後、収入の増加が見込め、将来
的には住宅困窮事情が解消していくと考えられる子育て
世帯等の若年層の入居者（例えば入居申込者が４０歳未
満の世帯）を対象とした場合、期限付き更新制度の導入
は可能であると考えるがいかがか。
　貴省では、公営住宅法の改革について現在ご検討中と
のことですが、収入超過者等については、割増し家賃さえ
支払えば長期間かつ独占的に居住し続けられるという現
状は、入居資格を満たしている入居待機者への公平性を
欠いた状況である。
　また、収入超過者も含め、市場家賃よりも大幅に低く抑
えられた家賃設定に対する一般市民の批判がある現状を
考慮され、収入超過者数の圧縮に向けた改正等公営住
宅の公平かつ的確な活用が可能な政令等の制度改革を
要望する。

　当市においては、入居後の収入増による収
入超過が約320件、同居者の減少による単
身入居が約320件という状況であり、約350
件の入居希望者が長期間待機している状況
が続いている。
　これらの問題を解消するため、太田市の公
営住宅全入居者に対して新たに５年毎の入
居許可の更新制度を創設し、新規入居者、
既入居者を問わず定期借家契約を取り交わ
すことにより、契約期間満了時に入居申込み
時の入居基準で収入基準や世帯入居等の
入居資格を再審査し、欠格者は住宅を退去
してもらうこととする。
　この更新制度の創設により、入居希望者や
既入居者との入居資格の公平を図ることが
でき、本来の住宅に困窮する低所得者の早
期入居が促進される。

8 / 17 ページ



  12　国土交通省（特区）再々検討要請

管
理
コ
ー

規制の特例事
項名

該当法令
等

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
ェ

規
制
特
例
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1
2
3
0
4
1
0

農業用の自家
用貨物自動車
の車検期間の
延長

道路運送
車両法第
６１条第1
項

貨物自動車の自動車検査証の有
効期間は1年

Ｃ －

平成１５年、北海道で発生した貨物車のホイールボルト折損事故のよう
に、貨物車の整備不良による事故は重大事故に繋がる可能性が高く、貨
物車は特に適切に保守管理される必要がある。また、車両の劣化は走行
劣化による部位だけでなく、ゴム部品のように経時的に劣化する部位もあ
ることから、走行距離が短いことをもって自動車検査証の有効期間を延長
することはできない。

１．自動車の車検期間は車種、用途により異なって
いるが、何時どのような根拠に基づいて車検期間の
区分を設け貨物車の車検期間を定めたのか示され
たい。また、貨物車のうち、軽自動車の車検期間は
２年である一方、軽自動車以外の貨物車の車検期
間が１年である合理的理由を示されたい。
２．貴省回答において、「平成１５年、北海道で発生
した貨物車のホイールボルト折損事故のように、貨
物車の整備不良による事故は重大事故に繋がる可
能性が高く・・・」とあるが、当該事故について、原因
と車検との関係を含め具体的状況を明らかにされた
い。
３．「・・・貨物車は特に適切に保守管理される必要
がある。」とあるが、具体的にどの程度保守管理す
る必要があるのか示されたい。
４．「経時的に劣化する部分もあることから、走行距
離が短いことをもって自動車検査証の有効期限を延
長することはできない。」とあるが、車両部品が経時
的に劣化するのは貨物車も自家用車も同様である。
そもそも、貨物車について車検期間を１年としている
のは、一般車に比較して貨物を搬送することによる
走行劣化が激しいためではないのか。そうであれ
ば、貨物を搬送する期間、距離が短い等走行劣化
が少ない特別の理由を有する貨物車について、一
般車と同等の車検期間とするなど弾力的な取扱い
をすることができないか、右提案主体の意見を踏ま
え、検討されたい。

平成１５年の貨物車の折損事故は、大型貨物車（ダンプ）によるもの
で、事故原因は恒常的な過積載に加え日常的な整備点検を怠ってい
たことによると思われ、そもそも整備不良による事故と車検期間の延長
問題は直接関係しておらず、延長問題を検討しないとする理由として
納得できない。　また、農業用に供している貨物自動車においては、使
用頻度等（走行距離、農産物運搬にほぼ特定されることなど）が低く４
トン未満の中型貨物車の所有割合が相当高いことから、貨物車をひと
くくりで議論せずに例えば大型貨物車と中型貨物車を区別して検討す
ることも必要ではないか。　この提案は、車検の廃止ではなく、自家用
乗用自動車並みの初回３年、以降２年（現行は初回２年、以降１年）に
期間延長することを求めるものであり、この間の通常の使用であれば
ゴム部品が著しく劣化するとは考えられない。過去に、農業用大型トラ
クターの車検が廃止されたが、車検を受けた時代も、廃止されてからも
部品劣化を含む交通事故について、ほとんど事故件数に変化が認め
られていない。（関係資料は提出済み）

１．自動車の検査期間については、交通事故の発生状況、諸外国の状況等
を総合的に勘案し定められており、貨物車（車両総重量８ｔ未満）について
は、平成１２年に初回の検査期間を１年から２年に延長し、さらに昨年度も、
全車種について検査期間の見直しを行なったところである。また、貨物自動
車のうち、軽自動車は普・小型自動車と比較して、交通事故時の加害性が
低いことなどから、普通小型車よりも車検期間が長い。
２．北海道で発生した事故を契機として国土交通省で平成１６年に実施した
「大型車のホイール・ボルト折損による車輪脱落事故に係る調査検討会」に
おいて、事故の原因の多くが点検・整備の不十分にあるという事実が明ら
かになった。
３．貨物自動車は事故を起こした場合の加害性が大きい等のため、これを
勘案して点検時期、点検項目等が自動車点検基準に具体的に定められて
いる。
４．自動車の検査期間については、交通事故の発生状況、諸外国の状況等
を総合的に勘案し定められており、単に走行距離が短いことにより検査期
間を延長できるものではない。

１．「軽自動車は普・小型自動車と比較して、交通事故時の
加害性が低いことなどから、普通小型車よりも車検期間が
長い。」とあるが、加害性が低いとする判断に用いたデータ
を貨物車の軽自動車と普・小型自動車を対比した形で示さ
れたい。
２．平成１５年、北海道でホイールボルト折損事故を起こし
た貨物車は、車検を受けていた自動車か否か。車検済自動
車であるならば、ホイールボルトの折損は、適切に車検を
受けた後、現在の貨物車の車検期間である1年以内に劣化
したといえるのか。車検を受けていない自動車であるなら
ば、当該自動車は法令違反車であり、車検期間の長短と当
該事故とは関係がないのではないか。

１．事故時のエネルギーは重量と相関があると考えられるが、軽
貨物車の車両総重量は、普通・小型自動車のそれよりも低いた
め、交通事故時の加害性は低い。
２．平成１５年度、北海道でホイールボルト折損事故を起こした
貨物車は、通常の車検を受けていた車両であり、前回の車検終
了時には、保安基準に適合していたと判断され、その後基準不
適合の状態になったものと考えられる。

1
0
0
1

1
0
0
1
1
0
1
0

北海道内で農業用で使用する自家用貨物自
動車の車検期間の延長

北海道内において農業用でしようしている自家用貨
物自動車については、特殊性を十分考慮し、特例とし
て車検期間を延長し、自家用乗用自動車並みにする
こと
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ダンプ型車を
農産物輸送に
一時的に使用
する場合の取
扱い

道路運送
車両法第
６７条
道路運送
車両法施
行規則第
３８条
道路運送
車両の保
安基準第
２７条

土砂等を運搬する大型ダンプにつ
いては、差し枠取り付けを認めて
いない。
また、車両荷台の変更によって、
保安基準に適合しないおそれがあ
る場合には、当該自動車を提示さ
せ構造等変更検査を行う。

C －

土砂等を運搬する大型ダンプについては、過積載による事故が多発する
など過去に社会的な問題となった経緯があって、保安基準により物品積
載装置の容積についての規制を設けているところである。従って、差し枠
装着により、容積を増やした場合には、過積載運行が行われる蓋然性が
高くなり、認めることはできない。
また、車両の構造装置を変更し、保安基準に適合しないおそれがある場
合には、当該車両について検査を行うこととなるが、重量測定を含めて現
車での検査が必要であり、写真による検査は認めることはできない。

そもそも季節的な牧草を輸送するための差し枠の取
付は構造変更検査を受ける必要があるのか。また、
貨物自動車運送事業者が季節的な農産物（ビート、
馬鈴薯、スイートコーン）の輸送に使用するため、土
砂等運搬用大型ダンプ車の荷台を一時的に変更し
て使用することが認められており、かつ、構造変更
の写真申請が現行でも行われていることから、当該
措置を牧草にも適用するべきではないか。右提案主
体からの意見を踏まえ検討の上回答されたい。

国土交通省からの措置の概要につきましては、本村及び（株）テイシンも承知
しているところでございます。国の酪農政策の一環として、酪農業経営の大規
模化を図ろうとしている中で、現在本村の酪農家１１戸が法人化して酪農経
営をしております。今までは、酪農家個々が自分の草地で牧草を刈り取り、サ
イレージ調整をすれば良かったものが、法人化したことにより収穫作業機器も
大型化し、さらに好天時期において、１１戸の酪農家草地の牧草を刈り取り、
飼料貯蔵施設に運搬し、サイレージ調整を当日に行わなければ乳牛に良い
サイレージが出来ません。よって、個々の酪農家が運搬していた、４トン車程
度の車両では、刈り取った牧草を運搬するには無理であります。また、何日
かで分けて刈り取り作業をしても、サイレージ調整にばらつきが出来、品質の
良いのもが出来ません。よって、１１トン車程度の大型車両が必要になってお
ります。牧草運搬専用車両もありますが、１台あたり約１５，０００千円と高額と
なっており、繁忙期には１０台強の車両が必要となることから、経済的にも非
常に不経済となり、今後は集約分業からいっても、地元の砂利運搬業の所有
する大型車を活用しながら牧草運搬をしていきたい。大型車両に差し枠をす
るにあたっては、当然過積載にならないように差し枠の幅、長さ、高さを決め
て法を遵守するものです。（裁断牧草の比重：０．３）　又、特区申請の提案前
に陸運支局に赴き、前段の概要説明をして相談したところ、回答は国土交通
省と同様なものでありましたが、陸運支局から特区申請をしたら如何でしょう
かとのご指導もあり今回にいたったものです。しかし、過去から積雪寒冷地で
ある北海道におきましては、除排雪作業では砂利収集等運搬車両に差し枠を
して除排雪作業をしているのが現状であります。何故、除排雪作業運搬車に
差し枠が良くて、雪より比重が軽い裁断牧草の運搬に関して差し枠を認めて
頂けないのでしょうか。さらに、砂利運搬等車両を除排雪運搬車両に転用す
るにあたり、開発建設部に書類申請の届け出により認めているのが実態では
ないでしょうか。何か、容認している特別な要綱等がありましたら、ご享受願
いたいと存じます。ありましたら、その中に裁断牧草の運搬も許可して頂くわ
けにはいかないものでしょうか。
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　貨物自動車運送事業者が、季節的な運送物（ビート、馬鈴薯、スイート
コーン）の輸送に使用するため、土砂等運搬用大型ダンプ者の荷台を一時
的に変更して使用する取り扱いについては、北海道運輸局旭川運輸支局
において具体的な手続きを定めているが、これは、「土砂等を運搬する大型
自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」に基づく土砂等を運
搬する車両の使用届け出を、一時的に廃止し、土砂以外の物品を運ぶ車
両とするものであり、現行の規制・制度に何ら変更を加えるものではない。
　旭川運輸支局においては、運送事業者や農業従事者等からの要望に基
づき、手続きの方法を示しているところであるが、制度の乱用を防止し、輸
送の安全を確保する観点から、必要性の高い農産物に限定して運用してい
るところである。
また、この手続きでは、記載事項変更等の手続きを必要としない簡易な差
し枠の基本仕様を示しつつ、届け出に係る車両の写真の貼付を求めている
ところであるが、道路運送車両法に基づく継続検査や構造等変更検査を写
真で行っている訳ではない。
　今般、提案主体から要望があった継続検査や構造等変更検査を写真で
行うことは認めることは出来ないが、要望のもともとの趣旨である土砂等運
搬用大型ダンプ車を一時的に牧草運搬用車両とすることについては、他の
農産物と同様、上記の旭川運輸支局での取り扱いの対象を広げることで対
応可能であり、当該取り扱いの指定農産物に牧草を追加する。
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牧草を刈り取る年間約２０日程度の道路運
送車両法第４０条自動車の構造、第４１条自
動車の装置及び第６７条第３項構造等変更
検査及び運送車両の保安基準第２７条第１
項の基準を定める省令の規制緩和

砂利運搬車両にあおり（差し枠）を足すことによって、
刈り取った牧草を大量にかつ迅速に堆肥センターま
で運搬ができ、地元砂利運搬運搬業者の新規参入
が出来ると共に、地元の経済効果への期待もできる
事と構造変更の写真申請が可能になると往復１０時
間もかかる陸運支局までの継続検査への時間短縮
につながる。
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BDFを利用す
る際の、
ディーゼル車
車検証の一部
変更申請の免
除

道路運送
車両法第
５８条第２
項、同施
行規則第
３５条の
３、１１号
及び廃食
用油の取
扱につい
て（通達）

ディーゼル自動車で軽油と廃食用
油を併用して使用したい旨の申し
出があった場合には、その旨を自
動車検査証の備考欄に記載する
こととしている。
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廃食用油の取扱について（平成９年９月１６日付け自環第２１７号）により、
ディーゼル自動車で軽油と廃食用油を併用して使用したい旨の申し出が
あった場合には、その旨を自動車検査証の備考欄に記載することとして
いるが、廃食用油併用に係る手続きについては義務づけてはいない。
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一般公道をディーゼル車がBDFを利用して
走行する場合に必要とされる車検証「燃料欄
（廃食用油燃料併用）」の変更を免除する。

環境にやさしい燃料であるバイオディーゼル燃料
（BDF）の利用促進を図る為に、多くの人が気軽に
BDFを使用できるように、燃料の変更による車検証の
記載内容の変更手続を不要として、市が供給する
BDFを多くの市民が気軽に利用できるようにする。

東京都
稲城市
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バス車内での
梯子等の使用
に関する法令
の制定

該当法令
なし

梯子式二段ベットの基準は定めら
れていない。

Ｃ －

現在、道路運送車両の保安基準において安全の確保の観点から座席、
通路等について基準を設けているところである。
貴殿の提案のような梯子式二段ベット型座席のバスについては、非常時
の脱出性や走行時の安全性の観点から認めることは困難である。

　梯子についての基準がないということは、梯子の
設置に係る規制がなく、自由に作ってもよいというこ
とでよいか。また、そうでないなら、二段型の座席の
ニーズがあるのであるから、基準をつくるべきでは
ないのか。さらに、座席は現行基準に適合するもの
を使用しており、走行時は梯子を使用しない等安全
性に配慮するとともに、非常時の脱出について担保
されれば、具体のケースによっては、車内に梯子の
設置をすることが可能ではないか、前向きに検討さ
れたい。右提案主体の意見を踏まえ検討の上、回
答されたい。

１．現在、エマージェンシードアの乗降については、縄ばしごを使ってい
ます。それも格納しているのを出して、揺れる縄ばしごを、安全の確保
の中で、使用を認めています。それから考えるともっと堅固であり、固
定して使用に耐える強度を持った車内の梯子の基準を作っていただき
たい。その上にたって、認めていただきたいのです。
２．走行中は乗降をしてはいけない等の処置を決めていただきたい。ま
た、卵のように壊れやすいものでも、間仕切りがしてあれば、より安全
であると考えられます。この間仕切りは車体と一体であるような基準を
つくっていただきたいのです。

現在、道路運送車両の保安基準において安全の確保の観点から座席、通
路等について基準を設けているところである。
提案のような梯子式二段ベット型座席のバスについては、乗降口から梯子
式二段ベット型座席までの通路において梯子を使用することとなり、「通路
は、安全かつ容易に通行できるものでなければならない」と規定した道路運
送車両の保安基準第23条第１項に抵触し、特に、非常時の脱出性や走行
時の安全性の観点から認めることは困難である。
また、通路における梯子の基準ではないが、安全な乗降の確保の観点から
道路運送車両の保安基準に、乗降口や２階建てバスの基準に通路におけ
る階段の規定があり、今回提案があった梯子は同基準にも抵触する。

①「安全かつ容易に通行できるもの」との内容について定め
た法令等はあるのか。ないとすれば、何を持って判断する
のか。

②貴省回答によれば、梯子は「非常時の脱出性や走行時
の安全性の観点から認められない」とのことであるが、貴省
が梯子を安全ではないとする理由を、具体的に平常時及び
非常時に分けた上で示されたい。

③また、右提案主体の意見が引用している記事では「行政
も協力する」と前向きに述べられているようだが、右提案者
の意見を踏まえ、当該提案を実現するために「行政としてど
のように協力」していくことができるのか具体的に示された
い。

６月１５日付け交通毎日新聞において金澤悟国交省自動
車交通局長は次のように述べています。「寝台タイプは駄
目という規制があるわけではありません。もちろん先の鉄
道の事故ではないが、高速道路の場合、事故発生時の対
応は厳しいので、その安全性は十分に注意してほしい。寝
台仕様では絶対駄目ということはないと思う。寝台仕様の
高速バス車両について、行政も協力しますので、バス業者
で検討したらよいではないですか」との意見をいただいて
おります。是非ご協力をお願いします。軽油の価格が上が
り、東京線ではこの間までは片道１６５００円でしたが、現
在２３４６０円ということで片道７０００円値上がりしていま
す。運賃に転嫁できないので、乗客が増えるこの寝台バス
は現行２９名が３３名になります。平均乗客数が１名増大
しますので、軽油の値上がりを吸収できます。この夜行バ
スの灯を消さないために今一度再考していただきたいもの
です。

「安全かつ容易に通行できるもの」として、例えば保安基準細目
告示「2階建バスの構造要件」において1階客室と2階客室の間
に設けられた昇降用通路の要件として、踏段の有効幅600mm以
上、1段の高さ300mm以下及び有効奥行き300mm以上等が具
体的に定められている。これは、発進、加速を繰り返す道路運送
車両における転倒防止、転倒等の被害軽減又は車両火災時等
の円滑な緊急避難等を考慮して定めた基準である。また、当該
車両についての保安基準適否の判断が、別途必要である。
　さらに、行政としての協力としては、例えばバス業者で検討会
等を開催する場合において、オブザーバーとして参加し検討内
容に対する見解を述べることなどが考えられる。
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　現在、バスの車内を改造して梯子等を設置
することについて現行法では規制が無いの
で、乗客の安全確保のために構造上・運用
上の法的基準を新たに設け、基準を満たし
て安全確保のできた車両の運行を認める。

　寝台バスの運行時、二段式ベッド型座席の上段部
分に乗り降りする際に使用する梯子に関する基準法
令が現在無い為、保安上の理由により運輸局の許可
が下りないというのが現状である。二段式ベッド型座
席や梯子に関する構造上の強度確保や走行中は使
用を禁ずるなどの措置を講じ、安全性を確保した場
合は寝台バスの運用を許可していただきたい。そうす
れば現在夜行バスの利用客は狭い座席で長時間過
ごし、いわゆるエコノミークラス症候群の危険性も指
摘されている状況が改善出来る。加えて空港や新幹
線の駅が近隣に無い、あるいはそれ程急がないとい
う利用客に新たな交通サービスが提供でき、さらにバ
ス業界の発展も期待できる。
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緊急自動車の
接近を知らせ
る装置の、一
般車両への義
務付け

道路運送
車両の保
安基準第
４９条
道路運送
車両の保
安基準の
細目を定
める告示
第２３１号

緊急自動車の警光灯及びサイレ
ンの性能について定められてい
る。

Ｃ －

既に保安基準において緊急自動車には、警光灯の基準を定め光により他
の車両への注意喚起をすることとしている。
なお、車内でステレオ等を流している場合でも緊急自動車のサイレンを認
識できるのが通常であり、新たな装置を義務づけることは、一般の国民に
過度の負担を強いることになると思われる。

提案の趣旨は、緊急出動中の緊急自動車が交差点
をスムーズかつ安全に通行できることを求めるもの
である。警光灯やサイレンの基準を設けること以外
にも、警察庁等と連携し、例えば緊急自動車が接近
すると自動的に信号が変化するなど緊急自動車が
円滑に交差点を通過できるようなシステム構築を推
進してはどうか。また、右提案主体からの意見につ
いて回答されたい。

ご回答は、現状、保安基準等で定められている警光灯及びサイレンで十分注意喚起
がなされているという主旨であると思われるが、本市は現状では注意喚起が十分には
なされていないと考えており、今回提案したものである。
当市においては、緊急自動車の現場到着時分が年々遅延しており、１０年前に比較す
ると、救急隊が要請を受け現場到着までに要する時間が平均で４．４分から５．４分
と、１分遅くなっている状況である。特に、交差点においては、通過するのに非常に長
い時間を必要とし、本市においては、幹線（片側４斜線）道路において、緊急自動車が
道路を横断に要する時間は最長５８秒かかり平均では２８秒を要した。往復では１分と
もなり、救急処置のあり方から考えると、貴重な時間を失っていることになる。また、近
年、全国的にも、緊急自動車と一般車両との交通事故が増加しており、搬送中の傷病
者や業務中の消防（救急）隊員が負傷しているという状況である。
これら現場への到着遅延や事故が増加する原因の一つとして、緊急自動車の接近に
気づかずに、一般車両が道路交通法に定められた停止等を行わないことが考えられ
る。これは、法が施行された当時と比較し、車の台数の飛躍的な増加、エアコン等の
普及で窓を閉め切った状態で走行する機会が増えたこと、車の機密性の向上などか
ら、緊急車両のサイレン音が一般車両の運転者に聞こえにくく、緊急自動車に気づか
ないということが理由として考えられる。独自調査では、緊急車両の前方２０mの位置
に一般車両を置き、その車内でサイレン音を測定すると７０～７５㏈、また交差点の手
前１０mの位置に緊急車両を置き、交差点から左右２０mの位置に一般車両を置き車
内で測定すると５５～６０㏈という結果であったが、窓を閉め切った状態で車内でCD・
ステレオ・ラジオなど聞いていると、通常７５～８０㏈の音量となり、緊急車両が直近ま
で接近しないと気が付かないのが通常であることが分かる。
よって、緊急車両の迅速かつ安全な現場到着を確保するためには、緊急自動車が接
近してきたことを現状の警告灯とサイレンだけでなく、別の方法でより早く確実に一般
車両に知らせることが必要があると考えており、ついては、現状とは別の方法で一般
車両に注意喚起することが必要であるとの本市の考えを踏まえ、再度、本提案につい
てご回答いただきたい。
なお、装備設置に係る車両所有者等の負担については、緊急自動車の出動要請の
増加や免許保持者の高齢化等考えると、受忍の範囲内であり、過度な負担とは考え
ない。

保安基準では緊急自動車の赤色回転灯及びサイレンの基準を設けてお
り、一般車両にご提案のような新たな装置の装着を義務付けることは、過度
の負担であると考える。
なお、再検討要請にある、緊急自動車が接近すると自動的に信号が変化す
るシステムについては、既に一部の都市交通（路線バスの運行）で渋滞緩
和の施策として採用されており、一般車両に新たな装置を義務づけることな
く実施されている。また、自動車の構造装置としてこれを規制し又は阻害す
る基準はない。

右提案主体からの再意見について回答されたい。

　本市では、緊急自動車の現場到着の遅延や事故が増
加しており、その原因の一つとして、緊急自動車の接近に
気づかずに、一般車両が道路交通法に定められた停止等
を行わないことがあると考えている。今回の貴省回答は前
回と同内容であるが、貴省は、到着遅延や事故が増加し
ている現状においても、現状の回転灯とサイレンで十分措
置されており、新たな対応は必要でないとお考えであるの
か、回答されたい。

　また、新たな負担等についても、本市としては前回意見
申し上げたとおり、緊急自動車の迅速・安全な走行や交通
の安全を確保する上では受忍の範囲内であり、過度な負
担とは考えていない。警察庁より公表された２００５年版警
察白書においても、超高齢社会への対策が急務であり、
安全運転に役立つ情報をカーナビに提供するシステムの
開発・普及の必要性を示しており、緊急自動車の接近情
報をカーナビ等で運転者へ知らせることも必要であると考
えるが、この点、貴省はいかがお考えか示されたい。

　なお、ＦＡＳＴなど緊急車両の走行支援システムについて
は、緊急自動車の迅速・安全な走行に大変有効であると
考えるが、本市では導入されておらず、全国的に見てもま
だまだ普及が進んでいない状況であり、今後、各自治体
が導入しやすいよう推進策を講じていただく必要があると
考えている。

当省が主導して検討を進めるものではないが、ITSを利用した現
場急行支援システム（FAST）は、緊急車両への優先信号制御や
経路誘導等を行い緊急支援を図ると共に、ご提案のような交差
点周辺の歩行者や車両に対して、緊急車両の接近の情報を提
供することも可能と聞いている。
　また、再検討要請において回答したとおり自動車の構造装置と
してこれを規制し又は阻害する基準はない。
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緊急車両が接近してきたことを『ブザーか音
声または光』により他車両の運転手へ注意
惹起を行う装置の設置を道路運送車両の保
安基準等において義務づける。

緊急自動車のより安全かつ迅速な走行及び現場到
着

岐阜県
岐阜市
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措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
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規
制
特
例

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

1
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3
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港湾施設であ
る道路を走行
する自動車に
対する保安基
準の緩和

○道路運
送車両の
保安基準
第55条
通達「基準
緩和自動
車の認定
要領につ
いて（依命
通達）」
○港湾法
第56条の
２の２「港
湾の施設
の技術上
の基準」

地方運輸局がその構造により若し
くはその使用の形態が特殊である
ことにより保安上公害防止上支障
がないと認定した自動車について
基準緩和することができる。
また、港湾法並びに「港湾の施設
の技術上の基準を定める省令」に
おいて道路の構造について定め
がある。

Ｃ －

　保安基準の緩和認定制度はその構造により若しくはその使用の形態が
特殊であることから保安上及び公害防止上支障がないと認められる自動
車について最小限の緩和措置を行う制度であり、ご提案については、安
全上の理由から対応することは困難である。
　なお、貴殿の提案されている重量物積載用専用架台輸送用特殊車両
は、作業場内での使用のために設計され、ブレーキ等極めて重要な基準
に適合しない車両と考えられる。

提案者の当該車両について、制動装置に改良を加
えれば、地方運輸局において基準緩和することがで
きると考えてよいか。また、それはどのように改良す
ればよいか。仮にそれだけではないとすれば、基準
に適合しない事項及び数値等を明確にし、どのよう
にすれば適合可能か示されたい。
また、それでも上記基準緩和出来ない場合には、一
般道路を通行する際に一時的に道路を遮断し、一
般車両等との混在を防止する措置をとることで、当
該車両を通行させることは可能と考えてよいか。右
提案主体からの意見を踏まえ検討の上回答された
い。

・国土交通省殿からの回答では、今回提案については安全上の理由
から対応することが困難であるとのことですが、安全上の理由とは、具
体的に保安基準のどの項目に該当するものかご教示いただければ幸
いです。なお、ご指摘のブレーキとは、保安基準（第12条の4）に定める
制動装置のことと理解しますが、今回提案した重量物積載用専用架台
輸送用特殊車両は、最高速度が約20km/ｈ（最大積載状態）であり、制
動初速度20ｋｍ/hでの制動停止距離が4ｍであるため保安基準（5ｍ
以下）に適合していると認識しています。
・国土交通省殿からの回答では、港湾法並びに「港湾の技術上の基準
を定める省令」において道路の構造について定めがあるとのことです
が、今回提案した道路は、道路構造令に準拠し設置されているもので
あり、港湾法並びに「港湾の技術上の基準を定める省令」に定める道
路の構造に適合していると認識しています。

(自動車交通局回答）
保安基準の緩和認定制度は、その構造により若しくはその使用の形態が特殊であることか
ら保安上及び公害防止上支障がないと認められる自動車について最小限の緩和措置を行
う制度である。提案にあるような分割可能な貨物を運搬する車両に対しては、長さ（基準値
は12メートル）、幅（基準値は2.5メートル）、高さ（3.8メートル）、走行性能（車両総重量と最
高出力の関係等を規定）、制動装置の性能（「最高速度20km/h未満の車両では停止距離
5m以下」等の要件を規定）については、緩和措置を認めていない。長さ、幅、高さについて
緩和措置を認めていないのは、カーブでの道路構造物との衝突、車線からのはみ出しによ
る対向車両との衝突、道路上方にある構造物や街路樹との衝突などの危険がありうること
に加え、分割可能な貨物は基準内の寸法の車両により運搬することが可能であることから
緩和措置の必然性が認められないからである。走行性能及びブレーキ性能に係る基準に
ついては、安全な運行を確保するために必要な要件を規定しているものであり、これに適合
しない場合には、安全な運行を確保できないおそれがあることに加え、技術的に対応可能で
あると考えられるため、緩和措置を認めていない。また、車両総重量の基準値（軸距に応じ
最大28トン）については、36トンを限度として緩和措置を行うことを可能とする措置を平成15
年10月から全国的に施行した。この措置では、軸重についての緩和措置も原則可能として
いる。なお、重量物積載用専用架台輸送用特殊車両を含め自動車は、道路を運行する場
合には、保安上及び公害防止上の必要最小限度の技術的要件を全て満たす必要があり、
これを満たさない自動車について道路の運行を認めることは困難である。
（港湾局回答）
　道路の幅員を超える車両が通行することに伴う他の一般車両の安全性確保の手段を明ら
かにするとともに、舗装や構造規格等の施設の安全性を確認する必要がある。以上を踏ま
えて、港湾の施設の技術上の基準の確保の観点から、港湾管理者が当該車両の通行の是
非を適切に判断する必要がある。

現行の保安基準緩和制度において認められないとしても、
貨物の流通の効率化を図る観点から、たとえば、港湾区域
内の道路に限定し、かつ、道路管理者や当該区域を所管す
る警察署、地方運輸局等の関係機関と調整をした方法によ
り、通行する道路を他の交通と分離するなどの安全対策を
講じることを条件とすることにより、当該車両について、保安
基準の緩和を認めることはできないか。

（1）自動車交通局殿からの回答では、分割可能な貨物は、基準内の寸法の車両で
運搬することが可能であるため、今回提案した重量物積載用専用架台輸送用特殊
車両に関しては保安基準の緩和措置の必然性がなく、基準緩和ができないとのこと
ですが、重量物積載用専用架台は、鉄鋼製品の岸壁からの出荷における重要な機
能（一時保管、大ロットでの陸上輸送等）を担う今回提案した事業の実現に必要不可
欠な物品であるとの観点から、構造改革特別区域として認定された道路を走行する
場合に限って、重量物積載用専用架台そのものを長大又は超重量で分割不可能な
単体物品と見なすことができないか検討いただければ幸いです。
また、自動車交通局殿からの回答では、今回提案したような重量物積載用専用架台
輸送用特殊車両に関して、保安基準に定める長さ、幅、高さについての緩和措置が
認められていない理由として、カーブでの道路構造物との衝突、車線からのはみ出し
による対向車との衝突、道路上方にある構造物や街路樹との衝突の可能性の3点を
挙げていただいておりますが、今回経路として提案した道路においては、当該車両が
カーブをする際に中央線をはみ出す場合があるため（直線部に関しては、はみ出しな
いがことを検証済）、カーブにおける対向車との衝突の可能性に対する安全対策とし
て、カーブ時における当該車両の徐行および先導車（誘導員）の配置による安全確
認の措置を講じることを考えています。（なお、今回提案した道路においてはその他
のご指摘の懸念点がないことを検証済/補足資料）。以上の措置を講じることにより、
当該車両が構造改革特別区域として認定された道路を走行する場合に限って、保安
基準に定める長さ、幅、高さについて基準緩和措置が認められないか検討いただけ
れば幸いです。
同様に、自動車交通局殿からに回答では、当該車両に関して、保安基準に定める走
行性能および制動装置の性能についての緩和措置が認められない理由として、安
全な運行を確保できないおそれ、技術的に対応可能の2点を挙げていただいており
ますが、技術的にどのような改良を加えれば保安基準に適合可能か具体的にご教
示いただければ幸いです（今回経路として提案したような平坦で舗装された道路おい
ては、走行性能に対して改良を加えることにより却って当該車両の安全な運行を損
ねる可能性があることを当方は懸念します）。併せて、自車第544号「自動車の走行
性能について」の第1項に「もっぱら構内等の特殊な地域において使用されるもの、
特殊な用途のもの等については、本基準を緩和することができる。」とありますが、当該
（2）また、特区推進室殿からの再検討要請にあるように、当該車両が今回提案した道

Ａ
－
１

再々検討要請中の「条件」について、港湾法第２条第５項及び第
６項に規定する道路（以下「道路」という。）において、事前に道
路の構造規格や舗装等の施設の安全性を確認するとともに、必
要に応じて舗装の維持、修繕等に係る費用の負担に関して実施
主体と協議する等適切に道路を管理するための措置が構造改
革特別区域計画を作成する地方公共団体又は実施主体の責任
において確実に実施されると港湾管理者が判断し、かつ、港湾
管理者、当該区域を所管する警察署及び地方運輸局等の関係
機関と調整した方法により、通行する道路が他の交通と分離さ
れ、道路が遮断されるという前提のもとであれば、港湾区域内に
おける貨物の流通の効率化を図る観点から、保安基準第５５条
第１項に規定する国土交通大臣が定める寸法及び重量に係る
事項のほか、原動機の動力不足等により円滑な走行に支障を
生じるおそれがないと判断される範囲において、保安基準第８
条（原動機及び動力伝達装置）について地方運輸局長が当該自
動車毎に指定したものは、保安基準の緩和を行うことができるよ
う措置する。
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・鉄鋼製品等の重量物を大ロットで積載でき
る専用架台（パレット等）輸送用の自動車に
ついては、港湾施設である道路を走行する
場合に限って、道路運送車両法の保安基準
第55条の規程に基づき保安基準　第2条（長
さ、幅及び高さ）、第4条（車両総重量）、第4
条の2（軸重等）の各項目、および国土交通
大臣が告示（第745条）で定める項目以外の
保安基準の各項目・通達・基準等（自車第
544号「自動車の走行性能について」、保安
基準　第12条の４（制動装置）等）について、
適用しないことが可能とする（基準緩和認定
することが可能とする）。

・臨港道路等の港湾施設である道路は、実態として
不特定多数が利用することにより道路交通法が適用
される。そのため、港湾施設である道路を利用しての
公共岸壁までの陸上輸送では、基準緩和認定（およ
び自動車検査、自動車登録）済の自動車を利用する
必要があるが、現行法で認定された基準緩和自動車
を利用しての鉄鋼製品等の重量物の陸上輸送は、輸
送ロットが小さくなり、港湾施設の能力に見合う大ロッ
トでの効率的な公共岸壁までの陸上輸送ができな
い。また、大量の自動車が必要となることに伴う通行
台数増から一般交通への影響さえも懸念されるた
め、鉄鋼製品等の重量物を出荷する際に公共岸壁は
ほとんど利用できない。以上のことから、鉄鋼製品等
の重量物を大ロットで積載することができる専用架台
（パレット等）輸送用の自動車については、構造改革
特別区域として認定された港湾施設である道路を走
行する場合に限って、基準緩和認定の取得が可能と
し、港湾施設の能力に見合う大ロットで効率的な陸上
輸送を実現することで、鉄鋼製品等の重量物輸送事
業の効率化を図る。またこの事業を通じて、公共の港
湾施設の利便性の向上を図り、とん税収入・港湾施
設利用料収入増等による地域の経済安定化・活性化
を期す。

新日本
製鐵㈱
君津製
鐵所
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特殊車両通行
許可に係る通
行時間帯制限
の緩和

道路法第
47条
道路法第
47条の２
第１項

通行時間帯の指定は交通量の少
ない渋滞しない時間で条件を附し
ているところ。また、午後９時から
午前６時の指定はその中でも特に
重量の重いＤ条件（一般交通に与
える影響が特に大きい）に附して
いるもの。

Ｃ －

道路は一定の諸元の車両の通行を想定し、この車両が安全かつ円滑に
通行できるよう設計されており、車両制限令によって道路を通行する車両
の寸法、重さ等の最高限度（一般的制限値）を定め、制限している。一般
的制限値を超える車両の通行は交通の安全や道路構造に与える可能性
があるため、車両の構造又は積載する貨物が特殊であるためやむを得な
い場合のみ必要な条件を附して通行を許可している。全国的にも違反車
両による事故が多発していることから慎重な対応が必要。

特殊車両通行許可に係る通行時間帯指定（午後９
時から午前６時）は原則であって、「特殊車両通行許
可に係る許可条件の通行時間帯指定基準第４」に
あるとおり、それ以外の時間帯も指定することがで
きることについて、提案者が想定するような、昼間等
の自動車交通が少なく、通行に支障がない等の場
合には、地域の実情に応じて、通行時間帯指定に
つき、たとえば前後１時間を拡大するなど、個別的
に、弾力的に運用することがすでに現行制度で可能
となっているのではないか。

　交通量等の状況は地域によって異なるため、規制のあり方も全国一
律ではなく、地域の実情に応じたものであるべきで、首都圏に比して、
交通量等が少ない茨城県の実情を勘案した規制緩和について配慮願
います。なお、Ｄ条件を付したうえで、走行ルートを設定することで、安
全性を担保できるものと考えます。

個
別
的
に
は
Ｄ
－
１

　再検討要請にあるように、個別の道路及び交通の状況から、夜間の交通
量が多く交通混雑が予想されるなど夜間の通行が著しく不適当かつ昼間の
交通量が少なく通行に支障がないなどの場合には、他の道路管理者等の
意見を勘案し、個別に通行時間帯を指定できるものである。
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現状では、特殊車両通行許可に係る通行時
間帯指定は、全国一律に午後９時から午前
６時の範囲とされているが、これを地域の実
情に応じて前後１時間拡大するよう規制を緩
和する。

通行時間帯の拡大により、港湾地域と内陸地域とを
結ぶ特殊車両について、時間内での複数回往復や
回送を可能とする。

茨城
県、栃
木県、
群馬県
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特殊車両通行
許可に係る車
両総重量の規
制緩和につい
て

道路法第
47条
道路法第
47条の２
第１項
車両制限
令第３条
第２項

一般的制限値を超えて車両を通
行させるためには、車両の構造が
特殊か、または積載物が分割不可
能な単体物であるなど特殊なもの

である必要がある。

Ｃ －

平成１５年１０月の緩和により、特例８車種については概ね４４トン以下を
分割可能な貨物でも運搬可能としたところ。
車種としてはバラ積み貨物の荷崩れ等による危険防止のため固縛等が
安定的に可能なものを認めている。
全国的にも違反車両による事故が多発していることから慎重な対応が必
要。

当室が提案主体から聴取した内容によれば、４４ｔを
超えて運びたい荷物は単体である建設機械とのこと
であった。分割不可能なものであれば、現行の制度
でも許可は可能であると考えるがどうか。

　交通量等の状況は地域によって異なるため、規制のあり方も全国一
律ではなく、地域の実情に応じたものであるべきで、首都圏に比して、
交通量等が少ない茨城県の実情を勘案した規制緩和について配慮願
います。なお、走行ルートを設定することで、安全性を担保できるもの
と考えます。

貨
物
が
分
割
不
可
能
な
も
の
で
あ
れ
ば
Ｄ
－
１

　再検討要請にあるように、貨物が分割不可能など特殊であるため道路管
理者がやむを得ないと認めるときは、４４トンを超えても、車両の条件や経
路の橋梁等構造物の条件から個別に審査を行い、道路の構造を保全し交
通の危険を防止するための条件を付して許可することは現行制度で可能。
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現状では、特殊車両通行許可に係る車両総
重量について、特例８車種に限り４４トンに引
き上げられたところであるが、これをすべて
の車両に適用するよう規制を緩和する。

対象車両の拡大により、港湾地域と内陸地域とを結
ぶ特殊車両について、効率的な輸送を可能とする。

茨城
県、栃
木県、
群馬県
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未登録の自動
車（海上コン
テナ輸送用自
動車）の道路
運行規制の緩
和

道路運送
車両法第
２条第５項
道路運送
車両法第
２条第６項
道路運送
車両法第
４条

自動車は、登録を受けたものでな
ければ、運行の用に供してはなら
ない。

C －

コンテナターミナルと貨物鉄道駅間が公道であり、昼間には門が開放され
ているため、一般の人や車両も当該箇所を少なからず通行すると考えら
れることから、コンテナターミナルと貨物鉄道駅間の公道を通行する車両
（以下、「対象車両」という。）と一般の通行人・通行車両は混在する可能
性がある。このため、対象車両についても、安全確保等の観点から、車両
の保安基準を満たすために、道路運送車両法に基づく検査を受ける必要
があり、また、事故時に車両を特定し、その自賠責保険により交通事故被
害者の保護を行う必要があること等から、登録を行い自動車登録番号標
（ナンバープレート）を取り付ける必要がある。
以上より、対象車両についても、自動車の検査・登録が必要である。

一般道路を通行する際に一時的に道路を遮断し、
一般車両等との混在を防止する措置をとることで、
当該車両を通行させることは可能となると考えてよ
いか。
また、港湾区域が公道で分断され、それを横断する
ような場合、一般の交通量が少ない時間帯に限っ
て、無ナンバー車の通行を許可することはできない
か。

　一般論として、港湾管理者等により交通が遮断されており、その間一般交
通の用に供されていないのであれば、未検査・未登録の車両でも当該区間
を通行することは可能と考えるが、具体的には現場の交通状況・実際の措
置内容等を踏まえて判断する必要がある。

本牧ふ頭内は、関係者以外立ち入り禁止とする看板が掲
示され出入りが制限されていることや、無ナンバーの車両
が当該区間（ターミナルとふ頭駅間）を横断することをふ頭
を出入りする関係者に周知することとともに、
横浜市から示された安全対策
①管理用ゲートを使用した最短距離のルートで道路を横断
②午前や夜間など交通量の少ない時間帯に通行
③横断する道路の両車線側に保安要員を配置し両サイド
からの一般交通を遮断
を講ずるにより、交通が遮断され、一時的に一般交通の用
に供されない状態であれば、未検査・未登録の車両でも当
該区間を通行することは可能か。

一般通行車両と混在することが考えられるため安全性確
保の観点から対応不可との回答ですが、本牧ふ頭内は、
関係者以外立ち入り禁止とする看板が掲示され出入りが
制限されています。また、ふ頭内と一般道の間には門扉
が設置されており、夜間は外部からの交通を遮断しており
ます。 さらに、今回提案しているBCコンテナターミナル～
鉄道駅（本牧埠頭駅）間における無ナンバー車両のコンテ
ナ移送にあたっては、安全確保に配慮し次のような対応
策を講じます。
 ①管理用ゲートを使用した最短距離のルートで道路を横
断
 ②午前や夜間など交通量の少ない時間帯に通行
 ③横断する道路の両車線側に保安要員を配置し両サイ
ドからの一般交通を遮断
これらにより、交通が遮断され、横断時の安全性確保が
図れることから、未検査・未登録の車両でも当該区間を通
行することは可能と考えております。

Ｄ
-
Ⅰ

提案の①②③等を措置することによって交通が遮断され、その
間一般交通の用に供されていないのであれば、未検査・未登録
の車両でも当該区間を通行することは可能と考える。
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本牧ふ頭内の港湾道路について、道路運送
法の道路から除外し、未登録の車両の通行
を認めること。

横浜港では、本港の中核施設である本牧ふ頭ＢＣ突
堤間コンテナターミナルに隣接し鉄道貨物駅が立地
している。現行では、海上コンテナを取扱っていない
が、スーパー中枢港湾として横浜港が一層国際競争
力を強化するためには国内フィーダー輸送の拡充が
必要であり、今後はその立地特性を活かして、海上コ
ンテナの取り扱いを開始する予定である。そこで、
ターミナル内専用で使用されている未登録のトラック
等が、そのままターミナルゲート外へ出て、ターミナル
と鉄道駅間の移送を行い、この間をターミナル内の荷
役と同様の扱いとすることで、効率的な輸送の実現を
図りたい。ついては、未登録の自動車であるターミナ
ル内専用車両が、移送区間となる本牧ふ頭内におい
て、未登録のまま走行できるよう規制を緩和措置され
るよう要望する。

横浜市
港湾局
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自動車の回送
運行時におけ
る仮ナンバー
表示の柔軟化
拡大

道路運送
車両法第
３６条の２
道路運送
車両法施
行規則第
２６条の３
道路運送
車両法施
行規則第
２６条の５
道路運送
車両法施
行規則第
２６条の６

自動車の回送運行を行う場合に
は、法令に規定された回送運行許
可番号標を表示しなければならな
い。

Ｃ －

自動車の回送のうち、自動車専用船から陸揚げした自動車の駐車場、自
動車整備工場その他関係施設への回送又は自動車運送船に積み込む
ための回送については、取り扱う自動車の多くが外国製の新車であるた
め、車体に損傷を与えることのないよう非常に丁寧な取扱いをすることが
求められ、かつ、自動車運送船が埠頭に接岸されてから短距離を、短時
間に多量の自動車を回送するために、短時間で効率的に番号標を取り付
けられることが必要とされた。
このため、こうした回送の場合に限って、簡便に取り付け可能で車両に傷
の付かない番号標の使用を認めることとしているものであるが、本提案に
あるように、商品車が工場から駐車場等の保管場所に移動する場合につ
いては、計画的な回送を行うこと等により、必ずしも短時間で回送する必
要性に乏しいと考えられることから、仮ナンバー表示の柔軟化を拡大する
ことは困難である。

道路運送車両法施行規則第２６条の６においては
「主として自動車運送船から陸揚げされた自動車の
当該自動車運送船が発着するふ頭から駐車場、自
動車整備工場その他関係施設への回送」の場合に
は、仮ナンバー表示の柔軟化が認められるとしてお
り、あくまで、「主として」ということで、そのようなふ
頭と自動車関連施設の間の移動について例示して
いるだけであって、当該規定は工場と駐車場などの
自動車関連施設間の移動を排除しておらず、現行
法令においても提案の内容は実現可能なのではな
いか。また、仮にそうでないとしても、当該提案の場
合、一時的に工場から駐車場に仮置きするものであ
ることから、その取り扱いは運送船に積み込む際と
同様に非常に丁寧なものとする必要があることに変
わりなく、通常の仮ナンバーを取り付けることとすれ
ば、非効率・非経済的になることから、地域の状況
を踏まえつつ工場からモータープール等までの距離
や地域等に条件を加えることにより、当該特例を認
めることはできるのではないか。右提案主体からの
意見を踏まえ検討の上回答されたい。

　関連事業である特区整理番号1204「自動車の回送運行時における
仮ナンバー表示の柔軟化事業」においては日本製の商品車もあり、必
ずしも外国製を想定していない。また、外国製の商品車および日本製
の商品車の両方において区別なく丁寧な取扱いをすることは必要であ
る。
　本提案の目的は商品車を工場等から公道を通行する必要がある駐
車場等保管場所への回送車の仮ナンバー表示の柔軟化事業適用で
ある。
　現状は、工場等から駐車場等保管場所へ計画的に回送を実施して
いるが、マグネット式回送運行許可番号標等を使用し、より一層の回
送時間短縮による経済効果を想定し提案している。
　なお、各分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域
の活性化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与
することを目的とした構造改革特別区域法の主旨から、より一層の回
送時間短縮は必要性があると考えられる。

　（特区整理番号1204「自動車の回送運行時における仮ナンバー表示
の柔軟化事業」平成17年3月11日道路運送車両法施行規則の一部を
改正する省令により全国展開済）

D
-
1
－

　提案主体からの要望にある回送運行（工場等から駐車場等まで）が、自
動車運送船から陸揚げするか又は自動車運送船への積み込みのための
回送運行の一部分であると認められる場合に限り、省令（道路運送車両法
施行規則第２６条の６）の要件を満たしていることを条件に柔軟化回送運行
許可番号標の使用は可能である。

貴省回答では「自動車運送船から陸揚げするか又は自動
車運送船への積み込みのための回送運行の一部分である
と認められる場合に限り」可能とのことだが、当該提案のよ
うに、工場等から駐車場等まで回送する車両の中に、陸送
される車両が混在し自動車運送船に積み込むために回送
する車両と区別することができないような場合においても、
現行制度において対応可能とすることができないか。

　今回の提案において想定している工場等から駐車場等
保管場所への回送運行は、多くは自動車運送船への積
込を目的とするもの及び保管後に陸送等をすることを目
的とするものであるが、一部保管後に陸送する場合もあ
り、どちらも同様の回送ルートとしている。
　このことから、関連事業である特区整理番号1204「自動
車の回送運行時における仮ナンバー表示の柔軟化事業」
が認められている「水島港国際物流・産業特区」におい
て、工場等から駐車場等保管場所への回送運行にマグ
ネット式回送運行許可番号標を使用し、より一層の回送
時間短縮による経済効果を想定し提案している。
　なお、各分野における経済社会の構造改革を推進する
とともに地域の活性化を図り、もって国民生活の向上及び
国民経済の発展に寄与することを目的とした構造改革特
別区域法の主旨から、回送運行の目的によりマグネット式
回送運行許可番号標の使用の是非を決定する必要はな
いものと考えられる。

工場からモータープールへ移送する際、自動車運送船に積み込
むために回送するものと陸送するものとの区別ができない場合
は、当該区間における回送は自動車運送船に積み込むための
回送の一部分との整理の下、主として回送運行の用に供されて
いる道路としての条件を満たしている場合には、柔軟化回送運
行許可番号標の適用の対象となり得るものと考える。
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　「特区整理番号1204、自動車の回送運行
時における仮ナンバー表示の柔軟化事業」
（平成17年3月11日道路運送車両法施行規
則の一部を改正する省令により全国展開さ
れた事業）においては、自動車運送船(埠頭)
と駐車場および自動車整備工場その他関連
施設間の商品車の回送となっている。

　マグネット式で柔らかい材質を採用するなど車体に
傷が付かず、取付け取外し作業が省力化される回送
運行許可番号標の使用を可能とすることにより、自動
車回送運行作業の円滑化・効率化を図る。

「水島
コンビ
ナート
競争力
強化検
討委員
会」
岡山
県、岡
山県倉
敷市、
旭化成
ケミカ
ルズ
（株）、
（株）ク
ラレ、Ｊ
ＦＥス
チール
（株）、
（株）
ジャパ
ンエナ
ジー、
新日本
石油精
製
（株）、
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規制の特例事
項名

該当法令
等

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
ェ

規
制
特
例

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

1
2
3
0
5
1
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自主防犯パト
ロールに使用
する自動車に
青色回転灯を
装備する場合
の取扱いの緩
和（補導パト
ロール車）

道路運送
車両の保
安基準第
55条
通達「自主
防犯パト
ロールに
使用する
自動車に
青色回転
灯を装備
する場合
の取扱い
について」
（平成16年
11月警察
庁生活安
全局及び
自動車交
通局発）

警察本部長から自主防犯パトロー
ルを適正に実施されると証明され
た団体等に対し、青色回転灯の装
着を基準緩和により認めるもので
ある。

Ｄ
－
１
－

警察本部長から青色回転灯を装備する自動車による自主防犯パトロール
を適正に行うことができる旨の証明を受けた者については、保安基準第
55条の規定による基準の緩和の認定手続きにより、青色回転灯の自動
車への装備が認められる。

1
0
4
0

1
0
4
0
1
0
1
0

平成１６年１２月１日から自主防犯パトロール
に使用する自動車に青色回転灯を装備する
場合の取扱について一定の規制緩和がなさ
れたところであるが、補導パトロール車につ
いては、規制緩和の対象には入っていない
ので、更なる規制緩和を求める。

補導パトロール車にも青色回転灯を装備することに
より、さらに、地域の目に触れ、非行の未然防止及び
地域の防犯はもちろん、地域住民への健全育成の意
識及び防犯意識の啓発に役立つ。

愛媛県
新居浜
市
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交通安全活動
に使用する地
方公共団体所
有の「交通安
全指導車」に
対する道路運
送車両法の保
安基準の規制
緩和（ワンタッ
チ式赤色回転
灯の取付）

道路運送
車両の保
安基準第
４２条
道路運送
車両の保
安基準の
細目を定
める告示
第２１８条
第１項、第
２項、第６
項

道路運送車両の保安基準（運輸
省令）第４２条の規定により、自動
車への赤色回転灯の装備は、緊
急自動車に限って認められてい
る。

C －

自動車への赤色回転灯の備え付けは、原則として、緊急自動車に限って
認められている。これは、緊急自動車は、使用形態が特殊なため、交通の
安全を確保する上で、他の交通等に特別な注意を喚起する必要性が高
いことによるものであり、一方、その効果を確保し、交通の混乱を防止す
るためには、その他の自動車への赤色回転灯の装備は禁止する必要が
あるからである。都道府県公安委員会から緊急車両の指定を受けた自動
車については、赤色回転灯の備え付けが認められる（脱着式も可）。これ
以外の自動車は、赤色回転灯の備え付けを認めることは出来ない。

右提案主体からの意見について、回答されたい。ま
た、通常赤色回転灯を設置していない車両が道路
以外の場所に停車している時に限り赤色回転灯を
車両に設置、灯火し、交通安全活動を実施すること
は可能か（活動終了後、赤色回転灯は取り外す）。

　当町は、交通事故死亡者１３年連続全国ワーストワンの北海道オ
ホーツク地域の主要国道・道道の分岐点であり交通の要衝に位置して
おり、道路状況は直線路・緩やかな曲線路が多く、事故の特徴として
は、郊外部直線路での速度超過に起因するものが最も多く、致死率も
全国平均に対して北海道が２倍、北海道平均に対して当町が２倍であ
り、速度抑止対策は無窮の命題であります。　交通安全運動におい
て、緊急自動車としての警察車両が赤色灯を設置走行又は設置点灯
走行により通行車両の速度抑止効果をもたらしたている状況でありま
す。　そのため、美幌町が有する交通安全指導車（２台）が設置走行
し、また、交通安全運動期間において停車時に限り赤色灯を点灯する
ことは、緊急自動車の用務の妨げや誤解を生むものではなく、それ以
上に速度抑止効果による交通安全が保たれ、多くの生命を守ることと
考えられます。　この地域は、世界遺産に指定された知床への玄関口
でもあり、交通量や規程速度を超えた走行が多くなっており、町民の総
意を持って交通安全運動を進める必要があります。　このような北海道
のこの地域の特殊性を御理解いただき、この制度の再考をお願いいた
します。

赤色回転灯は、緊急車両の通行の特殊性ゆえに、都道府県公安委員会か
ら緊急車両の指定を受けた自動車に限り、脱着式を含め赤色回転灯の備
え付けを認めているものであり、これ以外の自動車は、赤色回転灯の備え
付けを認めることは出来ない。
また、自動車が道路以外の場所に停車している時に限り赤色回転灯を自動
車に設置する場合においても、道路運送車両の保安基準の適用を受ける。

・道路運送車両法第４１条で「自動車は、次に掲げる装置に
ついて、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その
他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、
運行の用に供してはならない」とされているが、まさにその
「運行」とは、同法第２条第５項で「人又は物品を運送すると
しないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方
に従い用いること（道路以外の場所のみにおいて用いるこ
とを除く。）」とされていることから、「通常赤色回転灯を設置
していない車両が停車している時に限り赤色回転灯を車両
に設置、灯火する（活動終了後、赤色回転灯は取り外す）」
行為はそもそも、道路運送車両法及び保安基準の適用を
受けない行為ではないのか。
・仮に適用を受ける行為だとすれば、その具体的根拠を明
確にされたい。右提案主体の意見を踏まえ、検討の上回答
されたい。

　二回わたる回答はいづれも原則論であり、その域を超え
て考察して頂かないと本件についての可否の論議は検討
の余地が皆無であると思われます。　北海道内の交通安
全運動については、現実に北海道、北海道警察の連携協
力の下、市町村、交通安全協会、安全運転管理者協議会
等幅広い民間団体による「事故防止を切に願う心」に起因
した純粋な安全意識の高まりによるボランティア活動であ
ります。　その中でも、３大対策（スピードダウン、シル
バー・セーフティアップ、シートベルト・レベルアップ）の筆
頭であるスピードダウンへの最も効果的な運動として、警
察パトカーの「レッド走行」と併せて「パトカーライト」の定
置灯火による啓発を併用して抑止効果を最大限に発揮し
ているものです。　このことについては、実施関係者は勿
論のこと、警察関係者からも高い評価を受けていることも
現実であります。　本構想による「パトカーライト啓発」は道
路路側外・脇のスペースにより完全停車により実施するこ
とから、緊急自動車の走行活動する際の妨害、周囲交通
への混乱を招くとは考えにくいものです。　本状況から、
再々検討をお願い致します。

赤色回転灯は、緊急車両の通行の特殊性ゆえに、都道府県公
安委員会から緊急車両の指定を受けた自動車に限り、脱着式を
含め赤色回転灯の備え付けを認めているものであり、これ以外
の自動車は、赤色回転灯の備え付けを認めることは出来ない。
　また、道路運送車両法第99条の２において「有効な自動車検
査証の交付を受けナンバーを取り付けた自動車は、改造、装置
を取り付け又は取外し等の行為であって保安基準に適合しない
こととなるものを行ってはならない」とある。
　なお、自動車への取り付け機能を有さず、かつ、電源が自動車
から供給されない赤色回転灯器具を、自動車の上に置くことは、
道路運送車両法第99条の２における「改造、装置を取り付け又
は取外し等の行為」に該当せず、このような装置を運行の用に
供していない自動車において使用するのであれば現行法の枠
内でも実施可能である。
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交通安全活動に使用する「交通安全指導
車」への常時灯光の色が赤色の灯火を備え
付け交通安全啓発時の停車時に限って点灯
すること

本来設置の認められていない、赤色灯光を常時搭載
し、官民一体となって実施している交通安全啓発時
に、赤色灯光を点灯させることにより、通過車両への
速度抑止効果が大きい。
（条件）交通安全啓発時の停車時に限る。

北海道
美幌町

1
2
3
0
5
3
0

交通安全活動
に参加する
「交通安全推
進団体会員」
の「自家用車」
に対する道路
運送車両法の
保安基準規制
緩和（ワンタッ
チ式赤色回転
灯の取付）

道路運送
車両の保
安基準第
４２条
道路運送
車両の保
安基準の
細目を定
める告示
第２１８条
第１項、第
２項、第６
項

道路運送車両の保安基準（運輸
省令）第４２条の規定により、自動
車への赤色回転灯の装備は、緊
急自動車に限って認められてい
る。

C －

自動車への赤色回転灯の備え付けは、原則として、緊急自動車に限って
認められている。これは、緊急自動車は、使用形態が特殊なため、交通の
安全を確保する上で、他の交通等に特別な注意を喚起する必要性が高
いことによるものであり、一方、その効果を確保し、交通の混乱を防止す
るためには、その他の自動車への赤色回転灯の装備は禁止する必要が
あるからである。都道府県公安委員会から緊急車両の指定を受けた自動
車については、赤色回転灯の備え付けが認められる（脱着式も可）。これ
以外の自動車は、赤色回転灯の備え付けを認めることは出来ない。

右提案主体からの意見について、回答されたい。ま
た、通常赤色回転灯を設置していない車両が道路
以外の場所に停車している時に限り赤色回転灯を
車両に設置、灯火し、交通安全活動を実施すること
は可能か（活動終了後、赤色回転灯は取り外す）。

　当町は、交通事故死亡者１３年連続全国ワーストワンの北海道オ
ホーツク地域の主要国道・道道の分岐点であり交通の要衝に位置して
おり、道路状況は直線路・緩やかな曲線路が多く、事故の特徴として
は、郊外部直線路での速度超過に起因するものが最も多く、致死率も
全国平均に対して北海道が２倍、北海道平均に対して当町が２倍であ
り、速度抑止対策は無窮の命題であります。　交通安全運動におい
て、緊急自動車としての警察車両が赤色灯を設置走行又は設置点灯
走行により通行車両の速度抑止効果をもたらしたている状況でありま
す。　そのため、当町の交通安全活動に参加する交通安全推進団体
会員の「自家用車」が、警察、地方公共団体と一体となって、交通安全
運動期間において停車時に限り赤色灯を点灯することは、緊急自動車
の用務の妨げや誤解を生むものではなく、それ以上に速度抑止効果
による交通安全が保たれ、多くの生命を守ることと考えられます。　こ
の地域は、世界遺産に指定された知床への玄関口でもあり、交通量や
規程速度を超えた走行が多くなっており、町民の総意を持って交通安
全運動を進める必要があります。　このような北海道のこの地域の特
殊性を御理解いただき、この制度の再考をお願いいたします。

赤色回転灯は、緊急車両の通行の特殊性ゆえに、都道府県公安委員会か
ら緊急車両の指定を受けた自動車に限り、脱着式を含め赤色回転灯の備
え付けを認めているものであり、これ以外の自動車は、赤色回転灯の備え
付けを認めることは出来ない。
また、自動車が道路以外の場所に停車している時に限り赤色回転灯を自動
車に設置する場合においても、道路運送車両の保安基準の適用を受ける。

・道路運送車両法第４１条で「自動車は、次に掲げる装置に
ついて、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その
他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、
運行の用に供してはならない」とされているが、まさにその
「運行」とは、同法第２条第５項で「人又は物品を運送すると
しないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方
に従い用いること（道路以外の場所のみにおいて用いるこ
とを除く。）」とされていることから、「通常赤色回転灯を設置
していない車両が停車している時に限り赤色回転灯を車両
に設置、灯火する（活動終了後、赤色回転灯は取り外す）」
行為はそもそも、道路運送車両法及び保安基準の適用を
受けない行為ではないのか。
・仮に適用を受ける行為だとすれば、その具体的根拠を明
確にされたい。右提案主体の意見を踏まえ、検討の上回答
されたい。

　二回わたる回答はいづれも原則論であり、その域を超え
て考察して頂かないと本件についての可否の論議は検討
の余地が皆無であると思われます。　北海道内の交通安
全運動については、現実に北海道、北海道警察の連携協
力の下、市町村、交通安全協会、安全運転管理者協議会
等幅広い民間団体による「事故防止を切に願う心」に起因
した純粋な安全意識の高まりによるボランティア活動であ
ります。　その中でも、３大対策（スピードダウン、シル
バー・セーフティアップ、シートベルト・レベルアップ）の筆
頭であるスピードダウンへの最も効果的な運動として、警
察パトカーの「レッド走行」と併せて「パトカーライト」の定
置灯火による啓発を併用して抑止効果を最大限に発揮し
ているものです。　このことについては、実施関係者は勿
論のこと、警察関係者からも高い評価を受けていることも
現実であります。　本構想による「パトカーライト啓発」は道
路路側外・脇のスペースにより完全停車により実施するこ
とから、緊急自動車の走行活動する際の妨害、周囲交通
への混乱を招くとは考えにくいものです。　本状況から、
再々検討をお願い致します。

赤色回転灯は、緊急車両の通行の特殊性ゆえに、都道府県公
安委員会から緊急車両の指定を受けた自動車に限り、脱着式を
含め赤色回転灯の備え付けを認めているものであり、これ以外
の自動車は、赤色回転灯の備え付けを認めることは出来ない。
　また、道路運送車両法第99条の２において「有効な自動車検
査証の交付を受けナンバーを取り付けた自動車は、改造、装置
を取り付け又は取外し等の行為であって保安基準に適合しない
こととなるものを行ってはならない」とある。
　なお、自動車への取り付け機能を有さず、かつ、電源が自動車
から供給されない赤色回転灯器具を、自動車の上に置くことは、
道路運送車両法第99条の２における「改造、装置を取り付け又
は取外し等の行為」に該当せず、このような装置を運行の用に
供していない自動車において使用するのであれば現行法の枠
内でも実施可能である。
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警察、地方自治体と一体となって実施する交
通安全啓発時に限り「交通安全推進団体会
員の自家用車」へ、交通安全啓発現場での
灯光の色が赤色のワンタッチ式灯火を備え
付け停車時に限って点灯すること

本来設置の認められていない、赤色灯光を搭載し、
官民一体となって実施している交通安全啓発時に、
赤色灯光を点灯させることにより、通過車両への速度
抑止効果が大きい。
（条件）交通安全啓発時の停車時に限る。

北海道
美幌町
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道路交通法施
行令における
「道路維持作
業用自動車」
要件の緩和
と、着脱式回
転灯の設置可
能化

道路運送
車両の保
安基準第
４２条
道路運送
車両の保
安基準の
細目を定
める告示
第２１８条
第１項、第
２項、第６
項

道路運送車両の保安基準（運輸
省令）第４２条の規定により、自動
車への黄色回転灯の装備は、道
路維持作業用自動車に限って認
められている。

C －

自動車への黄色回転灯の備え付けは、原則として、道路維持作業用自動
車に限って認められている。これは、道路維持作業用自動車は、使用形
態が特殊なため、交通の安全を確保する上で、他の交通等に特別な注意
を喚起する必要性が高いことによるものであり、一方、その効果を確保
し、交通の混乱を防止するためには、その他の自動車への黄色回転灯の
装備は禁止する必要があるからである。都道府県公安委員会から道路維
持作業用自動車の指定を受けた自動車については、黄色回転灯の備え
付けが認められる（脱着式も可）。これ以外の自動車については、黄色回
転灯の備え付けを認めることは出来ない。

貴省回答によると、「自動車への黄色回転灯の備え
付けは、原則として、道路維持作業用自動車に限っ
て認められている。」とあるが、原則以外に黄色回転
灯が認められる場合を全て列挙されたい。河川堤防
と堤防道路としての一般道路が接している地域で
は、洪水時に専任水防団、水防協力団体が行う活
動は、河川の巡視、漏水防止作業の他に道路の維
持、補修作業を行うのが通例である。この場合、水
防活動と道路維持作業は一体不可分のものである
から、平時は自家用車として使用している自動車に
ついて、洪水時に道路維持作業用自動車として着
脱式黄色回転灯の設置を認めることはできないか。
また、右の提案主体からの意見について回答された
い。

今回のご回答の主旨は、警察庁が本市の水防団等が使用する車両を
道路交通法第４１条第４項に定める道路維持作業用自動車として認め
られれば、マグネット等による着脱式の黄色回転灯の装備使用を認め
られると解してよいのか、回答されたい。

「自動車への黄色回転灯の備え付けは、原則として、道路維持作業
用自動車に限って認められている。」との記載について、道路維持
作業用自動車以外に黄色回転灯の取り付けは認めていない。また、
都道府県公安委員会から指定を受けた道路維持作業用自動車に装着
する黄色回転灯については、マグネット等の脱着式についても認め
られる。

1
1
0
8

1
1
0
8
1
0
1
0

専任水防団及び水防協力団体が使用する
私有車両について、その車両を限定し、堤防
を使用した一般道路で行なう巡視や水防作
業に限り、道路維持作業自動車として認め、
ゴムマグネット等による着脱式の黄色回転灯
の装備を可能とする。

岐阜市水防団及び水防協力団体がゴムマグネット等
による着脱式の黄色回転灯を装備使用し、一般車両
との事故を未然に防ぎ、安全に水防活動である河川
パトロール等を行う。

岐阜県
岐阜市

1
2
3
0
5
5
0

港湾法の変更
または解除

港湾法
第３７条、
第３９条

港湾法第３７条は、港湾区域内又
は港湾隣接地域内において占用
等をしようとする者は、港湾管理者
の許可を受けなければならない旨
規定している。

港湾法第３９条は、港湾管理者
は、臨港地区内において分区を指
定することができる旨規定してい
る。（分区の変更の場合も変更指
定として整理している）

Ｄ
－
１
Ｅ

－

　提案者は、分区の規制があるため、また、水域の占用許可が出ないた
めにマリーナの建設及び運営等ができないとしているが、港湾管理者で
ある兵庫県（以下、「兵庫県」という。）においては港湾法第39条の規定に
基づく分区を定めていないため、分区による構築物規制は存在しないも
のと考えている。なお、分区の指定や変更に係る事務、港湾法第37条第1
項に規定する港湾区域内の水域の占用等に係る事務は、兵庫県が行う
自治事務であり、全ての判断は兵庫県が行うものである。
　提案者がマリーナの建設や港湾区域内の水域を占用したいとしている
箇所については、兵庫県が港湾法第３条の３の規定に基づき定めている
港湾計画において、陸域部分についてはふ頭用地として、また、水域部分
については当該ふ頭を船舶が利用するために必要な泊地として計画され
ている。なお、ふ頭用地の整備のために行っている埋立ては、兵庫県が
実施しているものであることから、国有地は存在せず、竣功した土地につ
いては、全て兵庫県の所有地である。
　よって、提案者が行おうとするマリーナの建設及び運営等の事業を当該
箇所で実施するためには、水域を含めた当該ふ頭の利用計画が争点で
あり、兵庫県が、提案者の計画を、東播磨港の適正な管理運営、効率的
な利用の観点等から妥当であると判断した場合には、港湾計画等の所要
の変更手続きを経た上で実施されるものである。

担当所管の兵庫県東播磨県民局港湾課に再度要請を行いましたが、
回答が得られないのは、7次案の港湾整備計画の中にあると、言う回
答ですが、現実に港湾整備計画が数十年も進行しておらず、要請をす
れば、何年先になるか解らないが、護岸を30Mほど埋め立て予定であ
るとの回答で、国土交通省の回答では、現行の法で、十分対応可能、
又、事実誤認と回答されています、又兵庫県の所有であるとされてい
ますが、われわれ個人では、内部事情は、まったく解りません、多くの
税金が、投入され、公共埠頭として作られたのにもかかわらず、個人が
起業しようとするとできないと言うのは、理解できない、又、官民一体事
業も可能になり、一部マリ－ナ区域に指定することにより、不法係留船
の入出港管理もでき、海上の交通安全処理も可能となる、又、税金で
一時係留設備のボ－トパ－クを数多く設置し海上係留施設に年間に6
万円～7万円程度の係留費を徴収しても、入出港管理もできていない
又、漁業関係の定置網情報、操業情報、気象情報などの提供もうけず
に出港し海上事故が、プレジャ－ボ－トに多くみられるのが、現状であ
る、この状況から判断しても政府、国土交通省の協力が、必要である、
又、日本全国にも県港湾の土地、企業庁の土地が、撤退、倒産などに
よる区画地が、数多く存在している、このような現状で、新規起業者
が、区画指定(工業地域)だからだめだと、言われるのは、矛盾している
と思われる、地域活性化、の為にも問題である少子高齢化の雇用、シ
ルバ－人材の利用などの対応が必要だと考えます、政府から、各関係
箇所(港湾課)に指導助言をし遊休地利用の促進を法的根拠で開放し
てもらいたいのです。

1
0
1
3

1
0
1
3
1
0
1
0

港湾法の工業港区の解除またはマリーナ港
区への変更（港湾法　第39条）

マリーナの設置 個人
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  12　国土交通省（特区）再々検討要請

管
理
コ
ー

規制の特例事
項名

該当法令
等

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
ェ

規
制
特
例

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

1
2
3
0
5
6
0

公共埠頭（工
業用地）の解
除または変更

港湾法
第３７条、
第３９条

港湾法第３７条は、港湾区域内又
は港湾隣接地域内において占用
等をしようとする者は、港湾管理者
の許可を受けなければならない旨
規定している。

港湾法第３９条は、港湾管理者
は、臨港地区内において分区を指
定することができる旨規定してい
る。（分区の変更の場合も変更指
定として整理している）

Ｄ
－
１
Ｅ

－

　提案者は、分区の規制があるため、また、水域の占用許可が出ないた
めにマリーナの建設及び運営等ができないとしているが、港湾管理者で
ある兵庫県（以下、「兵庫県」という。）においては港湾法第39条の規定に
基づく分区を定めていないため、分区による構築物規制は存在しないも
のと考えている。なお、分区の指定や変更に係る事務、港湾法第37条第1
項に規定する港湾区域内の水域の占用等に係る事務は、兵庫県が行う
自治事務であり、全ての判断は兵庫県が行うものである。
　提案者がマリーナの建設や港湾区域内の水域を占用したいとしている
箇所については、兵庫県が港湾法第３条の３の規定に基づき定めている
港湾計画において、陸域部分についてはふ頭用地として、また、水域部分
については当該ふ頭を船舶が利用するために必要な泊地として計画され
ている。なお、ふ頭用地の整備のために行っている埋立ては、兵庫県が
実施しているものであることから、国有地は存在せず、竣功した土地につ
いては、全て兵庫県の所有地である。
　よって、提案者が行おうとするマリーナの建設及び運営等の事業を当該
箇所で実施するためには、水域を含めた当該ふ頭の利用計画が争点で
あり、兵庫県が、提案者の計画を、東播磨港の適正な管理運営、効率的
な利用の観点等から妥当であると判断した場合には、港湾計画等の所要
の変更手続きを経た上で実施されるものである。

担当所管の兵庫県東播磨県民局港湾課に再度要請を行いましたが、
回答が得られないのは、7次案の港湾整備計画の中にあると、言う回
答ですが、現実に港湾整備計画が数十年も進行しておらず、要請をす
れば、何年先になるか解らないが、護岸を30Mほど埋め立て予定であ
るとの回答で、国土交通省の回答では、現行の法で、十分対応可能、
又、事実誤認と回答されています、又兵庫県の所有であるとされてい
ますが、われわれ個人では、内部事情は、まったく解りません、多くの
税金が、投入され、公共埠頭として作られたのにもかかわらず、個人が
起業しようとするとできないと言うのは、理解できない、又、官民一体事
業も可能になり、一部マリ－ナ区域に指定することにより、不法係留船
の入出港管理もでき、海上の交通安全処理も可能となる、又、税金で
一時係留設備のボ－トパ－クを数多く設置し海上係留施設に年間に6
万円～7万円程度の係留費を徴収しても、入出港管理もできていない
又、漁業関係の定置網情報、操業情報、気象情報などの提供もうけず
に出港し海上事故が、プレジャ－ボ－トに多くみられるのが、現状であ
る、この状況から判断しても政府、国土交通省の協力が、必要である、
又、日本全国にも県港湾の土地、企業庁の土地が、撤退、倒産などに
よる区画地が、数多く存在している、このような現状で、新規起業者
が、区画指定(工業地域)だからだめだと、言われるのは、矛盾している
と思われる、地域活性化、の為にも問題である少子高齢化の雇用、シ
ルバ－人材の利用などの対応が必要だと考えます、政府から、各関係
箇所(港湾課)に指導助言をし遊休地利用の促進を法的根拠で開放し
てもらいたいのです。

1
0
1
3

1
0
1
3
1
0
2
0

公共埠頭内工業用地の借地許可、工事許可
（港湾法　第37条他）

マリーナの設置 個人

1
2
3
0
5
7
0

上下架設備設
置、プレ
ジャーボート
一時係留桟橋
の泊地内占用
許可、工事許
可

港湾法
第３７条、
第３９条

港湾法第３７条は、港湾区域内又
は港湾隣接地域内において占用
等をしようとする者は、港湾管理者
の許可を受けなければならない旨
規定している。

港湾法第３９条は、港湾管理者
は、臨港地区内において分区を指
定することができる旨規定してい
る。（分区の変更の場合も変更指
定として整理している）

Ｄ
－
１
Ｅ

－

　提案者は、分区の規制があるため、また、水域の占用許可が出ないた
めにマリーナの建設及び運営等ができないとしているが、港湾管理者で
ある兵庫県（以下、「兵庫県」という。）においては港湾法第39条の規定に
基づく分区を定めていないため、分区による構築物規制は存在しないも
のと考えている。なお、分区の指定や変更に係る事務、港湾法第37条第1
項に規定する港湾区域内の水域の占用等に係る事務は、兵庫県が行う
自治事務であり、全ての判断は兵庫県が行うものである。
　提案者がマリーナの建設や港湾区域内の水域を占用したいとしている
箇所については、兵庫県が港湾法第３条の３の規定に基づき定めている
港湾計画において、陸域部分についてはふ頭用地として、また、水域部分
については当該ふ頭を船舶が利用するために必要な泊地として計画され
ている。なお、ふ頭用地の整備のために行っている埋立ては、兵庫県が
実施しているものであることから、国有地は存在せず、竣功した土地につ
いては、全て兵庫県の所有地である。
　よって、提案者が行おうとするマリーナの建設及び運営等の事業を当該
箇所で実施するためには、水域を含めた当該ふ頭の利用計画が争点で
あり、兵庫県が、提案者の計画を、東播磨港の適正な管理運営、効率的
な利用の観点等から妥当であると判断した場合には、港湾計画等の所要
の変更手続きを経た上で実施されるものである。

担当所管の兵庫県東播磨県民局港湾課に再度要請を行いましたが、
回答が得られないのは、7次案の港湾整備計画の中にあると、言う回
答ですが、現実に港湾整備計画が数十年も進行しておらず、要請をす
れば、何年先になるか解らないが、護岸を30Mほど埋め立て予定であ
るとの回答で、国土交通省の回答では、現行の法で、十分対応可能、
又、事実誤認と回答されています、又兵庫県の所有であるとされてい
ますが、われわれ個人では、内部事情は、まったく解りません、多くの
税金が、投入され、公共埠頭として作られたのにもかかわらず、個人が
起業しようとするとできないと言うのは、理解できない、又、官民一体事
業も可能になり、一部マリ－ナ区域に指定することにより、不法係留船
の入出港管理もでき、海上の交通安全処理も可能となる、又、税金で
一時係留設備のボ－トパ－クを数多く設置し海上係留施設に年間に6
万円～7万円程度の係留費を徴収しても、入出港管理もできていない
又、漁業関係の定置網情報、操業情報、気象情報などの提供もうけず
に出港し海上事故が、プレジャ－ボ－トに多くみられるのが、現状であ
る、この状況から判断しても政府、国土交通省の協力が、必要である、
又、日本全国にも県港湾の土地、企業庁の土地が、撤退、倒産などに
よる区画地が、数多く存在している、このような現状で、新規起業者
が、区画指定(工業地域)だからだめだと、言われるのは、矛盾している
と思われる、地域活性化、の為にも問題である少子高齢化の雇用、シ
ルバ－人材の利用などの対応が必要だと考えます、政府から、各関係
箇所(港湾課)に指導助言をし遊休地利用の促進を法的根拠で開放し
てもらいたいのです。

1
0
1
3

1
0
1
3
1
0
3
0

上下架設備設置に伴う、クレーン設置ならび
にプレジャーボート一時係留桟橋設置用の
泊地部占用許可、工事許可（港湾法第３７
条）

上下架用クレーン2基の設置ならびに桟橋の設置 個人

1
2
3
0
5
8
0

タクシー乗務
員の要介護者
等を移送する
際の要件緩和

道路運送
法第４条
平成１６年
３月１６日
付け国自
旅第２４１
号「患者等
の輸送
サービス
を行うこと
を条件とし
た一般乗
用旅客自
動車運送
事業の許
可等の取
扱いにつ
いて」

もっぱら患者等の輸送サービスを
行うことを条件とした一般乗用旅
客自動車運送事業について、一般
型車両を使用する場合には、介護
福祉士若しくは訪問介護員、若しく
は居宅介護従事者の資格を有す
る者又は社団法人全国乗用自動
車連合会等が実施するケア輸送
サービス従事者研修を終了したも
のが乗務しなければならない。

C －

福祉タクシーなど、特殊な車両を使用し、要介護者や身体障害者等の輸
送に限定したタクシー事業者については、
従来より最低車両台数や営業区域など参入許可基準等について一般の
タクシー事業者よりも弾力的な運用を行ってきているところであるが、セダ
ン型等の一般車両については、福祉タクシーと異なり、リフトなど専門の
装置を装備していないことから、要介護者等交通弱者の輸送にあたって
は、乗降介助をはじめとして、輸送の安全の確保のため特に高度な専門
性が求められているところである。このような趣旨から、一般車両の運転
者には介護福祉士等の資格またはこれに代わる研修を修了していること
を要件としており、これを緩和することは安全確保の観点から困難であ
る。

乗降の際に介助をする者が必ず居るなどの条件を
満たせば、必ずしも運転手が介護関係の資格まで
取得する必要はないのではないか。

D
-
1
-

一般車両を使用して要介護者や身体障害者等の移動制約者を輸送する場
合には、「介護福祉士若しくは訪問介護員若しくは居宅介護従業者の資格
を有する者又は社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送
サービス従事者研修を終了した者が乗務する」ことを必要としているところ
であり、別に資格を有する者が乗務していれば、必ずしも運転者が介護関
係の資格を取得する必要はない。

資格を有するものがタクシーに乗務あるいは同乗していなく
ても、乗り降りの際に介助をするものが必ずいるということ
であればよいのではないか。

セダン型等の一般車両を使用して要介護者や身体障害者等の
移動制約者を輸送するにあたっては、乗降時のみならず、輸送
中において生じうる不測の事態についても、適格に対処する必
要があることから、単に乗降時に介助をするものがいるだけでは
不十分である。

1
0
7
7

1
0
7
7
1
0
1
0

・要介護者を移送する際のタクシー乗務員に
必要な介護関係の資格の不必要化、若しく
はこれに代わる関係団体による研修の簡略
化

・現在の「介護タクシー」の利用方法の制限を超え
て、介護を必要とする人でも周囲に気兼ねすることな
く、もっと気軽にタクシーを利用して旅行でもできるよ
うな、またこうしたニーズに応えられるような新しい旅
客運送事業を展開したい。

有限会
社　野
沢タク
シー、
日本
ニュー
ビジネ
ス協議
会連合
会

1
2
3
0
5
9
0

過疎地有償運
送における搭
乗者傷害保険
償措置の緩和

道路運送
法第８０条
第１項
平成１６年
３月１６日
付け国自
旅第２４０
号「福祉有
償運送及
び過疎地
有償運送
に係る道
路運送法
第８０条第
１項による
許可の取
扱いにつ
いて）

過疎地有償運送を行う際には、対
人８０００万円以上、対物２００万円
以上の任意保険若しくは共済（搭
乗者傷害を対象に含むものに限
る）に加入することを運送の条件と
している。

E －

過疎地有償運送における損害賠償措置については、対人・対物の損害賠
償責任共済契約
以外に別途限度額８０００万円以上の搭乗者傷害保険に加入することを
義務づけているものではない。

1
1
2
8

1
1
2
8
1
0
1
0

過疎地有償運送における搭乗者傷害保険措
置を8,000万円以上から3,000万円以上に緩
和していただきたい。

過疎地有償運送に係る道路運送法第80条第１項に
よる許可の取扱いについて（平成16年３月16日付け
国自旅第２４０号自動車交通局長通知）では、運送の
条件として、対人・対物の損害保険以外に8,000万円
以上の搭乗者傷害保険に加入することが義務付けら
れているが、この保険料が高額なため、事業の継続
が困難になっている。その解決策として、地域の実状
に即して、搭乗者傷害保険の保険金額を3,000万円
以上に緩和し、運送主体の保険料負担を軽減するこ
とにより、本事業が継続できるようにする。

鳥取県
倉吉市
特定非
営利活
動法人
たかし
ろ

・貴省で行った、タクシー事業者による育児支援輸送の実
証実験の結果、具体的な課題としてどのようなものがあっ
たのか。
・とくにタクシー事業者の課題として事業としての採算性の
問題や幼児への対応などの問題はなかったのか。
・また、その結果と少子化の現状照らし合わせて、なお、タ
クシー事業者のみで育児支援輸送が十分に充足されると
考えているのか。
・今後、いわゆる団塊の世代が退職しボランティア活動がま
すます盛んになっていく状況が想定される中で、前向きに、
ＮＰＯやファミリーサポートセンター等子どもの保育を支援す
る団体を活用した、育児支援輸送のあり方を検討すること
が必要と考えられるが貴省の見解はどうか。

福祉有償運送や過疎地有償運送は、タクシー等の公共交通機
関によっては移動制約者又は住民等に係る十分な輸送サービ
スが確保できない場合に、あくまで例外的に認められている制
度であって、幼児については輸送の対象とならないものと考え
る。
今回の実証実験においては、チャイルドシートの装着等による
運行中の幼児の安全確保、送迎開始・終了時等の確認の徹
底、事故時の対応や個人情報の保護など、安全性確保を中心と
する乳幼児等の送迎に特有の課題が指摘されているところであ
る。
国土交通省としては、利用者の多様なニーズに対応した安全・
安心な輸送サービスを安定的に提供できるよう、こうしたサービ
スの普及に努めてまいりたい。

岐阜県
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ファミリーサポートセンターの相互援助活動
で、サービス提供会員が送迎に用いる自家
用自動車を設置主体の市町村にあらかじめ
登録し、適正な管理を行うものについては、
道路運送法第８０条第１項の許可対象とし、
自家用自動車による有償の送迎サービスが
できるようにする。あるいは、関係者による運
営協議会を設置し、当該協議会において協
議を行った後に上記の許可申請を行ったも
のについて同法の許可対象とし、自家用自
動車による有償の送迎サービスができるよう
にする。

ファミリーサポートセンターの相互援助活動において
自家用自動車による有償送迎サービスを実施するこ
とにより、保護預かりと送迎を連続的に行うことがで
き、子どもに不要な精神的不安を与えることを防ぐと
ともに、利用者の経済的負担の軽減を図ることができ
る。これにより、ファミリーサポートセンター事業にお
ける障害が除去され、同センターの利用拡大及び設
置促進が推進され、仕事と家庭の両立や子どもを産
み育てる環境の整備を図ることができるものである。

1
2
3
0
6
0
0

ファミリーサ
ポートセン
ターの送迎に
関する運用改
善・規制緩和

道路運送
法第８０条
第１項
平成１６年
３月１６日
付け国自
旅第２４０
号「福祉有
償運送及
び過疎地
有償運送
に係る道
路運送法
第８０条第
１項による
許可の取
扱いにつ
いて）

災害緊急時又は他の手段によっ
て利用者の移動の足が確保でき
ない等公共の福祉を確保するため
にやむを得ない場合に限り、自家
用自動車による有償運送を許可し
ている。

C －

有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業は、輸送の安全性及び利
用者利便の確保等から旅客自動車運送事業の許可を受けることが必要
である。ただし、災害緊急時又は他の手段によっては利用者の移動の足
が確保できない等公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合に限
り、自家用自動車による有償運送を許可しているところである。
しかしながら、子どもの輸送は、他の手段によっては移動の足が確保でき
ない場合（公共交通輸送サービス自体が存在しない交通空白地帯、ある
いは、公共交通機関のサービスはあっても、車いす等での利用が困難で
あるといった物理的制約によってサービスの利用が不可能あるいは困難
である場合）には該当しない。このため、本件ご提案については、タクシー
類似行為から利用者を保護するという利用者利便の確保等の観点に照ら
して認めることは困難である。
なお、市民団体等がボランティア活動として輸送を行う場合、無償であれ
ば規制はなく、輸送が可能である。
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少子化対策として、子どもを保育しやすい環境を整
備することは、厚労省だけでなく国を挙げて取り組
むべき課題であることから、当該提案についても前
向きな検討をされたい。第６次提案において「保育
園への送迎等については、社会的ニーズが高まっ
ており、引き続き調査研究を通じてこうした多様な利
用者ニーズの把握に努め、安全・安心な輸送サービ
スを提供するために必要な施策のあり方について
検討すること」としていたが、その検討の経過及び
結果、今後の具体的スケジュールはどのようになっ
ているのか。また、右提案主体からの意見を踏まえ
検討の上回答されたい。

・措置の概要（対応策）において、「タクシー類似行為から利用者を保
護するという利用者利便の確保等の観点に照らして認めることは困難
である」とありますが、今回の提案内容は、次の理由により利用者利便
の確保等を阻害するものではないと考えます。
①ファミリー・サポート・センター事業において送迎に用いる自家用自
動車は、事前に同センター設置主体の市町村に登録のうえ、安全確保
のための適正な管理をしていくものであり、無秩序にタクシー類似行為
が横行するものではないこと。
②有償送迎サービスの対価は、同センターにおいてガソリン代等の実
費相当額として設定するものであり、営利目的ではないこと。
③提案理由にも挙げているとおり、送迎部分をタクシー運転手が行うこ
とは、子どもに無用な精神的負担を与えるものであり、この点において
利用者（子ども・保護者）の精神的ケアの担保が困難であること。

少子化対策として、子供を保育しやすい環境を整備することは、重要な政
策課題であると認識しているところである。しかしながら過疎地有償運送や
福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によっては十分な輸送サービ
スが確保出来ない場合に、「公共の福祉を確保するためにやむを得ない場
合」として、例外的に自家用自動車による有償運送を認めている制度であ
り、こうした制度の趣旨に照らせば、ファミリーサポートセンター事業におけ
る子供の輸送は、対象とならないものと考える。
他方、育児支援輸送サービスを安定的に提供していくため、国土交通省で
は、タクシー事業者による育児支援輸送について、平成１６年度に実証実験
を実施し、モニターアンケート等を通じて利用者のニーズを把握するととも
に、子育て支援輸送サービスの普及のための課題を抽出し、今後の方向性
についてとりまとめて公表したところである。今後は広くこうした取り組みの
普及、促進に努めることとしている。
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ＮＰＯ等による
福祉有償運送
の運送主体及
び運送の対象
の拡大

道路運送
法第８０条
第１項
平成１６年
３月１６日
付け国自
旅第２４０
号「福祉有
償運送及
び過疎地
有償運送
に係る道
路運送法
第８０条第
１項による
許可の取
扱いにつ
いて）

災害緊急時又は他の手段によっ
て利用者の移動の足が確保でき
ない等公共の福祉を確保するため
にやむを得ない場合に限り、自家
用自動車による有償運送を許可し
ている。

C －

(前段の運送主体について)
道路運送サービスの提供に当たっては、輸送の安全及び利用者利便の
確保のため、運転者に対する運行管理、指導・監督、事故発生時の対応
並びに苦情処理等の措置を講じた上で、利用者に対する一定の責任を果
たすことが運送主体に求められる。このため、当該許可の対象は指揮・命
令系統が明確にされ組織体制が整っている法人に限定しているところで
ある。
ご提案のあった任意団体の場合、運送主体となる自治体又は非営利法
人等に所属することで、当該団体の責任において行う運行管理体制等の
もと、運送に携わることが可能である。
(後段の運送対象について)
有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業は、輸送の安全性及び利
用者利便の確保等から旅客自動車運送事業の許可を受けることが必要
である。ただし、災害緊急時又は他の手段によっては利用者の移動の足
が確保できない等公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合に限
り、自家用自動車による有償運送を許可しているところである。
しかしながら、高齢者及び児童の輸送は、他の手段によっては移動の足
が確保できない場合（公共交通輸送サービス自体が存在しない交通空白
地帯、あるいは、公共交通機関のサービスはあっても、車いす等での利
用が困難であるといった物理的制約によってサービスの利用が不可能あ
るいは困難である場合）には該当しない。このため、本件ご提案について
は、タクシー類似行為から利用者を保護するという利用者利便の確保等
の観点に照らして認めることは困難である。
なお、市民団体等がボランティア活動として輸送を行う場合、無償であれ
ば規制はなく、輸送が可能である。

少子化対策として、子どもを保育しやすい環境を整
備することは、厚労省だけでなく国を挙げて取り組
むべき課題であることから、当該提案についても前
向きな検討をされたい。第６次提案において「保育
園への送迎等については、社会的ニーズが高まっ
ており、引き続き調査研究を通じてこうした多様な利
用者ニーズの把握に努め、安全・安心な輸送サービ
スを提供するために必要な施策のあり方について
検討すること」としていたが、その検討の経過及び
結果、今後の具体的スケジュールはどのようになっ
ているのか。また、右提案主体からの意見を踏まえ
検討の上回答されたい。

　ガイドラインは、ボランティア移送の社会的有意性を認めて発出され
たものであり、これに沿った手続を経ることにより、安全面にも配慮した
移送が行われることとなるものと理解している。これを前提とすれば、
一定の範囲で移送対象を拡大することは、安全面にも配慮しつつ利用
者の利便性をさらに向上させることになると思われるがいかがか。
　また、少なくとも児童の保育園の送迎等については、前回の第６次提
案時において、「社会的ニーズが高まっているものと認識しており、引
き続き調査研究等を通じてこうした多様な利用者ニーズの把握に努
め、安全・安心な輸送サービスを提供するために必要な施策のあり方
について検討することとしたい」との最終回答がなされていることから、
これを踏まえた今後の展望をお聴かせいただきたい。

要介護者等単独での公共交通機関の利用が困難である高齢者について
は、福祉有償運送の対象となる。しかしながら過疎地有償運送や福祉有償
運送は、タクシー等の公共交通機関によっては十分な輸送サービスが確保
出来ない場合に、「公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合」とし
て、例外的に自家用自動車による有償運送を認めている制度であり、こうし
た制度の趣旨に照らせば、上記の要件に該当しない高齢者及び子供の輸
送は、対象とならないものと考える。
他方、育児支援輸送サービスを安定的に提供していくため、国土交通省で
は、タクシー事業者による育児支援輸送について、平成１６年度に実証実験
を実施し、モニターアンケート等を通じて利用者のニーズを把握するととも
に、子育て支援輸送サービスの普及のための課題を抽出し、今後の方向性
についてとりまとめて公表したところである。今後は広くこうした取り組みの
普及、促進に努めることとしている。

・貴省で行った、タクシー事業者による育児支援輸送の実
証実験の結果、具体的な課題としてどのようなものがあっ
たのか。
・とくにタクシー事業者の課題として事業としての採算性の
問題や幼児への対応などの問題はなかったのか。
・また、その結果と少子化の現状照らし合わせて、なお、タ
クシー事業者のみで育児支援輸送が十分に充足されると
考えているのか。
・今後、いわゆる団塊の世代が退職しボランティア活動がま
すます盛んになっていく状況が想定される中で、前向きに、
ＮＰＯやファミリーサポートセンター等子どもの保育を支援す
る団体を活用した、育児支援輸送のあり方を検討すること
が必要と考えられるが貴省の見解はどうか。右提案主体の
意見を踏まえ、検討の上回答されたい。

　「子どもを保育しやすい環境を整備することは、重要な政
策課題である」と認識されている中で、子どもの送迎につ
いても福祉の観点から「公共の福祉を確保するためやむ
を得ない場合」に該当するものとしてガイドラインに盛り込
んでいくことが適当であると思われますがどうですか。
　また、回答後段にいう実証実験の報告にあるように、あ
えて子どもの送迎の主体をタクシー事業者に限定する根
拠についてお聞かせください（安全面については、主体が
ＮＰＯ法人等であっても、ガイドラインによる福祉有償運送
に係る手続により担保されていると思います）。
　高齢者に関しては、今後更にに高齢化が進展する中で、
要支援・要介護状態に容易に陥ることなく自立した生活の
継続を支援する観点から、例えば自ら運転免許を持たな
い独居老人であることなどを要件として対象を拡大してい
くことについて、具体的な検討をお願い致します。

福祉有償運送や過疎地有償運送は、タクシー等の公共交通機
関によっては移動制約者又は住民等に係る十分な輸送サービ
スが確保できない場合に、あくまで例外的に認められている制
度であって、幼児については輸送の対象とならないものと考え
る。
今回の実証実験においては、チャイルドシートの装着等による
運行中の幼児の安全確保、送迎開始・終了時等の確認の徹
底、事故時の対応や個人情報の保護など、安全性確保を中心と
する乳幼児等の送迎に特有の課題が指摘されているところであ
る。
国土交通省としては、利用者の多様なニーズに対応した安全・
安心な輸送サービスを安定的に提供できるよう、こうしたサービ
スの普及に努めてまいりたい。
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福祉有償運送の運送主体として法人格のな
い団体も認めるとともに、運送の対象として
日常的な移動手段のない高齢者及び保育
所・学童保育に通う児童を加えること。

　ガイドラインにおいては、福祉有償運送の運送主体
として法人であることを求め、運送の対象として要介
護者等移動困難者に限定しているが、運送主体とし
て指揮・命令系統が明確にされ組織体制が整ってい
る任意団体にまで拡大するとともに、移送の対象とし
て日常的な移動手段を持たない高齢者や保育所・学
童保育に通う児童にまで拡大する。
　なお、本提案が採用され、特区認定がなされた場合
において、すでに現行ガイドラインに基づく手続きを
経て、許可を受けているときは、移送対象拡大部分
についても許可を受けたものとみなすこと。
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災害緊急時又は他の手段によっ
て利用者の移動の足が確保でき
ない等公共の福祉を確保するため
にやむを得ない場合に限り、自家
用自動車による有償運送を許可し
ている。

C －

有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業は、輸送の安全性及び利
用者利便の確保等から旅客自動車運送事業の許可を受けることが必要
である。ただし、災害緊急時又は他の手段によっては利用者の移動の足
が確保できない等公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合に限
り、自家用自動車による有償運送を許可しているところである。
しかしながら、児童・生徒の輸送は、他の手段によっては移動の足が確保
できない場合（公共交通輸送サービス自体が存在しない交通空白地帯、
あるいは、公共交通機関のサービスはあっても、車いす等での利用が困
難であるといった物理的制約によってサービスの利用が不可能あるいは
困難である場合）には該当しない。このため、本件ご提案については、タク
シー類似行為から利用者を保護するという利用者利便の確保等の観点に
照らして認めることは困難である。
なお、市民団体等がボランティア活動として輸送を行う場合、無償であれ
ば規制はなく、輸送が可能である。

　過疎ボランティア輸送は市町村内にタクシー事業
者が存在しないことが要件となっているが、遠野市
の面積は６６０平方キロにもおよび、単一の市町村
ではあるものの交通手段の確保が必要な区域は市
街地から離れた中山間の集落地域である。当該地
域はタクシーの事業所がなく、路線バスが運行する
範囲も限られており、その本数も少ない。そのような
集落地域からタクシー事業所がある市街地までは
20分もあるような場合は、現行の基準を用いるのは
厳しすぎるのではないか。同一市町村内であって
も、例えばタクシーの営業所から20分以上を要すな
どの場合は、過疎有償ボランティア輸送の対象とし
ても良いのではないか。

　遠野市の面積は660k㎡という広大な面積（東京23区とほぼ同じ大き
さ）であり、集落は市街地を中心に放射状に点在している。
　路線バスについては市の中心部と各集落を結ぶ運行路線となってい
ること、また、運行本数についても一日に２～４本と少ないことから、児
童・生徒がスポーツ・文化活動を行うため市内各地にある施設への移
動する手段として充分とはいえない。また、タクシー事業者について
も、市の中心部に２事業所があるのみであり、中心部から20km以上離
れた地区の児童・生徒の日常の移動手段としては適していない。
　当市が提案する「結いタク　子ども送迎特区」は、これら公共交通機
関ではカバーしきれない部分の児童・生徒の送迎を担うものである。現
実的に公共交通機関のみでは移動が不可能である地域事情について
理解されたい。（別紙参考資料）
　また、当市提案の有償輸送については、営利等を目的としてのもの
ではなく、あくまでもガソリン代等の実費程度を料金としたボランティア
輸送であり、このような輸送については無償ボランティアの範囲内とし
て取り扱うことも必要ではないか。
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ＮＰＯ等による過疎地有償運送については、運営協議会において、地方公
共団体の区域における交通の状況、交通機関空白の状況、住民による輸
送ニーズ等を踏まえた合理的な判断のもと、タクシー等の公共交通機関に
よっては住民等に係る十分な輸送サービスが確保できないと認められた場
合、会員登録された当該地方公共団体の区域内に住所を有する者等の輸
送を行うことが可能となっているものであり、市町村内にタクシー事業者が
存在しないことを要件としているものではない。
また、その範囲については、必ずしも市町村全域を対象とするものである必
要はなく、運営協議会において交通の状況や交通機関空白の状況、住民
による輸送ニーズ等を踏まえ、必要があると認められた場合には、ご提案
の趣旨は実現可能であると考える。
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　遠野市は約６６０ｋ㎡という広大な面積を有
し、各集落を結ぶ道路網が山々に隔てられ
ている。また、現在の公共交通機関は市街
地を起点にした運行経路となっている。
　しかしながら各スポーツ及び文化施設は、
市内各地域に点在しており、各集落からこれ
ら施設へのアクセスは、公共交通機関のみ
では賄えるものではなく、加えて貸切バスで
の対応は、当地域においては、費用負担の
面において非現実的なことである。
　このことから、現在行われている地域のボ
ランティア及びNPO法人による「福祉有償運
送（移動制約者のみ利用可）」を、スポーツ・
文化等の活動を行う児童・生徒をも対象とし
た、利用可能対象範囲を拡大する。

児童・生徒の運送を、道路運送法80条で定
める、「公共の福祉を確保するためやむをえ
ない場合」とする範囲に加えること。

地域ボランティアをNPO法人として組織化し、会員の
所有する車両を有償運送車両として登録する。
移動制約者のみならず、児童・生徒のスポーツ・文化
等の活動に対し、登録車両による運送サービスの提
供を行い、活動の活発化を図る。
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災害緊急時又は他の手段によっ
て利用者の移動の足が確保でき
ない等公共の福祉を確保するため
にやむを得ない場合に限り、自家
用自動車による有償運送を許可し
ている。
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福祉有償運送において、子どもの輸送は、他の手段によっては移動の足
が確保できない等公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合（公共
交通輸送サービス自体が存在しない交通空白地帯、あるいは、公共交通
機関のサービスはあっても、車いす等での利用が困難であるといった物
理的制約によってサービスの利用が不可能あるいは困難である場合）に
は該当しないことから、これを認めることは困難である。
一方、過疎地有償運送であれば、運営協議会において、地方公共団体の
区域における交通の状況、交通機関空白の状況、住民による輸送ニーズ
等を踏まえた合理的な判断のもと、タクシー等の公共交通機関によっては
住民等に係る十分な輸送サービスが確保できないと認められた場合、会
員登録された当該地方公共団体の区域内に住所を有する者等の輸送を
行うことができるため、ご提案の趣旨についてはこの制度を活用してを実
現することが可能かについてもご検討頂きたい。

少子化対策として、子どもを保育しやすい環境を整
備することは、厚労省だけでなく国を挙げて取り組
むべき課題であることから、当該提案についても前
向きな検討をされたい。第６次提案において「保育
園への送迎等については、社会的ニーズが高まっ
ており、引き続き調査研究を通じてこうした多様な利
用者ニーズの把握に努め、安全・安心な輸送サービ
スを提供するために必要な施策のあり方について
検討すること」としていたが、その検討の経過及び
結果、今後の具体的スケジュールはどのようになっ
ているのか。また、右提案主体からの意見を踏まえ
検討の上回答されたい。

少子高齢化が進展する中で、地域ぐるみで子育てを支援できる環境を
整備することは、各省庁の連携のもと、国が責任を持って解決すべき
喫緊の課題である。また、子育てに関する諸問題は、過疎地に限定さ
れたものではなく、都市部でも共通にみられるものである。
今回提案した子育て支援を目的とした子どもの輸送は、
①保護者が急な残業、病気、冠婚葬祭等のため子どもを迎えに行けな
い場合
②子どもが急に熱を出したが保護者が仕事で子どもを迎えに行けない
場合
などに、保育所と一時預かり所との間を送迎するものであり、既存の一
時預かり等の子育て支援サービスと定時運行の公共輸送サービスの
隙間を埋め、保護者の緊急のニーズに応える不可欠なサービスであ
る。
しかし、こうした輸送は、通学時の輸送とは異なりニーズが不定期に発
生するため営利目的では採算が合わず、非営利団体でなければ安価
なサービスが提供できないのが現状である。また、子どもの送迎で公
共交通機関を利用する場合の問題は、大人１人で十分可能な子ども１
人の送迎を大人２人（タクシー運転手と送迎者）で行うことにより、保護
者にサービスの過剰感、料金の割高感を与える。
このため、現行の特例に、「緊急に発生した移動制約者（子ども）の輸
送ニーズに対して合理的な輸送サービスの提供が行われていない」な
どの基準を追加し、交通空白地帯かどうかにかかわらず都市部でもボ
ランティアによる有償輸送が可能になるよう再検討していただきたい。

少子化対策として、子供を保育しやすい環境を整備することは、重要な政
策課題であると認識しているところである。しかしながら過疎地有償運送や
福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によっては十分な輸送サービ
スが確保出来ない場合に、「公共の福祉を確保するためにやむを得ない場
合」として、例外的に自家用自動車による有償運送を認めている制度であ
り、こうした制度の趣旨に照らせば、交通空白地帯とは認められないような
都市部における子供の輸送は、対象とならないものと考える。
他方、育児支援輸送サービスを安定的に提供していくため、国土交通省で
は、タクシー事業者による育児支援輸送について、平成１６年度に実証実験
を実施し、モニターアンケート等を通じて利用者のニーズを把握するととも
に、子育て支援輸送サービスの普及のための課題を抽出し、今後の方向性
についてとりまとめて公表したところである。今後は広くこうした取り組みの
普及、促進に努めることとしている。

・貴省で行った、タクシー事業者による育児支援輸送の実
証実験の結果、具体的な課題としてどのようなものがあっ
たのか。
・とくにタクシー事業者の課題として事業としての採算性の
問題や幼児への対応などの問題はなかったのか。
・また、その結果と少子化の現状照らし合わせて、なお、タ
クシー事業者のみで育児支援輸送が十分に充足されると
考えているのか。
・今後、いわゆる団塊の世代が退職しボランティア活動がま
すます盛んになっていく状況が想定される中で、前向きに、
ＮＰＯやファミリーサポートセンター等子どもの保育を支援す
る団体を活用した、育児支援輸送のあり方を検討すること
が必要と考えられるが貴省の見解はどうか。

福祉有償運送や過疎地有償運送は、タクシー等の公共交通機
関によっては移動制約者又は住民等に係る十分な輸送サービ
スが確保できない場合に、あくまで例外的に認められている制
度であって、幼児については輸送の対象とならないものと考え
る。
今回の実証実験においては、チャイルドシートの装着等による
運行中の幼児の安全確保、送迎開始・終了時等の確認の徹
底、事故時の対応や個人情報の保護など、安全性確保を中心と
する乳幼児等の送迎に特有の課題が指摘されているところであ
る。
国土交通省としては、利用者の多様なニーズに対応した安全・
安心な輸送サービスを安定的に提供できるよう、こうしたサービ
スの普及に努めてまいりたい。
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ＮＰＯ等が子育て支援を目的として、団体も
しくは個人が所有する自家用車（セダン型
等）を使用し、有償で子どもの送迎を行う場
合において、過疎地有償運送と同等の基準
を満たしていれば、道路運送法第80条第1項
の許可を行う。

ＮＰＯ等が子育て支援を目的として、団体もしくは個
人が所有する自家用車（セダン型等）を使用し、有償
で子どもの送迎を行う場合において、過疎地有償運
送と同等の基準を満たしていれば、道路運送法第80
条第1項の許可を与える特例を設ける。
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災害緊急時又は他の手段によっ
て利用者の移動の足が確保でき
ない等公共の福祉を確保するため
にやむを得ない場合に限り、自家
用自動車による有償運送を許可し
ている。

C －

有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業は、輸送の安全性及び利
用者利便の確保等から旅客自動車運送事業の許可を受けることが必要
である。ただし、災害緊急時又は他の手段によっては利用者の移動の足
が確保できない等公共の福祉を確保するためにやむを得ない場合に限
り、自家用自動車による有償運送を許可しているところである。
しかしながら、観光客の輸送は、公共の福祉を確保するためのやむを得
ない場合に該当するとはいえないため、本件ご提案については、タクシー
類似行為から利用者を保護するという利用者利便の確保等の観点に照ら
して認めることは困難である。
なお、過疎地における住民の有償運送については、主体が社会福祉関係
の団体に限定されているものではなく、また市民団体等がボランティア活
動として輸送を行う場合、無償であれば規制はないため、輸送が可能で
ある。

　道路運送法第１条には、「道路運送の利用者の利
益を保護するとともに、道路運送の総合的な発達を
図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とす
る。」とされている。ここで言う公共の福祉を増進と
は、移動の目的如何に関わらず、だれもが輸送サー
ビスを享受できることでもあるはずである。
　過疎ボランティア輸送は、市町村内にタクシー事業
者が存在しないことが要件となっているが、そもそも
タクシーが存在しないという状況の下では、地域に
居住し事前に登録された者のみならず、一般の観光
客についても、輸送の手段が確保されるべきであ
り、有償ボランティアがこれを担うことが期待される
ことから、利用者を限定する合理的な根拠はないと
思われるが、見解如何。

三方五湖周辺地域は、路線バスやタクシー等の公共交通が確保でき
ないため、地域住民は非常に不便な状況におかれ、地域住民の移動
手段の確保が大きな地域課題となっている。
しかし、この問題は、単なる過疎地の交通問題として捉えるのではな
く、地域経済や産業、生活といった「地域維持」の観点から解決策を考
える必要がある。このような観点から考えると、地域住民の移動の確
保のみを目的とした自家用自動車の有償運送だけでは、収益の面か
らみて事業の継続性や安定性にも欠け、結果、過疎地域の維持には
つながらない可能性が高い。
今回の提案は、地元住民の移動手段の確保に加えて、特定の観光客
のみを対象に自家用自動車による有償運送を可能にすることで、当該
事業を行う地域団体等の継続的かつ安定的な運営を実現し、過疎地
域の経済を支えることにもつながる。
また、事業の対象者は、ラムサール条約湿地など世界的資源として登
録される地域において、広く国民の環境理解の促進につながる自然体
験や環境学習のプログラムに基づき実施される「エコツアー」に限定し
て、その参加者を自家用自動車で有償運送することを提案したもの
で、これらの点を踏まえ再検討していただきたい。
なお、対象となる「エコツアー」については、地元の関係業者、関係団
体等で組織する運営協議会において選定し、また輸送の安全性等の
確保についても運営協議会において検討していくこととしている。

過疎地有償運送や福祉有償運送は、タクシー等の公共交通機関によって
は十分な輸送サービスが確保出来ない場合に、「公共の福祉を確保するた
めにやむを得ない場合」として、例外的に自家用自動車による有償運送を
認めている制度であり、こうした制度の趣旨に照らせば、観光客の輸送は、
対象とならないものと考える。
なお、過疎地有償運送については、運営協議会において、地方公共団体の
区域における交通の状況、交通機関空白の状況、住民による輸送ニーズ
等を踏まえた合理的な判断のもと、タクシー等の公共交通機関によっては
住民等に係る十分な輸送サービスが確保できないと認められた場合、会員
登録された当該地方公共団体の区域内に住所を有する者等の輸送を行う
ことが可能となっているものであり、市町村内にタクシー事業者が存在しな
いことを要件としているものではない。

再検討要請に対し適切な回答がなされていないため、再度
回答を求めるが、道路運送法第１条にいう「公共の福祉」と
は、移動の目的如何に関わらず、だれもが輸送サービスを
等しく享受できることにあるのではないのか。そうだとすれ
ば、公共交通機関によっては住民等に係る十分な輸送
サービスが確保できない地域においては、地域住民も一般
観光客も等しく移動を制約されたものであって、過疎ボラン
ティア輸送においても、一般観光客を排除する理由がない
のではないか。それとも、貴省のいう公共の福祉とは、広く
等しく誰にでも輸送サービスを供給することを意味しないの
かご教示いただきたい。また、右提案主体の意見を踏まえ、
検討の上回答されたい。

過疎地有償運送については、「公共の福祉を確保するた
めにやむを得ない場合」として例外的に認めている制度で
あることから、いわゆる一般の観光客全てを対象とした有
償運送については、認めることができないという趣旨は理
解できる。
　しかし、提案している有償運送については、一般の観光
客全てを対象にしているのではなく、今回ラムサール条約
湿地に登録される三方五湖周辺で、国民の環境理解の促
進につながる自然体験や環境学習のプログラムに基づき
実施される「エコツアー」のうち、運営協議会で選定された
ものを対象とする限定的なものであり、過疎地有償運送制
度の弾力的な運用（ある特定の観光客についても有償運
送を認める。）を求めるものである。
　なお、実施に当たっては、本来の過疎地有償運送の本
来の趣旨からはずれないよう、観光客の有償運送の割合
が高くならないよう、運営協議会において有償運送の実施
管理を行うこととしている。

道路運送法においては、他人の需要に応じ、有償で、自動車を
使用して旅客を運送する場合には、輸送の安全を確保する等の
観点から、旅客自動車運送事業の許可を受けることを必要とし
ているところである。過疎地有償運送の制度は、公共交通機関
によっては住民等に係る十分な輸送サービスが確保できない場
合に、最小限の生活交通を確保する必要性があることに鑑み、
あくまで例外的に認めているものであって、ツアーが限定されて
いるか否かにかかわらず、観光客を輸送の対象としているもの
ではない。
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公共交通機関が整備されていない地域にお
いて、エコツアーの参加者の移動サービスを
充実し、併せて地域の住民の移動手段を確
保するため、観光協会、商工会、環境NPOな
どの地元団体による自家用自動車での有償
運送（フリー乗降）の実施ができるよう、許可
要件の特例を設ける。

三方五湖周辺地域は、路線バス等の公共交通機関
が整備されていないため、地域住民のみならず、観
光客にとっても交通不便な状況にある。このため、エ
コツアー参加を目的とした観光客に限定した輸送と、
公共交通機関が整備されていない地域の住民の移
動手段を確保するため、観光協会、商工会、環境
NPOなどの地元団体による自家用自動車での有償
搬送を可能とし、三方五湖周辺の観光振興と交通不
便地域住民の利便性の向上を図る。

福井県
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宿泊客利用の
一般マイクロ
バスの夜間運
行の容易化

道路運送法

他人の需要に応じ有償で自動車を
使用して旅客を運送する事業を経
営しようとするものは、国土交通大
臣の許可を受けなければならな
い。

D
-
1
-

  宿泊施設がその宿泊者を対象に行う送迎のための輸送については、当
該宿泊施設における宿泊サービスの一環として行われるものであって、
旅客自動車運送事業類似行為とならない場合には、道路運送法上の問
題はないものとして取り扱ってきたところである。
  ご提案の内容に関する道路運送法上の取扱いについては、上記の趣旨
に沿って個別に判断することが必要と考えられるため、運輸支局にご相談
をお願いしたい。
　なお、宿泊業者が自ら事業許可を取得しなくとも、既に許可を取得して
いる貸切バス事業者等への委託によりご提案の内容を実施することが可
能であり、あわせてご検討頂きたい。
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5
4

1
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旅客自動車運送事業の取得を必要としない
マイクロバスの無料夜間運行

宿泊業者が所有するマイクロバスを活用し、宿泊客
に対するサービスの一環として、主要観光施設がライ
トアップされている時間に限定して、無料の観覧ツ
アーを実施することで、夜型観光の推進をもって平戸
の新たな魅力開発を行い、観光客の増加と観光メ
ニューの多様化を促進する。

長崎県
平戸
市、平
戸商工
会議
所、社
団法人
平戸観
光協会
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理
コ
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規制の特例事
項名

該当法令
等

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
ェ

規
制
特
例

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

1
2
3
0
6
6
0

乗合タクシー
の運賃・料金
収受方法

道路運送
法第９条
の２
道路運送
法施行規
則第１０条
の２

一般貸切旅客自動車運送事業者
は、運賃及び料金を適用する営業
区域、運賃及び料金の種類、額及
び適用方法等について、あらかじ
め国土交通大臣に届け出なけれ
ばならない。

C －

乗合タクシーは不特定多数の旅客が乗合で利用する形態であるため、ご
提案のような料金収受方法では、
利用者が降車するまで自分が利用する区間の運賃を知ることが困難であ
り、また、利用人数等によって運賃の変動が激しくなることが予想され、旅
客に混乱を生じその利便性や公平性を損なう恐れがあることから、これを
認めることは困難である。

現行制度では運賃及び料金の種類等が届出制度
になっているのだから、現行法でも提案は実施可能
なのではないか。

D
-
1
-

現行の届出制度のもとでも、旅客の利益を阻害し、特定の旅客に不当な差
別的取扱いをするものと認められる場合等には運賃の変更の命令が出来
ることとなっているところであり、ご提案にあるような運賃設定についてはこ
うした点について個別に慎重な判断が必要となると考えられるため、詳細に
ついては運輸支局にご相談をお願いしたい。

1
2
6
3

1
2
6
3
1
0
1
0

利用者各人の負担軽減のためメーター料金
をを利用距離により分割して収受する。

トリップメーターで利用距離を計り、メーター料金から
㌔単価を算出して利用客毎に分割収受又は均等割
する。　　　　　　別様２参照

高知県
ハイ
ヤー協
会

1
2
3
0
6
7
0

乗合タクシー
の運行時間
帯、区間・区
域等の設定

道路運送
法第２１条
道路運送
法施行規
則第１９条

乗合旅客の運送の許可を申請しよ
うとする貸切事業者は,運送しよう
とする区間又は区域、運行時刻
（運行時刻を定めないものにあっ
ては運行する時間帯）を記載した
申請書を提出する。

D
-
1
－

乗合タクシーの運行については、乗合バス事業者によることが困難な場
合に限り認められ
ているものであり、運行時間帯、区間・区域等に関しては既に柔軟な設定
を可能としているところである。これを全く設定しないとすることは、乗合運
送の趣旨に鑑み困難であるが、ご提案の内容については、複数の市町村
を営業区域とした複数のルートを設定したり、詳細を約款等で定めたりす
ることにより、その趣旨を実現することは可能と考えられる。

1
2
6
3

1
2
6
3
1
0
2
0

大豊町を基点とする特定エリア内（高知市、
南国市、土佐山田町、本山町）における乗り
合タクシーについては特例として運行区域、
運行時間帯の設定をしない事業を許可す
る。

運行前日までに受付、調整の上、タクシー会社が配
車する。

高知県
ハイ
ヤー協
会

1
2
3
0
6
8
0

タクシー営業
所の設置要件
緩和

道路運送
法第４条
平成１３年
８月２９日
国自旅第
７２号「一
般乗用旅
客自動車
運送事業
（一人一車
制個人タ
クシーを除
く）の申請
に対する
処理方針」

一般乗用旅客自動車運送事業に
おいては、人口５０万人以上の都
市を含む営業区域においては１０
両以上、その他の営業区域におい
ては５両以上の事業用自動車を配
置する必要がある。

C －

タクシー等の旅客自動車運送事業は、不特定多数の旅客を輸送するもの
であり、一度事故が起これば大惨事となりかねない。しかしながら、事業
者の安全性については、利用者がこれを適切に判断し、選択することは
必ずしも容易ではないことから、安全の確保について必要な対策を講じる
ことは極めて重要である。
また、事故件数は増加しており、特に、事業規模の小さい事業者の重大
事故が多い現状にある。さらに、タクシー事業は労働集約的な産業であ
り、収益の悪化が運転者の人件費抑制につながりやすく、その結果、過
労運転等を惹起して事故につながる可能性が高まるおそれがある。
このため、適正な運行管理と整備管理を的確に行うことのできる組織、体
制を整え、維持する上で十分な事業規模を確保するために、営業区域毎
に最低車両台数制度を設けているところであり、現状以上の緩和は困難
である。
なお、現行においても、島嶼部や市町村については、地域の実情を踏ま
えた弾力的な運用を行っているところである。

現行において「島嶼部や市町村については、地域の
実情を踏まえた弾力的な運用」をしているとのことだ
が、具体的にどのような場合あるいは地域で、１台
以上で営業所を開設することができるのか明確にさ
れたい。

最低車両台数の取扱いについては、「構造改革特区の第３次提案に対する
政府の対応方針」（平成１５年９月１２日構造改革特別区域推進本部決定）
等を踏まえ、平成１６年３月１６日付国自旅第２３６号通達により、既に弾力
的な運用を行っているところである。
具体的には、島嶼部について、一定の条件のもとで、最低車両台数の基準
を１両としている。

営業所設置について、離島や過疎地において最低車両台
数を１台とすることができる場合において、運行管理体制に
ついても、本社機能を有する営業所からの電話等による点
呼など密接な連絡をとれる体制が講じられていれば、過疎
地の営業所に運行管理について専従する役員がいなくて
も、これを認めることができないか。

「運行管理について専従する役員」が具体的に何を指すのか、
再々検討要請からは明らかではないが、運行管理者について
は、事業用自動車５両以上の運行を管理する営業所毎に選任
することを必要としているところである。
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タクシー営業所の設置要件を１台以上とす
る。

タクシーの営業所を設置するためには、５台以上の
車両を配備する必要がある。しかし、都市周辺地域
や山間部では、利用頻度も低く、５台を配備しても採
算性に問題が出る。そこで、要件を緩和し、１台以上
とすることにより、周辺部での営業所設置が可能とな
り、利用者の利便性が高まり、住民の足も確保でき
る。

日本
ニュー
ビジネ
ス協議
会連合
会、
（社）
21世
紀
ニュー
ビジネ
ス協議
会

1
2
3
0
6
9
0

強制水先区の
見直しによる
水先料金の低
減化

水先法第1
条の2第1
項、第1条
の2第2
項、11条
及び22条

水先制度は、安全確保のために国
際的に実施されている社会的安全
制度であり、自治体の区域に収ま
らない広域的な船舶交通流に着
目した社会的安全制度である。さ
らに、現時点において、水先制度
にかわる安全確保のための代替
措置はない。
水先制度については、水先区にお
ける自然条件、船舶交通の状況、
海難の発生状況等、当該水域特
性を十分踏まえ、船舶の安全確保
と運航効率の増進の観点から、適
時適切な見直しに取り組んでい
る。
さらに、港湾コスト低減に対する社
会的要請を踏まえ、適時適切に料
金の見直しに取り組んでいる。

C －

水先制度全般の抜本的な見直しに関する検討を行ってきた「水先制度の
あり方に関する懇談会」の報告が本年６月に得られ、水先業務の効率性
向上を図るため、東京湾、伊勢湾及び大阪湾内のベイ水先区とハーバー
水先区を統合すること、業務運営の効率化等を促すため、料金規制の緩
和等を実施することとされており、今後開催予定の交通政策審議会の審
議等を踏まえつつ、他の法的措置が必要な事項についての法制化作業と
併せて、引き続き検討を深めていくこととしている。

「引き続き検討を深めていく」とのことだが、懇談会
を踏まえ、これまでの検討してきた経過及び結果、
そして、今後どのようなスケジュールで検討され、具
体化されるのか明確にされたい。

　平成１６年３月に設置された「水先制度のあり方に関する懇談会」の報告
が本年６月に得られ、水先業務の効率性向上を図るため、東京湾、伊勢湾
及び大阪湾内のベイ水先区とハーバー水先区を統合すること、業務運営の
効率化等を促すため、省令料金の廃止等料金規制の緩和等を実施するこ
ととされており、同報告を踏まえつつ、その具体的な検討を深めるため本年
７月に交通政策審議会への諮問を行い、秋頃を目処に答申を得る予定であ
り、平成１９年４月からの実施に向け、法制化が必要な事項については次期
通常国会への法案の提出を目指している。
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　東京湾内の複数の水先区を統一し、一つ
の水先区とする。また、京浜港に精通した水
先人の研修・指導・育成を行い、一人の水先
人による水先航行を可能にする。

　東京湾内の複数の水先区を統合することにより、水
先料金の低減化を図り、アジア諸港に伍した国際競
争力のある東京港とする。

東京都
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強制水先区の
見直しによる
水先料金の低
減化

水先法第1
条の2第1
項、第1条
の2第2
項、11条
及び22条

水先制度は、安全確保のために国
際的に実施されている社会的安全
制度であり、自治体の区域に収ま
らない広域的な船舶交通流に着
目した社会的安全制度である。さ
らに、現時点において、水先制度
にかわる安全確保のための代替
措置はない。
水先制度については、水先区にお
ける自然条件、船舶交通の状況、
海難の発生状況等、当該水域特
性を十分踏まえ、船舶の安全確保
と運航効率の増進の観点から、適
時適切な見直しに取り組んでい
る。
さらに、港湾コスト低減に対する社
会的要請を踏まえ、適時適切に料
金の見直しに取り組んでいる。

C －

水先制度全般の抜本的な見直しに関する検討を行ってきた「水先制度の
あり方に関する懇談会」の報告が本年６月に得られ、水先業務の効率性
向上を図るため、東京湾、伊勢湾及び大阪湾内のベイ水先区とハーバー
水先区を統合することとされており、今後開催予定の交通政策審議会の
審議等を踏まえつつ、他の法的措置が必要な事項についての法制化作
業と併せて、引き続き検討を深めていくこととしている。

「引き続き検討を深めていく」とのことだが、懇談会
を踏まえ、これまでの検討してきた経過及び結果、
そして、今後どのようなスケジュールで検討され、具
体化されるのか明確にされたい。

　平成１６年３月に設置された「水先制度のあり方に関する懇談会」の報告
が本年６月に得られ、水先業務の効率性向上を図るため、東京湾、伊勢湾
及び大阪湾内のベイ水先区とハーバー水先区を統合することとされてお
り、同報告を踏まえつつ、その具体的な検討を深めるため本年７月に交通
政策審議会への諮問を行い、秋頃を目処に答申を得る予定であり、平成１
９年４月からの実施に向け、法制化が必要な事項については次期通常国会
への法案の提出を目指している。
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　東京港と横浜港を移動する船舶は、水先
人（東京港の水先人、東京湾の水先人、横
浜港の水先人）のきょう導により航行するこ
ととなります。
　安全性を考慮しつつ、１人の水先人で一体
的に水先業務を行えるような特例の実現を
お願いします。

　水先法の見直しによる水先料金の低減化を図り、
横浜港の国際競争力を強化します。

横浜市
港湾局
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水先料金制度
の更なる見直
し

水先法第
22条

　現行の水先料金は、きょう導距
離等水域特性に伴う操船困難度
を勘案し、水先区毎に設定してい
る。
水先料金は、港湾コストの約４％
程度ではあるが、コスト低減に対
する社会的要請等を踏まえ、適時
適切に料金の見直しに取り組んで
いる。

C －

水先料金については、全国の各水先区について、料金のベースとなる
きょう導距離の再検証等による料金の見直し作業を行い、１５年１月、１６
年４月及び本年４月の３回にわたり、水先料金の改定を実施したところで
ある。
　当該措置により、例えば横浜港については１７％程度の水先料金の低
減を既に図ったところである。
　なお、水先制度全般の抜本的な見直しに関する検討を行ってきた「水先
制度のあり方に関する懇談会」の報告が本年６月に得られ、業務運営の
効率化等を促すため、料金規制の緩和等を実施することとされており、今
後開催予定の交通政策審議会の審議等を踏まえつつ、他の法的措置が
必要な事項についての法制化作業と併せて、引き続き検討を深めていく
こととしている。

「引き続き検討を深めていく」とのことだが、懇談会
を踏まえ、これまでの検討してきた経過及び結果、
そして、今後どのようなスケジュールで検討され、具
体化されるのか明確にされたい。

　平成１６年３月に設置された「水先制度のあり方に関する懇談会」の報告
が本年６月に得られ、業務運営の効率化等を促すため、省令料金の廃止等
料金規制の緩和等を実施することとされており、同報告を踏まえつつ、その
具体的な検討を深めるため本年７月に交通政策審議会への諮問を行い、
秋頃を目処に答申を得る予定であり、平成１９年４月からの実施に向け、法
制化が必要な事項については次期通常国会への法案の提出を目指してい
る。
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　横浜港における水先料金については、きょ
う導距離の見直し等が行われたところです
が、更なる料金低減化を実現して頂くようお
願いします。

　水先法の見直しによる水先料金の低減化を図り、
横浜港の国際競争力を強化します。

横浜市
港湾局
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措
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分
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置
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措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見
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置
の

「
措
置
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各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
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規
制
特
例

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

1
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強制水先の必
要な船舶の範
囲（対象船舶
の大きさ）の
見直し

水先法第
13条及び
第22条

水先制度は、安全確保のために国
際的に実施されている社会的安全
制度であり、自治体の区域に収ま
らない広域的な船舶交通流に着
目した社会的安全制度である。さ
らに、現時点において、水先制度
にかわる安全確保のための代替
措置はない。
水先制度については、水先区にお
ける自然条件、船舶交通の状況、
海難の発生状況等、当該水域特
性を十分踏まえ、船舶の安全確保
と運航効率の増進の観点から、適
時適切な見直しに取り組んでい
る。
さらに、港湾コスト低減に対する社
会的要請を踏まえ、適時適切に料
金の見直しに取り組んでいる。

C －

強制水先の対象船舶の範囲の設定にあたっては、審議会等において、安
全性を確保するため、当該水先区ごとに、その地形的条件、港湾及び航
路の整備状況、船舶の輻輳状況、海難の状況等多様な要素を勘案しつ
つ、ユーザー、港湾管理者、水先人及び学識経験者等の意見も十分に踏
まえ、総合的に判断してきたところである。
なお、水先制度全般の抜本的な見直しに関する検討を行ってきた「水先
制度のあり方に関する懇談会」の報告が本年６月に得られ、「船舶の大き
さ」以外にも積載物の種類等の要素を踏まえて、適切な安全規制となるよ
う、総合的な検討を深めることとされており、今後開催予定の交通政策審
議会の審議等を踏まえつつ、他の法的措置が必要な事項についての法
制化作業と併せて、引き続き検討を深めていくこととしている。

「引き続き検討を深めていく」とのことだが、懇談会
を踏まえ、これまでの検討してきた経過及び結果、
そして、今後どのようなスケジュールで検討され、具
体化されるのか明確にされたい。

　平成１６年３月に設置された「水先制度のあり方に関する懇談会」の報告
が本年６月に得られ、「船舶の大きさ」以外にも積載物の種類等の要素を踏
まえて、適切な安全規制となるよう、総合的な検討を深めることとされてお
り、同報告を踏まえつつ、その具体的な検討を深めるため本年７月に交通
政策審議会への諮問を行い、秋頃を目処に答申を得る予定であり、平成１
９年４月からの実施に向け、法制化が必要な事項については次期通常国会
への法案の提出を目指している。
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　港域に設定された強制区（横浜川崎区）に
おいて、強制水先の対象となる船舶の大きさ
を、3千総トン以上から1万総トン以上にする
ことで、水先料金の低減化を図ります。

　水先法の見直しによる水先料金の低減化を図り、
横浜港の国際競争力を強化します。

横浜市
港湾局

1
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3
0
7
5
0

カボタージュ
（国内輸送の
自国運送業者
への留保）に
係る規制の緩
和

船舶法第３
日本各港間の輸送（貨物及び旅
客）は、原則日本籍船でなけれ
ば、行うことができない。

C －

自ら使用する空コンテナの外国籍船による輸送については、個別の航海
毎に申請させた上で特許することがある。
我が国の事業者が行う空コンテナの国内区間輸送を認めていない国があ
ることから、個別の具体的な事例に即して、今後とも、外国毎に、その国
の海運事業者の具体的な輸送の内容に応じて我が国の利益が確保され
ることを確認する審査を行う必要がある。
このため、個別の航海毎に申請させ、審査の上特許する手続きが必要で
ある。

右提案主体からの意見について検討の上回答され
たい。

　規制の必要性は理解できるが、国土交通省と財務省で同一目的でそ
れぞれ申請を行わせることは、ワンストップサービスの社会的要請から
も合理的でなく、少なくとも申請窓口を一本化し、一方が他方に照会し
て処理することで、申請手続きを簡素化するよう配慮願います。

国土交通省と財務省の規制目的は異なっており、国土交通省では、我が国
の海運事業者が行う空コンテナの国内区間輸送を認めていない国があるこ
とから、個別の具体的な事例に即して、今後とも、外国毎に、その国の海運
事業者の具体的な輸送の内容に応じて我が国の利益が確保されることを
確認する審査を行う必要があり、個別の航海毎に申請させ、審査の上、船
舶法第３条但し書きの規定により特許する、又は特許しないこととする必要
がある。
　なお、空コンテナの国内区間輸送について特許した場合、国土交通省か
ら税関当局へ特許した旨の通知及びコンテナリストの送付を既に行ってい
るところである。

1
0
9
0

1
0
9
0
1
0
1
0

現状では、船舶法第３条の規定により、外国
籍船による輸送はできない。また、空のコン
テナ輸送は、内国貨物運送承認申請（関税
法第６６条）を行えば可能であるが、手続き
が煩雑であり、税関へのコンテナリストの提
出のみで認めるよう規制を緩和する。

常陸那珂港は輸入超過の状況にあり、カボタージュ
規制の緩和により、空コンテナの有効活用や新たな
航路開設が見込めるため。
外国籍船による空のコンテナ輸送ができるようにする
ため、船舶法第３条により、自国内の輸送は、自国籍
船に限られていることについて、空のコンテナ輸送に
ついて外国籍船による輸送ができるようにする。

茨城
県、栃
木県、
群馬県

本件遊覧船事業者の希望する運航について検討したところ、当
該事業者については、一括届出の許可を受けることにより、手
続を簡略化し、３隻を一体として運航体制を組むことが可能であ
る。

仮に船員法の適用除外が困難であるとしても、当該観光遊
覧船において円滑で効率的な運航体制を組むことは、現行
制度において対応できないか。
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取扱が増加している外航フィーダーに対抗
し、スーパー中枢港湾の国内フィーダー輸送
を強化するため、次の諸施策を講じられるよ
う要望する。
 カボタージュ規制の緩和

日本各港間の輸送（貨物及び旅
客）は、原則日本籍船でなけれ
ば、行うことができない。

C －

特定の国との間では、二国政府間合意に基づいて、自国船舶に原則留保
したカボタージュを、例外として外国からの（又は外国への）通し船荷証券
を有するコンテナ貨物の輸送に限って、相手国の運航事業者の船舶に相
互に認め合う仕組みが出来上がっており、横浜港におけるデンマークの
海運事業者に特許している。
　カボタージュを全面留保している国があることから、現在の二国政府間
合意等の手続きを経て個別の外国毎に判断し、特許する手続きを確保す
ることが必要。
　仮に、我が国がいずれかの国の外航海運事業者に一方的にカボター
ジュを認めると、我が国の外航海運事業者にカボタージュを認めていない
他の国のケースにつき、相手国におけるカボタージュを認めさせることを
条件として我が国のカボタージュを特許することを交渉する拠りどころを
失うこととなる。
　個別の具体的な事例に即して、今後とも、外国毎に、その国の海運事業
者の具体的な輸送の内容に応じて我が国の利益が確保されることを確認
する審査を行った上で、二国間合意等の手続きを経て、特許する方針。
　なお、マレーシアにおけるカボタージュ規制の撤廃については事実誤認
であり、我が国と同じく例外的に個別に大臣が認めるもの（原則禁止の
上、例外的に適用免除）。マレーシアでは、我が国と異なり内航船の船腹
量が不足していることからカボタージュ禁止の緩和を行ったものであり、自
国籍船があればその利用が優先される。
　また、韓国におけるカボタージュ規制の緩和については、これまで法律
上は規定があったが全く認めて来ていなかったカボタージュの例外的な
許可制度について、実際に許可をするとの運用方針に改めたものである
（2003年9月）。更に許可は、横浜市の資料にあるように光陽港の物流増
加に効果がない場合は一方的に取り消されるとされているようであり、継
続的に運送を行う定期航路事業者にとっては法的に不安定、不確実なも
のとなっている。
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スーパー中枢
港湾における
内航ネット
ワーク強化の
ための諸規制
の緩和

船舶法第３

東京都

　東京港を経由する国際コンテナ貨物のう
ち、通し船荷証券を有する「外国から輸送さ
れ、東京港で積み替えられ、船荷証券記載
の日本の目的港まで輸送される貨物」及び
「日本の積込港から輸送され、東京港で積み
替えられ、外国に輸送される貨物」に限り、
船舶法３条但書の沿岸輸送特許の取得を認
めることにより、限定的にカボタージュ規制を
解除する。また、空コンテナの輸送について
は年間で包括的に承認するなど、手続きの
簡素化を行う。

　東京港を経由する国際コンテナ貨物について、限定
的にカボタージュ規制を解除する。このことにより、現
在、海外において積み替えがなされている地方港向
け（出し）貨物を集積することにより、基幹航路の我が
国への寄港を確保する。

特定の国との間では、二国政府間合意に基づいて、自国船舶に原則留保
したカボタージュを、例外として外国からの（又は外国への）通し船荷証券
を有するコンテナ貨物の輸送に限って、相手国の運航事業者の船舶に相
互に認め合う仕組みが出来上がっている。
カボタージュを全面留保している国があることから、現在の二国政府間合
意等の手続きを経て個別の外国毎に判断し、特許する手続きを確保する
ことが必要。
仮に、我が国がいずれかの国の外航海運事業者に一方的にカボタージュ
を認めると、我が国の外航海運事業者にカボタージュを認めていない他
の国のケースにつき、相手国におけるカボタージュを認めさせることを条
件として我が国のカボタージュを特許することを交渉する拠りどころを失う
こととなる。
個別の具体的な事例に即して、今後とも、外国毎に、その国の海運事業
者の具体的な輸送の内容に応じて我が国の利益が確保されることを確認
する審査を行った上で、二国間合意等の手続きを経て、特許する方針。
なお、我が国の外航海運事業者が運航する外国籍船により、外国からの
（又は外国への）通し船荷証券を有するコンテナ貨物を、日本の港から別
の日本の港まで輸送するケースについては特許している。
また、自ら使用する空コンテナのカボタージュについては、二国間合意が
なくても、個別の航海毎に申請させた上で、外国船舶に特許することがあ
る。 しかし、二国間合意によらず、いずれかの国に対して、一定期間繰り
返し行って良いとの特許（包括特許）を一方的に与えることは、上記と同
様に空コンテナのカボタージュを認めていない他の国のケースにつき、相
手国と交渉する拠りどころを失うこととなる。
個別の具体的な事例に即して、今後とも、外国毎に、その国の海運事業
者の具体的な輸送の内容に応じて我が国の利益が確保されることを確認
する審査を行った上で、二国間合意等の手続きを経て、特許する方針。
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我が国の外航海運事業者が運航する外国籍船により、外国からの（又は外
国への）通し船荷証券を有するコンテナ貨物を、日本の港から別の日本の
港まで輸送するケースについては特許している。
　外国の運航事業者が運航する船舶に関しては、二国政府間合意に基づ
いて、自国に原則留保したカボタージュを、例外として外国からの（又は外
国への）通し船荷証券を有するコンテナ貨物の輸送に限って、相手国の運
航事業者の船舶に相互に認め合う仕組みが出来上がっている。
　今回の提案では東京港に限定したとしても、日本が、全ての外国に対し一
方的にカボタージュを緩和することとなる。
　仮に、我が国がいずれかの国の外航海運事業者に一方的にカボタージュ
を認めると、我が国の外航海運事業者にカボタージュを認めていない他の
国のケースにつき、相手国におけるカボタージュを認めさせることを条件と
して我が国のカボタージュを特許することを交渉する拠りどころを失うことと
なる。
　具体的な事例に即して、今後とも、船舶運航事業者が属する個別の外国
毎に、その国の海運事業者の具体的な輸送の内容に応じて我が国の利益
が確保されることを確認する審査を行った上で、二国政府間合意等の手続
きを経て、特許する方針。
　また、自ら使用する空コンテナのカボタージュについては、二国政府間合
意がなくても、個別の航海毎に申請させた上で、外国船舶に特許することが
ある。 しかし、二国政府間合意によらず、いずれかの国に対して、一定期間
繰り返し行って良いとの特許（包括特許）を一方的に与えることは、上記と
同様に空コンテナのカボタージュを認めていない他の国のケースにつき、相
手国と交渉する拠りどころを失うこととなる。
　個別の具体的な事例に即して、今後とも、船舶運航事業者の属する個別
の外国毎に、その国の海運事業者の具体的な輸送の内容に応じて我が国
の利益が確保されることを確認する審査を行った上で、二国政府間合意等
の手続きを経て、特許する方針。
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カボタージュ
（国内輸送の
自国運送業者
への留保）に
係る規制の緩
和

船舶法第３
日本各港間の輸送（貨物及び旅
客）は、原則日本籍船でなけれ
ば、行うことができない。

C －
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・勝浦港の区域内を越えた平水区域を運航
する観光旅客船の航路に対して法規制（船
員法等）の適用を除外する

　船員法の規定は、港のみを航行
する船舶に乗り組む者については
適用されないこととしている（船員
法第１条第２項第２号）。

Ｃ －

労働者保護の必要性から労働基準法等の労働関係法令が定められてい
るが、船員については、労働基準法の適用除外とし、船員法において労
働基準等を定めている。
これは、船員の労働の場が陸上から孤立した海上であり、海難発生時に
は多数の人命・財産に影響を及ぼすなどの特殊性を有していることから、
船舶の航海の安全確保及び船員の労働保護を図るために陸上労働者と
は異なる規制を行っているものである。具体的には、必要な乗組み定員
の確保が義務付けられており、また発航前検査、旅客への避難要領の周
知、旅客等に対する危害を防ぐための措置といった船長の職務及び権限
が規定され、さらに航海の安全の確保のための時間外労働の特例、健康
証明書の所持、行方不明手当の支払等が規定されている。これに加え、
船員法適用事業者には船員保険の加入が義務付けられている。これらの
規定の適切な実施を確保するため、雇入契約（船舶に乗り組む船員の労
働条件）の届出の手続等により監督を行っているところである。
陸上労働者と船員との適用法令が異なるため、その線引きが必要である
が、船員法第１条において、港内のみを航行する船舶については船員法
適用除外とし、陸上労働者と同様、労働基準法が適用されることとしてい
る。
これは、港内は陸上から隔離されない平穏な海域であって、海上での孤
立や航海の危険性などの特殊性に乏しいことから、陸上の労働者と同様
に労働基準法等の規定で十分と考えられたためである。なお、国際条約
上も、同様の考え方である。
本件遊覧船については、港外に出て遊覧航海を行うものであり、港内の
ような陸上から隔離されない平穏な海域にとどまる船舶とは異なり、航海
の安全確保等を十分に図っていく必要があるが、本件遊覧船を船員法適
用除外とした場合、これらの規定が適用されなくなり、船舶の航海の安全
確保、船員の労働保護に支障が生じるおそれがある。特に、本件遊覧船
は一般の観光客等が多数乗船する旅客船であり、運航の安全性を特に
厳重に確保する必要があるため、船員法の適用除外とすることには問題
がある。

港内の区域は、外洋からの波や潮の流れの影響を直接的に受けにく
く、気象・海象の条件は比較的穏やかである。一方、平水区域で
あっても港外である区域は、これらの影響を受けやすく、航行に危
険を及ぼし得る。また、港内の区域であれば、海難発生時に陸上か
らの救助を行いやすい一方、平水区域である港外区域においては、
こうした救助を行うことは困難である。さらに、港内の区域であれ
ば陸上からの労務管理を適切に行いやすい。これらの事情を踏ま
え、港外を航行する船舶に乗り組む船員については労働基準法の適
用除外とし、船舶の航海の安全確保及び船員の労働保護を図るた
め、船員法を適用している。
　また、船舶の安全性は以前よりも向上しているものの、船舶が港
外を航行する場合、船長が労務管理等を適切に行うことを確保する
ため、船員法を適用する必要がある。なお、技術進歩にあわせ、配
乗規制等については従前より適宜見直しを行っているところであ
る。
　本件遊覧船については、平水区域であっても港外を航行するもの
であり、決して安全とは言えない航路を航行すること、また、海難
発生時に多数の人命、財貨の安全に影響を及ぼすことから、船員法
を適用し、定員規制等の規制を課す必要がある。
　さらに、港外における船舶の事故が多数発生していることから
も、当該船舶を船員法非適用とするのは適切ではない。
　なお、港外を航行する船舶について船員法適用としているのは、
国際条約の考え方と同様である。

1
2
3
0
7
3
0

勝浦周遊航路
における船員
法等の適用除
外

船員法第
１条第１
項、同条
第２項第２
号、同条
第３項

横浜市
港湾局

スーパー中枢港湾として、躍進著しいアジア諸港との
競争力を発揮していくためには、外航フィーダーに対
抗しうる内航輸送ネットワークの強化が喫緊の課題と
なっている。そのためには、競合関係にある韓国、台
湾等東アジアの港湾に接続する外航船と我が国内航
船との競争条件を整えることが必要不可欠である。そ
こで、内航海運への支援について次の措置を講じら
れるよう要望する。
①外国籍船との燃料費の価格格差を解消するため
の「内航船の燃料油に係る石油石炭税の軽減措置」
②「内航船の固定資産税（を外港船並みに）軽減措
置」
国際競争力強化が求められる中、上記の税制措置
が講じられなければ、内航海運の競争環境は整わ
ず、スーパー中枢港湾である本港への貨物の集中も
見込めない。そこで、この税制措置が講じられなかっ
た場合の代替措置として、
③カボタージュ規制の緩和
について併せて求めるものである。

右提案主体からの意見ついて検討の上回答された
い。

スーパー中枢港湾に指定された東京港においてカボタージュ規制の限
定的解除を行うことは、国際基幹航路をつなぎとめる効果を有し、国際
トランシップ貨物の取扱増加のためにも有効である。東京港を経由し
「通し船荷証券」を有する貨物に限って規制緩和を行うことで、フィー
ダー輸送が活発に行われ、日本の港全体の活性化、陸上輸送からの
モーダルシフト推進にも資するものと考える。特例的に認められる空コ
ンテナの輸送の申請手続きについて包括的に特許するにも二国間合
意の手続を経て特許する方針であるということであるが、邦船社の外
航船のほとんどがすでに外国籍船となっていることから、国土交通省
のいう二国間での合意を経て相手国籍船による国内輸送を認める相
互主義により国益を守るとの主張は現実的でない。よって空コンテナ
の輸送手続については二国間の相互合意に関わらず包括的に特許を
受けられるよう手続きの簡素化を求める。

紀の松
島観光
株式会
社

・勝浦港の区域内を越えた平水区域を運航する観光
遊覧船の円滑かつ効率的な利用。それによる観光産
業への寄与。また、地元住民の交通手段のひとつと
して地域に根付いた生活航路として活用

現在の船舶安全法施行規則第1条第６項は、昭和２３年法律第百七十
四号に基づく区域の設定となっておりますが、当時より現在に至るまで
には半世紀以上もの年月が経過され、その間、船舶の運航に係る管
理及び技術安全に関する進歩向上も、我国の海運事業に於ける国土
交通省の指導に基づき大きく展開されてきたと思われます。この事を
踏まえ、現在の弊社の運航航路は年間を通じ比較的穏やかな航路と
なっており、外海の区域に於きましても陸岸から０．２～０．３㎞程度の
沖合いを陸岸に沿って運航し、万一悪天候の際には第二基準航路に
て森浦湾内の回避航路に変更して運航をしております。このような観
点からも昭和２３年当時の船舶の性能及び安全管理体制と現在の技
術の進歩等を比較し考慮して頂いたなら、現在の法律の見直しによる
改正が必要不可欠かと思われます。この点につきまして、御検討及び
速やかな御回答を宜しくお願い致します。

船員法が第１条で港内を適用除外している趣旨、つ
まり「港内は陸上から隔離されない平穏な海域で
あって、海上での孤立や航海の危険性などの特殊
性に乏しい」ことからすれば、港内から出ているもの
の、平水区域にありかつ、波穏やかな陸地沿いの定
型航路のみを運航する勝浦周航路は、まさにその
趣旨にかなうものであり、そのような地域の実情に
応じて、労働基準法の適用対象とし、船員法を適用
除外するのが妥当ではないのか。右提案主体から
の意見を踏まえ検討の上回答されたい。
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規制の特例事
項名

該当法令
等

制度の現状

措
置
の
分

措
置
の
内

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「
措
置
の

「
措
置
の

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

プ
ロ
ジ
ェ

規
制
特
例

規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容
提案主
体名

1
2
3
0
7
8
0

NPO法人や漁
業者，釣船事
業者が実施す
る旅客不定期
航路事業の社
会実験に対す
る支援

海上運送
法第２０条
及び第２１
条

旅客不定期航路事業については、
航路ごとの許可と、また、人の運
送をする不定期航路事業について
は、事業開始の日の３０日前まで
の届出となっている。

Ｃ －

１．社会実験に限った場合であっても、船舶を用いて旅客を運送をする場
合には利用者利益の保護及び安全確保の観点から海上運送法の手続が
必要である。

２．また、海上運送法においては、第２１条において１３名以上の旅客を運
送する旅客不定期航路事業について、輸送施設の適応性及び船舶交通
の安全性等に係る審査を行うこととなっており、安全基準を満たすものに
は等しく参入の道を開く許可制となっている。
なお、法２０条第２項において１２名以下の旅客を運送する人の運送をす
る不定期航路事業については、事業開始の日の３０日前までの届出制と
なっている。

提案者のいうような社会実験的に行われる事業に
ついて、手続きの簡素化等を行うことはできないか。

たとえ社会実験と言えども、船舶を用いて旅客を運送をする事業を行う場合
には、利用者利益の保護及び安全確保を担保するために海上運送法の手
続きが必要であり、提案者の言うような海上運送法の許可等を不要とする
ことは、前述の担保が出来なくなるため、認められない。

・再検討要請と回答がすれ違っているため、もう一度回答を
求めるが、「許可の不要」ではなく、提案者のいうような社会
実験的に行われる事業について、「手続きの簡素化」を行う
ことはできないか。
・できないということであれば、できない理由を具体的に説
明されたい。

海上運送法では、利用者の安全を担保するため、運航管理規
程の届出や運航管理者の選任等を、また、利用者利益の保護
を担保するため、運賃・料金の届出や運送約款の認可等を求め
ている。これらは、利用者の安全確保及び利用者利益の保護の
ために最低限必要な規制であり、たとえ社会実験に限った場合
であっても簡素化することはできない。

1
2
0
0

1
2
0
0
2
0
1
0

旅客不定期航路事業を営もうとする者は，国
土交通大臣の許可又は国土交通大臣への
事前届出が必要とされているが，地域経済
に与える影響，需要動向，収支予測等を図
るため，社会実験として不定期航路事業を行
う者については，当該実験期間に限り許可
等を不要とする。

NPO法人や漁業者，釣船事業者が，地域内の河川
等を活用した水上運送の事業可能性を図るため，社
会実験を実施する。事業として成立する場合には，
NPO法人の新たな体験プログラム創出や漁業者の新
たな事業展開につながり，地域の活性化が図られ
る。

茨城県

1
2
3
0
7
9
0

NPO法人や漁
業者，釣船事
業者が実施す
る旅客不定期
航路事業の社
会実験に対す
る支援

海上運送
法第３条
及び第２１
条

一般旅客定期航路事業及び旅客
不定期航路事業については、航路
ごとの許可となっている。

Ｃ －

１．海上運送法において「旅客不定期航路事業」では、「航路の起点と終
点が一致しない航路」であっても貸切運送であれば可能である。なお、乗
合運送を行う形態であれば「一般旅客定期航路事業」の区分に該当す
る。
　
２．「一般旅客定期航路事業」では、船舶運航ダイヤにおいて確保義務
（すなわち客がいなくても運航すること）が求められるがかかる船舶運航
ダイヤ（計画）については届出制となっており、季節に限った運航や週末
のみの運航、臨時便による増便などの設定も可能で輸送需要に応じた運
航が可能であり、地方運輸局等において十分ご相談に応じていきたいと
考える。

３．なお、「旅客不定期航路事業」、「一般旅客定期航路事業」の双方とも
参入にあたっては、海上運送法における安全審査基準等は同一である。

提案者が想定するような、河川における上流と下流
の一定点を往復する航路は、旅客不定期航路事業
で認められると考えてよいか。

提案者が想定するような起点と終点が一致しない場合、貸切運送であれば
旅客不定期航路事業に該当する。

1
2
0
0

1
2
0
0
2
0
2
0

旅客不定期航路事業を営む者の航路につい
ては，起点と終点とが一致する航路であると
されているが，河川を活用する事業について
は，上記社会実験の期間に限り，起点と終
点とが一致しない航路を認める。

NPO法人や漁業者，釣船事業者が，地域内の河川
等を活用した水上運送の事業可能性を図るため，社
会実験を実施する。事業として成立する場合には，
NPO法人の新たな体験プログラム創出や漁業者の新
たな事業展開につながり，地域の活性化が図られ
る。

茨城県

１． 海上人命安全条約（SOLAS条約）附属書第Ｉ章第4規則パラ
(a)の規定については、内航船が、海外への売船や海外での入
渠修理等のため、外地へ回航される場合であって必要な安全措
置を施したとき等、反復継続性が認められず、かつ、条約の規
定を免除しても航海の安全性が確保できる場合に限り、適用し
ている。

２．近年、相次ぐ大規模海難にともない国際的な海事安全規制
は、技術基準だけでなくポートステート・コントロール（入港国に
よる船舶安全検査）等の検査執行面に関する措置も年々強化さ
れていること、また、国際航海に従事する旅客船には日本国民
だけでなく外国国民も乗船しており、安全確保面での国際的な
責務を負っていること、さらに、国内的にも公共交通機関の安全
性確保が焦眉の課題となっていること等から、上記条約の免除
に係る規定についても、厳正かつ的確に運用することが求めら
れている。
こうした状況において、今回の「フェリーよなくに」のケースにつ
いて、上記条約の免除に係る規定を適用することはできない点
をご理解願いたい。

３．附属書第Ⅱ-１章第１規則４等の規定に基づき、条約の規定
を免除する場合にあっては、沿海区域のうち陸岸から20海里を
超えて航行しないことを条件として「免除証書※１」が発給され
る。

４．提案主体からの意見において、現在運航中の“フェリーよなく
に”について「貨物船としての航行も念頭に台湾との直接航行事
業の実現を検討中」とあるが、この場合には、構造設備の大幅
な変更は必要ないと見込まれるので、その詳細については別途
相談されたい。

（※１）国際航海に従事する船舶には、条約の規定に従い所要
の条約証書が発給されるが、規則の一部を免除した場合には免
除項目、条件等を記載した「免除証書」も発給される。

・空港整備法第４条に基づき、第２種空港の管理を行ってい
る地方公共団体（旭川市）が、最終的な責任を負うというも
とで、管理の代行として指定管理者制度を利用して、民間
会社にその運営を包括的に委託することはできるのではな
いか。
・仮にそのままでは適用できないとしても、管理代行をさせ
る地方公共団体が最終的な責任を担保し、管理代行させる
業務を峻別するなど一定の措置を講ずることにより可能で
はないのか。
・仮にできないと主張されるなら、その具体的根拠を示すと
ともに、空港におけるどの業務が委託できないのか示され
たい。

・第2種空港を管理する地方公共団体が包括的に第三者
にその業務を委託する場合、当該地方公共団体がその義
務を果たしているとは言えないことの根拠、当該第三者が
空港を適切に管理する能力を有する者であることを担保
する必要から、航空法に基づく許可を得る必要があること
の根拠が明らかでないと考えます。

・現実に、SPC（特別目的会社）が航空法に基づく許可を
得られるものと解してよろしいでしょうか。

・当提案は、あくまでも空港整備法の第2種空港を地方公
共団体が管理し、その管理業務（空港整備法第４条第２
項及び第１４条第３項に規定される「管理」）をＳＰＣ（特別
目的会社）に委託するものです。現行制度で可能であれ
ば、あくまでも当市の管理の下、ＳＰＣ（特別目的会社）に
一定の経営の自由度をもたせて管理の一部を委託させた
いと考えています。この場合、どこまでの業務なら管理を
委託できるのでしょうか。委託できない業務との境界線は
どこなのでしょうか。

・国際チャーター便の増加や国際的なビジネス活動に対
応するためには、空港の国際化が不可欠ですが、地方公
共団体のできることには限界があります。空港の国際化を
進めるに当たっては、地方公共団体だけでは対応できな
いため、ＳＰＣ（特別目的会社）の経営能力の活用が不可
欠であり、委託するものです。経営の効率化、サービスの
向上など、委託する効果は大きいと考えます。

【提案主体に対して】
①航空法においては、航空機の安全な離着陸等を確保することを目
的に、飛行場の設置に当たっては、国土交通大臣の許可に係らしめる
とともに、一定の保安基準に従って空港を管理することを義務づけて
いるところ。空港の管理に関する業務を包括的に第三者に委託すると
いう今回の要望を認めた場合、本来空港の設置者として旭川市が負う
べき空港の安全性等に関する責任が不明確となるとともに、空港の管
理を受託する第三者は、航空法上の空港の設置者ではないことから、
国土交通省として当該第三者を指導監督する法的権限がないという
問題が発生する。このため、国土交通省としては、空港管理業務を包
括的に第三者に委託するのであれば、当該第三者が航空法に基づく
設置許可を取得し、航空法に基づく施設の管理帰任を負うべきである
と認識している。
②航空法においては、飛行場の設置・管理主体について制約はなく、
飛行場を保安基準に従い適切に管理する能力があれば、民間事業者
であっても設置の許可を得ることが可能である。
③飛行場の設置管理者が第三者に委託可能な管理業務としては、飛
行場の軽易な補修、清掃、使用料の徴収管理等の事実行為等が挙げ
られる。一方、滑走路等の補修、事故・災害時に備えた体制整備等に
ついては、航空機の安全な運航に直結する業務として、空港設置者が
行う必要がある。
④国土交通省としては、旭川空港の国際化を否定するつもりはなく、
同空港における航空機の安全な運航を確保するため、空港の設置・管
理者が旭川市であれ、民間事業者であれ、保安基準に従い、適切に
空港を管理することを求めているものである。
【内閣府特区室に対して】
　貴室からの質問にある「最終的な責任を担保」とは何を指すのか不
明ではあるが、当省としては、飛行場の設置管理者の責任とは、事
故、災害時に適切な対応を即座に取れる体制を整備及び維持するこ
と等、航空機の安全な運航を確保するために適正な管理を実施するこ
とであると理解しているところ。よって、地方公共団体（旭川市）が管理
業務を包括的に第三者に委託しながら最終的な責任を持つというの
はあり得ない事項であると考える。なお、貴室の主張する「業務を峻別
しての管理代行」については、他の飛行場において既に実施されてい
るところである。

１．貴省回答によれば、「今後もまた台湾への航海を行うこ
とは、１回限りの航海ではなく反復継続的な航海であること
から認めることはできない。」とあるが、「１回限り」の明確な
基準を示されたい。
２．与那国町と花蓮市の姉妹都市締結２５年のための親善
訪問という例外的状況において、貨客船として1回限りの与
那国町～花蓮市の直接航行をSOLAS条約附属書第Ｉ章第4
規則パラ(a)の規定に基づき認める際に「フェリーよなくに」
が備えるべき設備基準を全て示されたい。
３．貴省回答によれば、「一方、島と海岸により保護された
水域、海岸が極端に凹入した水域等については、原則どお
り海岸線に沿った区域とすることで変針点が多くなり船舶が
輻輳する場合は、気象・海象、避難港の位置等を勘案し安
全上問題がなければ、一部の水域が海岸から20海里を超
える形で沿海区域の外縁を直線化していることがある。」と
あるが、SOLAS条約では、附属書第Ⅱ-１章第１規則等に
おいて、最も近い陸地から20海里以内を航行する船舶につ
いて条約の適用を免除することができる旨の規定があるの
みである。沿海区域のうち、20海里を超える海域について
はどの規定に基づいてSOLAS条約の適用を免除している
のか示されたい。
４．右提案主体からの意見について回答されたい。

「国境交流特区」構想の趣旨，本提案に至った地域の実情ならび
に必要性，国境地域固有の問題や国益の視点からの課題・重要
性等については、6月30日提出の特区提案書および添付諸資
料、7月28日に提出した意見書等において意を尽くして説明の
上、当該特例措置の検討・実施を強く要望申し上げた次第であり
ます。7月22日ならびに8月5日付けでお示しいただいた御回答の
主旨は理解致しました。うち、7月22日回答（措置の概要）におい
て、‘現在、内航船として使われている「フェリーよなくに」を台湾
への国際航海に従事させる場合には、種々の追加の安全措置を
施すことが必要になると見込まれるが、提案内容にも「貨客船あ
るいは貨物船」と記載されているように、旅客定員が12人以下の
貨物船として航行させる場合には、その旅客数が限られているこ
とから、貨客船として航行させる場合に比べて、必要な追加の安
全措置の内容はかなり緩やかなものになると見込まれる’とある
ことから、貨物船としての航行も念頭に台湾との直接航行事業の
実現を検討中であります。特に来年2006年は、花蓮市との姉妹
都市協定締結25年を迎えることから、この記念すべき節目に友
好親善交流訪問団の相互訪問など各種事業を実行・実現するこ
とが重要であり、とりわけ「那覇経由」ではない、「与那国⇔花蓮
間直接航行」の実現が地域において強く期待されております。そ
の際、石垣と与那国を結ぶ定期離島航路として生活必需物資等
を運搬し、島の暮らしを支える貨客船として多くの島民や訪問客
に親しまれている「フェリーよなくに」の航行は、同記念事業にお
けるシンボルとしての意味を持つものでもあります。一方、8月5
日回答（再検討要請に対する回答）では、平成2年における「フェ
リーよなくに」の与那国－花蓮間直接航行の認可に関連し、‘今
後もまた台湾への航海を行うことは、１回限りの航海ではなく、反
復継続的な航海であることから認めることはできない’との見解
が示されました。しかしながら、海を挟んで隣接する台湾との往
来・直接交流は、国境地域に置かれた離島・与那国島が自らの
生活圏・経済圏を確保し、今後も地域社会の存続と自立を図る
上で不可欠のものであり、かかる認識に立って、本「国境交流特
区」構想を提起致しました。従って、現「フェリーよなくに」の利用
を通じて実施可能なこと・不可能なことの峻別を図るとともに、花
蓮市との持続可能な直接航行・交流が可能となる「新造船」を実
現することが与那国にとって極めて重要かつ切実な課題であります
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　新たに設立するＳＰＣ（特別目的会社）が第
２種空港の管理に当たることから，空港整備
法の条文を次のとおりとする。

・（空港整備法第４条第２項）国土交通大臣
は，当該空港の管理上適切であると認める
ときは，申請により地方公共団体に第２種空
港を管理させることができる。ただし，当該地
方公共団体が必要であると認めるときは，株
式会社など空港等管理会社に管理を委託す
ることができる。
　
・（空港整備法第１４条第３項）地方公共団体
が管理を委託された国有財産については，
当該地方公共団体が必要であると認めると
きは，株式会社など空港等管理会社に管理
を委託することができ，当該空港等管理会社
において管理の費用を負担する。この場合
において，当該国有財産の使用料及び賃貸
料は，当該空港等管理会社の収入とする。

　国際線ターミナルビルの新設や駐車場の増設など
旭川空港の国際化を進めるに当たり，新たに設立す
るＳＰＣ（特別目的会社）が第２種空港と定義されてい
る旭川空港を管理する。災害復旧工事等は地方自治
体が自ら行うが，空港整備法第２条第２項に係る第２
種空港の管理及び同法第１４条第３項に係る国有財
産の管理はＳＰＣ（特別目的会社）が行うものである。
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空港整備法は、飛行場のうち空港
について
国と地方公共団体が一定の費用
分担の下、
その整備を行うことを定めたもの
であり、その
設置管理者は国又は地方公共団
体とする旨
規定されている（成田国際空港、
関西国際空
港、中部国際空港を除く）。
　一方飛行場の設置・管理に関し
ては、空港
整備法ではなく航空法において定
められてお
り、国、地方公共団体、民間事業
者の区別なく、一定の管理能力等
を有すれば、飛行場の設置・管理
を行うことができるとされている。

Ⅱ

飛行場の運営に当たっては、安全確保の観点から、設置者が一定の保安
基準を満たし、適切に施設を管理する能力を有することが求められること
から、航空法においては、その設置に当たって、国土交通大臣の許可に
係らしめているところ。
このため、飛行場の管理業務を第三者に委託するに当たっては、設置者
がその責任を適切に果たすことができる範囲内で認めているところであ
り、清掃、補修、点検等の事実上の行為についての請負、委託は可能で
あるが、包括的に業務を委託することは認められない。
一方、航空法においては、飛行場の設置主体について特段制限がないこ
とから、当該包括委託を受けようとする者が自ら航空法に基づく許可を得
て、飛行場の設置者となることは可能である。
その場合の国有財産の取扱いについては、当該許可を得た株式会社等
が所定の手続を経て飛行場の範囲内にある国有財産を取得することによ
り、その管理に要する費用及び収入を自らに帰属させることが可能とな
る。
ただし、空港整備法上の第２種空港については、主要な国内航空路線に
必要な飛行場として、同法の規定に基づき、その整備に当たって国費が
投じられていることから、その設置管理者が国又は地方公共団体に限定
されているところであり、民間事業者が当該飛行場の設置者となる場合に
は、国からの補助を受けることは困難。

株式会社など
空港等管理会
社による第２
種空港の管理
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１． 国際航海に従事する船舶については、国際間での航海を円滑に行う
ため、各国は、国際海事機関（IMO）で策定された海上人命安全条約
（SOLAS条約）等の国際条約に基づき、統一的な安全規制を実施してい
る。我が国もSOLAS条約の締約国であるため、国際航海に従事する全て
の日本船舶に、国内法令（船舶安全法等）に基づき、条約基準を適用す
るとの同条約の履行義務を負っている。

２． 従って、本件要望についても、条約の履行義務を堅持できる範囲内で
対応せざるを得ず、台湾への国際航海を実施するにあたっては、SOLAS
条約等に定める安全要件への適合が最低限必要であり、特区として対応
することはできない。

３． なお、現在、内航船として使われている「フェリーよなくに」を台湾への
国際航海に従事させる場合には、種々の追加の安全措置を施すことが必
要になると見込まれるが、提案内容にも「貨客船あるいは貨物船」と記載
されているように、旅客定員が１２人以下の貨物船として航行させる場合
には、その旅客数が限られていることから、貨客船として航行させる場合
に比べて、必要な追加の安全措置の内容はかなり緩やかなものになると
見込まれる。

４． さらに、提案理由の中に「新造船」に関し「有効な方策や制度等につ
いてご支援・ご教示」とあるが、離島航路に就航する船舶のバリアフリー
化に係る補助制度がある。
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１．平成２年に「フェリーよなくに」が台湾花蓮市へ
渡った実績があるが、どのような根拠に基づいて許
可したのか。また、それ以降同様の措置をもって渡
航することが認められない理由を示されたい。
２．SOLAS条約で定める設備基準の適用除外がで
きる海域について、船舶安全法等において沿海区
域を定めているが、当該区域には最も近い陸地から
２０海里を越える区域が全く含まれないのかご教示
願いたい。もし、あるとすれば、沿海区域として定め
ている理由を示されたい。
３．日本船籍のカーフェリー（提案のあったフェリーよ
なくにを想定）を旅客船として運行する場合につい
て、沿海区域を航行する場合に求められる設備基
準と、与那国～花蓮（台湾）間を航行する場合に求
められる設備基準に差違がある事項について全て
お示し頂きたい。また、これら差違のある事項の全
てについて、国内法令（通知等も含む）のどの部分
により当該基準が定められているか、更に、当該基
準を定める根拠となっているＳＯＬＡＳ条約のどの条
項に対応して国内法令が定められているものか、そ
の内容及び対応関係をご教示願いたい。具体的に
は別添の様式で整理して頂きたい。
４．国際航海をする際にSOLAS条約が適用除外に
なる場合全てについてお示しいただきたい。更に、
当該SOLAS条約に対応して定められている国内法
令の内容及び当該条約との対応関係をご教示願い
たい。
５．貴省回答において、「離島航路に就航する船舶
のバリアフリー化に係る補助制度がある。」とある
が、当該補助制度を活用することにより与那国～花
蓮（台湾）間を航行する際に求められる全ての設備
基準を満たすような「フェリーよなくにの改造」または
「新造船」が可能になると理解してよいか。
あわせて、右提案主体からの意見について回答さ
れたい。

わが国最西端にあって国境の国土と海域を守り、かつ、国境地域間の
親善と平和交流に寄与してきた有人離島・与那国の役割は国益の視
点から見ても重要なものと考えます。人口1,700余人の島民が‘国境の
島守’として今後もその責務を果たしていくには、この島に住み、暮らし
ていくための希望が必要であり、このような基本認識から、今なお人口
減少が続く島の再生・活性化と地域の自立を目標に、当該規制の特例
事項を官民共同で提案した次第であります。国際条約に基づく船舶安
全法等による安全基準等の規定、SOLAS条約に定める安全要件への
適合の必要性は充分認識しております。（※平成２年５月の「花蓮市・
与那国町友好親善文化交流団」による汽船「フェリーよなくに」の花蓮
港直接航行においても、かかる安全要件への適合を前提に近海区域
（短国際航海）航行を許可していただきました）。しかしながら、国境を
挟んで近接する一体的な生活・経済圏の中の往来は、一般的に言わ
れる「国際航海」とは趣旨・性格を異にするところがあると考えます。本
件は、国境に置かれた地域（有人離島）が自立するために必要な措置
として要望申し上げるものであり、過去実績のある与那国－花蓮間の
直接航行の復活にあたり、「60海里の短国際航海」の航行許可に関
し、地域の実情をふまえた最適な規制適用など、直接航行事業の実現
に資する支援的措置を重ねてお願い申し上げる次第であります。当局
におかれましては、与那国島の地域存続に関わる今般の危機的状況
もご賢察賜り、領海の保全，国境地域の安全，隣国との平和など国益
と民生安定の視点を合わせた「国境地域政策」の必要性をご勘案の
上、政策的・総合的な御検討をくださいますよう切望致します。また、わ
が国最西端の国境地域に位置する与那国島固有の立地条件・生活条
件をふまえた離島航路等の海運事業に対する新たな支援策等につい
て、今後、御検討と御指導をくださいますよう併せて切望致します。

1
2
3
0
7
7
0

国境の離島に
おける短国際
航海（与那国
－花蓮間60海
里）の貨客船
あるいは貨物
船の航行許可
に関する要件
緩和もしくは
地域の実情を
ふまえた規制
適用等

該当法令
なし

国際条約に基づき船舶安全法等
により安全基準等が定められてお
り、その船種、航行区域に応じて
所要の構造、設備が要求される。

Ｃ －

　貴省回答の「一方、」以下については、法令上は可
能であっても現実には全く不可能なものであると考
えるが、見解如何。

　また、貴省の回答で、清掃、補修等の事実上の行
為の請負や委託は可能としながらも、包括的に業務
を委託することが
困難な理由については述べられていない。何故出
来ないのか、法令上の根拠を明らかにされたい。

・包括的に業務を委託することで、設置者がその責任を適切に果たす
ことができないことの根拠が明らかでないと考えます。

・当提案の趣旨は、空港整備法上の第２種空港について、ＳＰＣ（特別
目的会社）が飛行場の設置者となるものではなく、あくまでも地方公共
団体が設置管理者であり、その設置管理者が空港整備法第４条第２
項及び第１４条第３項に規定される「管理」をＳＰＣ（特別目的会社）に
委託し、その経営能力を活用しながらサービスの向上等を図り、地域
貢献に資するものです。再考をお願いします。

前回回答したとおり、飛行場の管理については、安全確保の観点か
ら、一定の保安基準を満たし、適切に施設を管理する能力を有する
ことが求められるため、航空法においては、その設置にあたって、
国土交通大臣の許可に係らしめている。
  また、第２種空港について、空港整備法第４条第２項の規定に基
づき地方公共団体がその管理を行う場合には、同条第４項の規定に
より、当該地方公共団体が航空法上の空港の設置者とみなされ、空
港を適切に管理する義務を負うこととなっている。
  一方、第２種空港の管理を行っている地方公共団体が包括的に第
三者にその業務を委託する場合には、当該地方公共団体がその義務
を果たしているとは言えず、当該第三者が空港を適切に管理する能
力を有する者であることを担保する必要がある。
  このため、地方公共団体がその管理する空港において、その管理
業務を包括的に株式会社等に委託する場合には、当該委託を受けよ
うとする者が航空法に基づく許可を得る必要がある。
  航空法においては、飛行場の設置主体について特段の制限はない
ことから、ご要望の趣旨は、現行法において対応が可能である。
  なお、第１４条第３項に規定する国有財産の管理については、所
定の手続を経て、飛行場の範囲内にある国有財産を取得することに
より、その管理に要する費用及び収入を自らに帰属させることが可
能であり、現行法で対応が可能である。
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１． 海上人命安全条約（SOLAS条約）附属書第Ｉ章第4規則パラ(a)において、「主管庁は、通
常は国際航海に従事しない船舶であって例外的状況において１回限りの国際航海を行う必
要が生じたものについては、この規則のいずれの規定の適用も免除することができる。ただ
し，その航海に適当であると主管庁が認める安全要件を満たすことを条件とする。」と規定さ
れており、平成２年に、近海仕様救命いかだを大幅に増設するなど、できる限りの安全措置
を行わせたうえで、与那国町との姉妹都市である台湾花蓮市への親善訪問のため、「フェ
リーよなくに」の台湾への航海を臨時に認めた。
  しかしながら、今後もまた台湾への航海を行うことは、１回限りの航海ではなく反復継続的
な航海であることから認めることはできない。
 なお、平成２年以降海難事故等を契機とした規制強化、テロ対策等の新たな観点からの規
制導入等、旅客船に関するSOLAS条約の要件は大幅に強化されており、「フェリーよなくに」
の現状設備では安全確保上不十分である。
2． 沿海区域は、原則として海岸から20海里以内の水域としている。ただし、気象海象が近
海区域と同様に厳しい水域等は海岸から20海里以内であっても沿海区域から除いている。
   一方、島と海岸により保護された水域、海岸が極端に凹入した水域等については、原則
どおり海岸線に沿った区域とすることで変針点が多くなり船舶が輻輳する場合は、気象・海
象、避難港の位置等を勘案し安全上問題がなければ、一部の水域が海岸から20海里を超
える形で沿海区域の外縁を直線化していることがある。
3．（別紙参照）
４． SOLAS条約附属書第I章第3規則に適用除外に関する規定がおかれている。
　　 SOLAS条約は、国内的には船舶安全法及び関係省令（船舶設備規程、船舶救命設備
規則、船舶消防設備規則、船舶防火構造規則等）により実施を担保している。
（参考）
　第3規則　適用除外
(a) この規則は、別段の明文の規定がない限り、次のものには、適用しない。
(i) 　軍艦及び軍隊輸送船
(ii) 総トン数500トン未満の貨物船
(iii) 推進が機械でされない船舶
(iv) 原始的構造の木船
(v) 運送業に従事しない遊覧ヨット
(vi) 漁船
(b) （略）
5.　提案理由にあった「新造船に関する有効な方策や制度等についてご支援・ご教示」に対
する措置の概要（対応策）として、「離島航路に就航する船舶のバリアフリー化にかかる補
助制度がある。」旨回答しているが、当該補助制度は、国内の離島航路に就航する
船舶の代替建造もしくは改造工事を行う場合のバリアフリー化に要する工事費の一部
について補助を行う制度である。
　従って、バリアフリー設備を対象とするものであり、与那国～花蓮（台湾）間に
おける外航船舶運航事業のために要する設備については、当該補助制度
の対象外である。
　また、国庫補助航路に就航する船舶の代替等行う場合、離島航路整備法等に基づく
運航計画の変更認可等の審査が必要である。

与那国－花蓮間60海里の直接航行の復活
にあたって、近海区域（短国際航海）航行許
可に関わる要件緩和等の特例もしくは地域
の実情をふまえた最適な規制適用など与那
国－花蓮間直接航行事業の実現に資する
支援的措置あるいは対処を要望する。
■主要課題：
・汽船「フェリーよなくに」（国際総トン数1,482
トン）による当該区域の航行
・与那国－花蓮間の地域間交流のための船
舶の直接航行・相互往来の促進
過去、地理的にも歴史的にも密接な関係の
中で台湾との自由往来を行い、国境を越え
た一体的な生活・経済圏を経験してきた与那
国では、今般、台湾との直接交流を通じた地
域の再生・活性化を求める島民の要望がさ
らに高まっている。
来年2006年に姉妹都市締結25年を迎える花
蓮市との貨客船あるいは貨物船の直接航行
の復活は、かかる交流事業の基軸となるも
のであり、同時に、島の産業・観光の振興，
生活条件の向上等に資するものである。国
境離島の自立的発展の条件整備として、ま
た、国境地域間の友好親善，国際観光立国
への貢献等の意義に鑑み、上記特例事項に
ついての適切な措置を切望したい。

  与那国町では、昭和57年10月に花蓮市との姉妹都
市協定を締結し、来年は締結25年の節目を迎える。
この間、友好親善交流訪問団の相互訪問をはじめと
する各種事業を鋭意実施してきたが、平成2年5月の
一回限りの臨時直接航行を除き、「那覇経由で花蓮
市へ」という移動効率の悪い交流を余儀なくされてお
り、交流事業等の目的や効果をを十分発揮すること
ができない状況に陥っている。（台湾まで最短110km
の距離が那覇を経由することで約1,100kmの移動距
離となっている）
姉妹都市締結25年を新たな契機に与那国－花蓮間
の直接航行復活を図り、国境交流を通じたさまざまな
地域の再生・活性化事業を島ぐるみで推進する。そ
の際、汽船「フェリーよなくに」の貨客船あるいは貨物
船としての航行は、現状においては、地域主体の国
境交流事業の中核をなすものであり、島民の生活必
需物資の直接調達（物価高の低減等），団体観光客・
修学旅行生などの相互乗り入れやホームステイ事業
（人的交流・人材育成），防災・医療・産業・環境・文化
など多様なテーマでの交流（人材ネットワークの形成
と新たな地域間協力）をめざした新たな取組みを進め
ていく。

■検討中の具体的事業：
「トライアル2006（仮称）」（与那国－花蓮間の直接航
行），姉妹都市締結25年記念事業，㈱与那国町物産
公社事業，花蓮市からの団体観光客等の誘致等。
その他：資源廃棄物運搬等島嶼地域リサイクル推進
事業（構想）

■付記：
平成17年度「全国都市再生モデル調査」の公募（内
閣官房都市再生本部）において、与那国町『姉妹都
市花蓮市との国境交流と多様な観光交流を通じた新
しいまちづくり』（どぅなんちま交流・再生プログラム）
が採択された。（6月24日）
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渡船事業にお
ける指定管理
者制度の導入

海上運送
法第４条

一般旅客定期航路事業について
は、事業を自ら適確に遂行するに
足る能力を有するものに適合する
こととなっている。

Ｃ －

貴市が想定している事業計画や船舶運航計画の策定、運賃の設定等ま
で指定管理者に行わせることや、当該事業に係る収入も指定管理者に帰
属させること等については、海上運送法第４条第４号の一般旅客定期航
路事業の許可基準「事業を自ら適確に遂行するに足る能力を有するも
の」に適合するとはいえないことから認められない。

一般旅客定期航路事業許可基準「事業を自ら的確
に遂行するに足る能力」とはどのような能力を指す
のか。市において運行管理規程や運送約款を定め
るとともに、経営及び運行の監督やその責任を担保
することによって民間に包括的に委託することはで
きないか。

D
-
1

１．「事業を自ら的確に遂行するに足る能力」とは、①所要資金の見積もり
が適切であり、かつ、的確な事業運営に足りる自己資金を有すること等資
金計画が合理的かつ確実なもの。②事業者は、事業遂行に関し責任の範
囲が明確であるような組織、経営形態を有するものであること。③用船契約
の適否の判断に当たっては、当該契約が運航管理、船舶の堪航性の確保
等について旅客船事業者との責任が明確であり、当該事業者が事業計画
を的確に遂行し得る内容のものであること、としている。

２．個別具体的事案にもよるが、海上運送法における運航業務の委託等に
ついては、運航管理が適切に行われること、委託者と受託者の責任の範囲
が明確であること等一定の基準を満たすことにより、現行でも対応可能であ
る。

３．なお、最終的な責任が委託者に帰することは言うまでもない。

渡船事業の事業許可を受けた者（北九州市）が最終的な責
任を持つことを明確に
し、国への申請や届出、報告を事業許可を受けた者（市）が
行う場合において、

・渡船の運航管理及び渡船施設の保守管理に関すること
・渡船の運転、点検、検査及び整備に関すること
・渡船の利用料等の徴収、減免、還付に関すること
・渡船の出改札、渡船施設の清掃、修繕その他施設及び設
備の維持に関すること
・海上運送法の規定により、委託者が国の認可を受けた又
は国に届出をした事業の
範囲で、指定管理者が自らの発案で施設を利用して、任意
に実施する業務に関する
こと

について、指定管理者が行う業務の範囲として管理代行さ
せ、地方自治法第２４４
条の２第８項による利用料金制度を適用し利用料等につい
て指定管理者の収入とす
ることが、海上運送法上でも現行対応可能と考えてよい
か。

１　本市が想定する渡船事業における指定管理者制度では、①海上運送法第４条で
規定されている事業者はあくまでも市であること。②したがって、指定管理者制度導
入後においても、一般定期航路事業者としての責任は市にあること。③指定管理者
は、事業者である市の管理下において操船業務、改札業務や各種事務業務等の
個々について、委託者と受託者の責任を明確にしたうえで包括的に管理運営を代行
するものであること。を前提として考えている。　２　指定管理者の選定に当たって、
本市では、平成１７年７月に「指定管理者の選定に係る選定基準の基本的考え方」を
策定し、この中で「事業計画に沿った管理を安定して行なう物的能力、人的能力を有
していること」などを基本的事項とし、管理運営体制の適格性について人員配置計
画、安全体制、危機管理体制等の具体的基準を設けることとしている。さらに、これ
に加え所管局で詳細な選定基準を設けることで厳格な選定を行うことが可能と考え
ている。３　また指定管理者が行なう管理運営の代行では、①市条例に「指定管理者
が行う業務」や「指定管理者が行う管理の基準」を具体的に規定することで、指定管
理者を法令により制約することができること。②指定管理者が新たな事業展開のた
め事業の変更などを行おうとする場合も、国への申請や届出はあくまでも市の名義
で行うことで指導監督が可能なこと。③運航の基本となる「運航管理規程」「運送約
款」の改廃など安全運航の確保に係る基本的な部分については市が行うこととす
る。④料金についても、上限は市が条例で設定し、その範囲内で指定管理者が運賃
を決定する際も、市名義で届出すること。⑤指定管理者は、毎年度事業報告を行な
い、市の指示に従わないときは指定の取消しを行うことができる。等を条件として考
えている。このようなことから、現行法の範囲で、運航管理の適格性や責任範囲の明
確化を担保できるものと考えている。

Ｄ
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再々検討要請の内容については、現行の海上運送法で対応可
能である。
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現在、一般旅客定期航路事業（本市渡船事
業）については、海上運送法により、管理業
務については、許可を受けた事業者が行うこ
ととされており、指定管理者制度を導入する
ことができないが、これを行うことができるよ
うに規制緩和するもの。

一般旅客定期航路事業については、現在のところ運
航に係る個々の業務について民間への業務委託を
行っているところであるが、指定管理者制度を導入す
ることで、管理部門を含む運航事業について、包括的
に委託を行うことができるようにするもの。

福岡県
北九州
市
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釣り客以外の
観光客を漁船
に乗せて輸送
する場合に、
「不定期航路
事業の届出」
または「旅客
不定期航路事
業の許可」の
不要化

海上運送
法第２０条
及び第２１
条

旅客不定期航路事業については、
航路ごとの許可と、また、人の運
送をする不定期航路事業について
は、事業開始の日の３０日前まで
の届出となっている。

Ｃ －

１．遊漁船業の適正化に関する法律（以下「遊漁船業法」という。）と、海上
運送法とはそもそも法の趣旨が異なるものである。
　
２．たとえば、海上運送法の安全マニュアルである「運航管理規程」では、
遊漁船業法の安全等マニュアルである「業務規程」上には規定のない運
航管理の組織及び運航管理者の資格、職務並びに権限等について定め
られているところである。このため、利用者の安全確保の観点から遊漁船
業の登録をもって海上運送法の許可又は届出が不要というのは認められ
るものではない。

３．なお、許可後に業者が届け出ることとされている「運航管理規程」作成
等に関しては、地方運輸局等において十分ご相談に応じていきたいと考
える。

提案は釣り客を漁場まで輸送することを主としてお
り、そのような場合に釣り客に混じって海水浴客等
の観光客を輸送することについて、たとえば、海上
運送法上の手続を簡素化する等はできないか。右
提案主体からの意見を踏まえ検討の上回答された
い。

ご指摘のとおり法律は異なるものの、そもそも安全性の確保という観点
では、釣り客と旅客は同等であるべきと考えられる。
また、海上運送法の安全マニュアルには遊漁船業法の安全マニュアル
に規定のない項目も若干定められているが、遊漁船漁法の安全マニュ
アルの項目追加や行政機関の連携により所要の目的は達成できると
考えられる。
したがって、遊漁船業において、通常遊漁者を案内している区域にお
いて（例えば陸岸から一定距離内の区域に限定して）釣客以外の観光
客を輸送する場合、海上輸送法の第20条第2項による「不定期航路事
業の届出」または同法第21条第1項による「旅客不定期航路事業の許
可」を不要とできないか、再度ご検討いただきたい。

１．海上運送法は、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、
海上運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進するこ
とを目的としており、旅客運送事業については、許可制を採用し、
輸送力の安定的な供給を図るとともに、運航管理制度等による運航
の安全や運賃・料金の届出等による利用者保護を図ること等種々の
事業規制を行っている。

２．前回回答させて頂いた措置の概要において、安全マニュアルで
ある「運航管理規程」をあくまで一例としてあげたところである。
海上運送法は海上における公共交通機関としての位置付けとして利
用者の安全確保を担保する規定、また、利用者を保護する規定を定
めたものである。
いかなる場合であっても船舶を用いて一般の旅客を運送をする事業
を行う場合には、運航の安全及び利用者保護は担保されなければな
らず、提案者の言うような安全マニュアルの項目追加だけでは、海
上運送法と同等の安全及び利用者保護は担保されないと考えられ
る。

３．以上のことから、提案について海上運送法の許可等を不要とす
ることは認められない。

・貴省の回答からすれば、遊漁船で運送される釣り客と、海
水浴客（観光客）ではとるべき安全性のレベルが異なるとい
う考えだと解してよいのか。
・もしそうでないとすれば、現実に釣り客だけを乗せる場合
と釣り客と海水浴客を混合して乗せる場合で異なる措置が
必要になってくるのか、具体的根拠を示した上で説明された
い。

１．前回意見でも述べたとおり、釣り客と旅客は
安全性の確保という観点では同等であるべきで
あり、遊漁船業法の登録を受けていれば、利用
者の安全確保はある程度担保されていると考え
られる。

２．また、民宿宿泊者等に対して、民宿経営者
等がサービスの一部として無料で旅客を輸送す
る場合も多いが、このような場合には、公共交
通機関としての意味合いは小さくなると考えら
れる。そこで、料金徴収しない場合に限定して、
当初提案のような緩和ができないか、再度ご検
討願いたい。

遊漁船業法については、当省の所管ではないのでコメントを差し
控えるが、今回提案されている旅客不定期航路事業及び内航
不定期航路事業における海上運送法上の安全規制について
は、不特定多数の旅客を運送するに当たって、その安全を担保
するために遵守すべきものが規定されている。具体的には、①
事業者及び従業員が輸送の安全を確保するため遵守すべきも
のとして運航管理規程の作成、②その責任者として運航管理者
を選任を義務付け、③許可については、岸壁、旅客乗降用施設
等、輸送の安全を確保するため適切なものであるか審査してい
る。また、④事業について輸送の安全を阻害している事実があ
ると認められるときは、輸送の安全を確保するため必要な措置
をとるべきことを命ずることができ、⑤これらを担保するため船
舶、事業場等に立入検査を行うことができることとなっている。
  さらに、海上運送法では、安全の確保とともに、運賃・料金の
届出又は公示等も行なわせることにより、利用者利益の保護を
図ることを目的とし、このために許可等の必要最低限の規制を
行っているところである。前回の「再検討要請に対する回答」で
は、この２つの目的が同時に担保されないので認められないと
回答したところである。
  また、提案主体からの再意見２．について、個別具体的事案に
もよるが、例えば民宿が宿泊サービスの一環として、その民宿
の宿泊客のみを船舶を使用し無償で送迎するような自家用運送
は、海上運送法適用対象外となるので、現在でも行うことは可能
である。
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遊漁船業適正化に関する法律第3条第1項
により、遊漁船業の都道府県知事の登録を
受けたものは、海上輸送法第20条第2項によ
る「不定期航路事業の届出」または同法第21
条第1項による「旅客不定期航路事業の許
可」を国土交通大臣に行うことを不要とする。

観光客を漁船で輸送するための手続きを簡素化し、
漁業者がブルー・ツーリズムを中心とした漁業（海業）
への取組みを推進し、海を中心とした観光客の増大
を図る。

福井県
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１人乗り等小
型ヘリコプ
ターにおける
実証実験デー
タ蓄積のため
の航空交通管
制区、試験飛
行、最低安全
高度などの緩
和

航空法第
11条
第28条第3
項
第79条

・航空機は有効な耐空証明を受け
ているものでなければ飛行しては
ならないとされているが、有効な耐
空証明を有しない航空機であって
も飛行段階に応じた安全性が確保
されていることが確認された場合
に限り、一定の制限を附して航空
機の飛行の許可を行うもの。
・技能証明を有していない者で
あっても、一時的な飛行で安全上
支障がないと認められた場合に限
り、一定の制限を附して試験飛行
等を許可する。
・地上又は水上の人又は物件の
安全及び航空機の安全を確保す
るため、当該離着陸がやむを得な
い事由に基づくものであり、安全
上支障がないと認めた場合に限り
例外的に禁止を解除する。

C Ⅰ

航空機はひとたび事故を起こした場合には、当該機体や操縦者の被害の
みならず、地上の第三者の生命や財産に対する被害の発生や、関係者に
よる捜索救難や救助活動の実施、事故調査機関による調査の実施等、社
会への影響が非常に大きなものとなる。これはたとえ自らの所有地であっ
ても同様である。そのため、機体及び操縦を行う者の状況や飛行範囲等
について、その安全性を確認することは、当事者の安全を確保するためだ
けでなく事故や不具合の発生を防止し、第三者への生命や財産に対する
被害等を未然に防止する観点から、必要不可欠な措置である。今回申請
のあった１人乗り等小型ヘリコプターについても、上記の理由から、耐空
証明等の航空法の規制の適用除外を行うことは困難。なお、現行制度で
も、当該ヘリコプターに関しては、試験飛行等を実施する場合において、
機体の安全性、技能証明等の各種の事項について、飛行段階等に応じた
安全性を確認し、飛行の許可を行っているところ。

自己の敷地内においては飛行の高さを制限するな
ど一定の条件を付すことによって飛行許可を不要と
することはできないか。また、右提案主体からの意
見を踏まえ検討の上回答されたい。

1．空中飛行物体にリスクがあるということについては、承知済みの提
案であり、今回の回答は何の意味も持たない。回答とは理解されな
い。2．リスク軽減のため自己管理エリア内でテストを行うというのであ
るから、自己責任として承認して頂きたい。3．一番リスクにさらされる
のは、開発研究者とその操縦者であり、第三者の心配以上に慎重であ
る。4．必要があれば許可するとの回答であるが、一々許可を得ていた
のではデータの蓄積、技術の進歩は望めない。３６５日、実験・データ
蓄積・技術改良が可能なように包括的な許可を申請しているものと理
解して頂きたい。5．将来の１兆円産業を目指すには、当初のリスクは
何らかの方法で克服されねばならない。二宮忠八が初めて空を飛んだ
のもリスクを克服したからである。

・自己管理エリア内といえども、ひとたび事故が生じれば、その場所がどこ
であれ事故調査員会や警察、海上においては海保等による事実関係の確
認や救助等が行われることから、完全に自己責任ということはあり得ない。
安全上のリスクがあると認めているのであれば、なおさらに飛行の安全性を
確認する必要がある。
・航空機の開発に伴う試験飛行を行う場合には相応の安全性が確立され、
その安全性が妥当であると判断された場合のみ試験飛行等の許可を与え
ている。この許可自体が「航空法適用除外」の許可である。また、その場合
でも通常の運用では行わない運用限界に関わる事項まで飛行が可能であ
り、そのような枠組みで取得が不可能となるデータというものがいかなるも
のなのか想定できない。そのため、データ取得が困難と言うことを持って、
安全性の審査を不要とする理由とはならないと考えている。

右提案主体の意見について、検討の上回答されたい。

１．回答第１段落について…完全に自己責任であるとは申
し上げていない。しかし、リスクを一番背負うのはフライト
者であり、そのパートナーとしての製作者であることを申し
上げた。この回答であると民間が事故を起こしたときに調
査委員会を派遣したり、警察出動、救難行為を行うのは
嫌だという風に聞こえる。日本の産業発展のために大所･
高所に立って研究開発をすすめていくのにはどうした支援
ができるかという視点で回答いただきたい。２．回答第２段
落について…「相応の安全性が確立され…」とあるが、そ
の安全性を確立するための研究･データ蒐集手段としてこ
の特区を提言しているので、この回答は自己矛盾と思わ
れる。これではいつまで経っても「相応の安全性」は確立
できない。また、「…そのような枠組みで取得が不可能とな
るデータというものがいかなるものか想定できない」という
ことであるが、相手の立場に立って考えるのが公務員の
「つとめ」だと聞いている。自分がヘリを作るとして考えて
想定していただきたい。また、データ蒐集にあたって、前回
の提案主体からの意見に、「一々、許可を得たのではデー
タの蓄積、技術の進歩は望めない」としているように、ス
ピードに劣るということを理解していただきたい。「北海道
の航空公園で実験すればよい」とアドバイスした人もいる
が、それでは研究開発のコストがあまりにも膨大になる。

事故後への対応は当然の行政の責務であり積極的に対応する
ものであるが、国民の生命や安全等を守る観点からは、事故の
未然防止を図ることも当然ながら求められている。
たとえ、自家用地内であっても、このような軽量かつ特殊な機体
にあっては予期せぬ風等に流され自家用地をはずれ、周辺の
第三者の建物等へ損害を与えた事例なども起きている。そのた
め自家用地内ということをもって安全性の審査を行わないこと
は、そのような事例の再発を防止し、搭乗者のみならず第三者
も含めた安全等を確保することができないことから、当該要望を
受け入れることは困難である。
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地表から200m以上の空域で、国土交通省が
告示で支持したものの範囲から、GEN-H及
びそれに類似したものの飛行を一定の申請
空域内において認めること

他者に迷惑を及ぼさないことを条件として、自己の占
有権・使用権の有する土地の上空を使用して、GEN-
H１人載りヘリコプターなどの飛行データの蓄積と操
縦性能(人的・物的)の向上を図るため、航空法の一
部の適用除外を申請するものである。また、瀬戸内
海などの公水面上を通過し、近隣の島等の自己の占
有権・使用権を有する土地までの飛行データ蓄積と
操縦性能向上を図ることもあわせて申請するもので
ある。

広島経
済同友
会産業
技術委
員会
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スキー場リフ
トの運行制限
の緩和

索道施設
に関する
技術上の
基準を定
める省令
第７，８条

索道施設に関する技術上の基準
を定める省令（昭和６２年３月２日
運輸省令）第７条及び第８条にお
いて、「索道線路」及び「搬器と地
表面との間隔」は、搬器が停留所
以外の箇所で停止した場合に、搬
器の構造、救助方法等を考慮し、
乗った人を安全に救助することが
できるものとしなければならないこ
ととしている。
また、この運用に必要な索道施設
の構造の標準的な技術基準及び
索道施設の標準的な維持管理方
法について定めた「索道施設の審
査及び維持管理要領」（平成９年５
月２９日通達）において特殊索道
の搬器の座面から地表までの間
隔を利用形態ごとにそれぞれ標準
値として定めている。

Ｄ
－
１
－

搬器と地表面との間隔については、搬器が停留場以外の箇所で停止した
場合に、乗客を安全に救助することができるよう搬器の構造、救助装置の
構造、救助の方法、線路下の地形等を考慮することとしている。外部に解
放された座席で構成されるいす式の搬器を利用して旅客を運送する索道
については、通達において、利用の形態により搬器と地表面との間隔の
標準を定めている。
スキー等を主目的とする旅客のみならず、観光等を主目的とする旅客に
ついても安全に救助することができる救助装置、救助の方法であれば、
搬器と地表面との間隔が標準によらず、その利用が認めることができる場
合があるものと考えられる。

回答によれば「スキー等を主目的とする旅客のみな
らず、観光等を主目的とする旅客についても安全に
救助することができる救助装置、救助の方法であれ
ば、搬器と地表面との間隔が標準によらず、その利
用が認めることができる場合がある」とのことだが、
たとえばどのような救助装置・救助方法によれば地
表面との間隔が標準でなくてもよいのか、事例を紹
介されたい。

過去に搬器の座面から地表までの間隔が５．３ｍの索道において、救助装
置や救助方法についての安全の確認のみならず、搬器の構造、線路下の
地形等についても総合的に勘案し判断した結果、非常時に乗客を安全に救
助できることが確認できたので運行を認めた事例がある。
なお、個別の事案についてのご相談は、各地方運輸局までお問い合わせく
ださい。
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高さ制限の緩和を図るとともに、安全バー、
速度制限などの要件を満たすリフトに関して
は、グリーンシーズン（春から秋）にかけての
運行を認める。

現行でグリーンシーズンリフトを運行しようとすると、
リフトの高さを下げる必要がある。このためには、鉄
塔の改修など多大な費用がかかり、通年運行のさま
たげとなっている。安全バーのついている搬器でか
つ、一定スピード以下での運行を認めることにより、リ
フトを通年運行できる路線は多い。
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